
全日本病院協会会長殿

医政発 0331第 40号

平成 26年 3月 31日

「医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」

の一部改正について

厚生労働行政の推進につきましては、平素より格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げ

ます。

標記について、今般、別添のとおり通知を発出しましたので、御了知いただくととも

に、会員等各位に広く周知されることについて格段の御配意を賜りますようお房長し1申し

上げます。
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各都道府県知事殿

医政発第 0612004号

平 成 15年 6月 12日

(一部改正平成 17年 2月 8日

平成 17年 10月 21日

平成 18年 3月 22日

平成 19年 3月 30日

平成20年 3月 26日

平成 21年 5月 11日

平成22年 4月 14日

平成23年 3月 24日

平成 24年 3月 29日

平成26年 3月 31日)

厚生労働省医政局長

医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について

医師の臨床研修については、医療法等の一部を改正する法律(平成 12年法律第 141

号。以下「改正法Jとし 1う。)による医師法(昭和 23年法律第 201号。以下「法Jと

いう。)の一部改正により、インタ}ン制度が廃止されて以来 36年ぶりに抜本的な改革

が行われることとなった。すなわち、診療に従事しようとするすべての医師は、臨床研修

を受けなければならないこととされ、また、これに併せて、臨床研修の内容の検討を進め、

医師が、適切な指導体制の下で、医師としての人格をかん養し、プライマリ・ケアを中心

に幅広く医師として必要な診療能力を効果的に身に付けることができるものとすること

とされたところである。これを踏まえ、平成 14年 12月 11日に、医師法第 16条の 2

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/admininfo/



第 1項に規定する臨床研修に関する省令(平成 14年厚生労働省令第 158号。以下「臨

床研修省令Jという。)が公布・施行され また その後の検討を受けて、平成 15年6

月 12日に、医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正す

る省令(平成 15年厚生労働省令第 105号。以下「改正省令Jという。)が公布・施行

され、下記のとおり、新たな臨床研修制度が定められたところである。また、本制度の円

滑な実施を図るため、地方厚生局において、臨床研修病院、大学病院、医療関係団体等の参

加を得て連絡協議会を設置することとしている。

新たな臨床研修制度は、医師が、医師としての基盤形成の時期に、患者を全人的に診る

ことができる基本的な診療能力を修得することにより、医師としての資質の向上を図るこ

とを目的としており、地域の医療提供体制の整備に当たっても、重要な役割を果たすこと

が期待されるものである。ついては、貴職におかれでも、臨床研修省令の趣旨、内容等に

ついて御了知の上、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知

に努めるとともに、地方厚生局において設置する連絡協議会に参加するなど、新たな臨床

研修制度の円滑な実施に御協力をお原品、する。

記

第 1 臨床研修省令の趣旨

法第 16条の 2第1項に規定する臨床研修については、改正法による法の一部改正によ

り、平成 16年4月 1日から、診療に従事しようとするすべての医師に義務付けられると

ころであるが、臨床研修省令は、法第 16条の 2第1項に規定する臨床研修に関して、臨

床研修の基本理念、臨床研修病院の指定の基準等を定めるものであること。

なお、改正法附則第8条(臨床研修修了医師の登録に係る経過措置)の規定により、同

日前に医師免許を受けている者及び同日前に医師免許の申請を行った者で、あって同日以後

に医師免許を受けたものは、改正法による改正後の法第 16条の4第1項の規定による臨

床研修修了者の登録を受けた者とみなされること。

第2 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準

1 用語の定義
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(1) r臨床研修J

法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修をいうものであること。

(2) r臨床研修病院J

法第 16条の 2第 1項の指定を受けた病院をいうものであること。

(3) r基幹型臨床研修病院」

臨床研修病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であっ

て、当該臨床研修の全体的な管理・責任を有するものをいうものであること。

(4) r協力型臨床研修病院」

臨床研修病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院で、あって、基幹型臨

床研修病院でないものをいうものであること。

(5) r研修協力施設J

臨床研修病院と共同して臨床研修を行う施設で、あって、臨床研修病院及び医学を履

修する課程を置く大学に附属する病院以外のものをいうものであること。以下「臨床

研修協力施設j としづ。

なお、臨床研修協力施設としては、例えば、へき地・離島診療所、中小病院・診療

所、保健所、介護老人保健施設、社会福祉施設、赤十字社血液センタ一、各種検診・

健診の実施施設等が考えられること。

(6) r臨床研修病院群J

共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院及び協力型臨床研修病院をいうもので

あること。臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研修協

力施設も臨床研修病院群に含まれること。

(7) r大学病院J

医学を履修する課程を置く大学に附属する病院をいうものであること。

(8) r研修管理委員会J

臨床研修を行う病院において臨床研修の実施を統括管理する機関をいうものである

こと。

なお、研修管理委員会は基幹型臨床研修病院等、臨床研修を管理する病院に設置さ

れること。

(9) r研修フ。ログラムJ

臨床研修の実施に関する計画をいうものであること。
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(10) rフ。ログラム責任者J

研修プログラムの企画立案及び実施の管理並びに研修医に対する助昔、指導その他

の援助を行う者をいうものであること。

(11) r研修実施責任者j

協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の

実施を管理する者をいうものであること。

なお、研修実施責任者は、プログラム責任者及び臨床研修指導医を兼務しでも差し

支えないこと。

(12) r臨床研修指導医」

研修医に対する指導を行う医師をいうものであること。以下「指導産Jという。

(13) r研修医J

臨床研修を受けている医師をいうものであること。

(14) r臨床病理検討会」

個別の症例(剖検例)について病理学的見地から検討を行うための会合

(Clinicopathological Conference: C P C) をいうものであること。

(15) r研修期間J

臨床研修を行っている期間をいうものであること。

2 臨床研修の基本理念

医師については、単に専門分野の負傷又は疾病を治療するのみでなく、患者の健康と

負傷又は疾病を全人的に診ることが期待され、医師と患者及びその家族との間での十分

なコミュニケーションの下に総合的な診療を行うことが求められていること。また、医

療の社会的重要性及び公共性を考えると、臨床研修は、医師個人の技術の向上を超えて、

社会にとって必要性の高いものであること。

このため、臨床研修については、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門と

する分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な

診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアの

基本的な診療能力(態度・技能・知識)を身に付けることのできるものでなければなら

ないこと。

3 臨床研修病院の指定

(1)法第 16条の 2第 1項の指定は、次に掲げる区分に応じて行うニと。
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ア 基幹型臨床研修病院

イ 協力型臨床研修病院

(2)基幹型臨床研修病院及び協力型臨床研修病院は、それぞれ他の区分の臨床研修病院と

なることができること。

4 臨床研修病院の指定の申請

(1)基幹型臨床研修病院の指定の申請

ア 基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始し

ようとする年度の前年度の 6月 30日までに、当該病院に関する指定申請書(様式

1 )を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

イ 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこと。

(ア)当該指定に係るすべての研修フoログラム

(イ)プログラム責任者履歴書(様式2)

(ウ)当該病院の研修医名簿(様式3)

(エ)臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、臨床研

修協力施設となる施設に係る臨床研修協力施設概況表(様式4)及び臨床研修協

力施設承諾書(様式5)

(オ)当該指定に係る臨床研修病院群を構成することとなる関係施設相互間の連携体

制を記載した書類(様式6)

ウ 基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、当該病院に関する

指定申請書及び添付書類と、協力型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこ

ととなる病院に関する指定申請書及び添付書類とを、一括して当該基幹型臨床研修

病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

(2)協力型臨床研修病院の指定の申請

ア 協力型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始し

ょうとする年度の前年度の 6月 30日までに、当該病院に関する指定申請書(様式

1 )を、基幹型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院の開設

者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

イ 基幹型臨床研修病院として協同して臨床研修を行うこととなる病院の開設者は、

協力型臨床研修病院の指定を受けようとする病院に関する指定申請書(様式 1)及

び当該指定に係る臨床研修病院群を構成することとなる関係施設相互間の連携体制
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を記載した書類(様式6) を、当該基幹型臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚

生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

5 臨床研修病院の指定の基準

(1)基幹型臨床研修病院の指定の基準

厚生労働大臣は、基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者から指

定の申請があった場合において、当該病院が次に掲げる事項に適合していると認める

ときでなければ、基幹型臨床研修病院の指定をしてはならないこと。

ア 臨床研修省令第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修フoログラム

を有していること。

(ア)研修プログラムには、次に掲げる事項が定められていること。

① 当該研修フ。ログラムの特色

② 臨床研修の目標

「臨床研修の目標」は、 「臨床研修の到達目標J (別添 1)を参考にして、

臨床研修病院が当該研修フ。ログラムにおいて研修医の到達すべき目標として作

成するものであり、 「臨床研修の到達目標Jを達成できる内容であること。

③ プログラム責任者の氏名

④ 臨床研修を行う分野並びに当該分野ごとの研修期間及び臨床研修病院又は臨

床研修協力施設

「臨床研修を行う分野」とは、当該研修プログラムにおいて研修医が臨床研

修を受ける診療科等をいうものであること。内科、救急部門、地域医療を「必

修科目Jとし、外科、麻酔科、小児科、産婦人科及び精神科を「選択必修科目」

とすること。

⑤ 研修医の指導体制

⑥ 研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法

⑦ 研修医の処遇に関する事項

次に掲げる事項をいうものであること。

( i )常勤又は非常勤の別

(品)研修手当、勤務時間及び休暇に関する事項

(出)時間外勤務及び当直に関する事項

(iv)研修医のための宿舎及び病院内の個室の有無
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( v)社会保険・労働保険(公的医療保険、公的年金保険、労働者災害補償保険、

雇用保険)に関する事項

(吐)健康管理に関する事項

(vu) 医師賠償責任保険に関する事項

(吋i)外部の研修活動に関する事項(学会、研究会等への参加の可否及び費用負

担の有無)

(イ)原則として、研修期間全体の 8月以上は、基幹型臨床研修病院で研修を行うものであ

ること。さらに地域医療との関係等に配慮、しつつ、全体の研修期間の半分以上に相当す

る1年以上を基幹型臨床研修病院で行うことが望ましいこと。

(ウ)協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う場合にあっては、協力型臨床研

修病院の名称、協力型臨床研修病院が行う研修の内容及び期間並びに研修実施責

任者及び指導医の氏名が研修プログラムに明示されていること。

(エ)臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研修協力施

設の種別及び名称、臨床研修協力施設が行う研修の内容及び期間並びに研修実施

責任者及び研修医の指導を行う者の氏名が研修プログラムに明示されていること。

(オ)研修フ。ログラムに定められた臨床研修を行う分野並びに当該分野ごとの研修期

聞及び臨床研修病院又は臨床研修協力施設が次に掲げる事項を満たすものである

こと。

① 研修期間は、原則として合計2年以上とすること。

② 臨床研修を行う分野及び当該分野ごとの研修期間は、研修医の将来のキャリ

ア等に円滑につながるよう 臨床研修病院の実情及び、研修フ。ログラムの特色

を考慮、して定めること。必修科目の全て及び5つの選択必修科目のうちの 2

つの診療科については、必ず臨床研修を行うこと。

③ 原則として、当初の 12月の聞に内科及び救急部門を研修し、次の 12月の

聞に地域医療を研修すること。なお、研修開始時に研修医の将来のキャリア

を考慮した診療科の研修を一定期間行った後に、必修の診療科の研修を開始

することもできること。

④ 原則として、内科においては6月以上、救急部門においては3月以上、地域

医療においては 1月以上の研修を行うこと。

⑤ 選択必修科目の各診療科については、研修医の希望に応じていずれの診療科
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の研修も確実に実施できるよう、各診療科において到達目標の達成に必要な

研修を行う体制を確保すること。あわせて、臨床研修病院の判断で適切な研

修期間を設定すること。なお、臨床研修病院の判断で、各研修フ。ログラムに

おいて、選択必修科目の全部または一部を必ず研修する診療科目として扱う

こともできること。

⑥ 必修科目及び選択必修科目以外の研修期間は、研修医が積極的に研修プログ

ラムを選択し、臨床研修に取り組むことができるよう、地域や病院の特色を

いかし、更に臨床研修を充実させるために活用すること。

⑦ 臨床研修を行う分野ごとの研修期間は、①から⑥までを踏まえて多様に設定

するものであるが、研修プログラムの特色や指導体制等各病院における体制

によっては、例えば、当初の 12月について、内科において 6月の研修、救

急部門において 3月の研修を行うこととし、選択必修科目のうち 2つの診療

科において 3月の研修の後、次の 12月について、地域医療において 1月の

研修を行った後に、将来専門とする診療科に関連した診療科を中心に研修を

行うことが考えられること。また、当初の 12月について、まず、将来専門

としたい診療科で 3月の研修を行った後に、内科において 6月の研修、救急

部門において 3月の研修を行うこととし、次の 12月について、地域医療に

おいて 1月の研修、選択必修の診療科のうち 2つの診療科において一定の期

間の研修を行った後に、残りの期間を将来専門としたい診療科において研修

を行うこと、もしくは、当初の 12月について、内科において 6月の研修、

救急部門及び外科においてそれぞれ3月の研修を行うこととし、次の 12月

について、地域医療を 3月行った後、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科の

うち、 3つの診療科においてそれぞれ3月の研修を行うことなども考えられ

ること。

③ 救急部門については、救急部(救急部がない場合には救急外来)等を適切に

経験させることにより対応すること。

⑨ 総合診療科等、臨床研修を行う診療科の名称が必修科目又は選択必修科目の

診療科等の名称と異なる場合で、あっても、当該診療科における研修内容が必

修科目又は選択必修科目のいずれかの診療科等の研修内容と同じものであ

るときには、研修内容に応じて、当該診療科における研修期間を、相当する
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必修科目又は選択必修科目の診療科等の研修期間として差し支えないこと。

⑩ 地域医療については、適切な指導体制の下で、患者が営む日常生活や居住す

る地域の特性に即した医療(在宅医療を含む)について理解し、実践すると

いう考え方に基づいて、へき地・離島診療所、中小病院・診療所等を適宜選

択して研修を行うこと。また、研修を行う病院又は診療所については、各都

道府県に設置されている地域医療対策協議会や、関係する地方公共団体の意

向を踏まえるなど、地域の実情に応じて選定するよう配慮すること。

⑪ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合には、原則として、臨床研

修協力施設における研修期間を合計 3月以内とすること。ただし、地域医療

に対する配慮から、へき地・離島診療所等における研修期間についてはこの

限りでないこと。

(カ)研修医の募集定員が 20人以上の基幹型臨床研修病院は、将来小児科医になる

ことを希望する研修医を対象とした研修フ。ログラム及び将来産科医になることを

希望する研修医を対象とした研修プログラム(募集定員各 2人以上)を必ず設け

ること。

イ 医療法施行規則(昭和 23年厚生省令第 50号)第 19条第 1項第 1号に規定す

る員数の医師を有していること。

医師数については、 「医療法第21条の規定に基づく人員の算出に当たっての取

扱い等についてJ (平成 10年6月26日付け健政発第777号、医薬発第574

号)に定める常勤換算により算出された医師(研修医を含む。)の数をいうもので

あること。

ウ 臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。

「臨床研修を行うために必要な診療科を置いていることJとは、当該病院と協力

型臨床研修病院の診療科とを合わせて、原則として、内科、外科、小児科、産婦人

科及び精神科の診療科を標ぼうしていることをいうものであること。

エ 救急医療を提供していること。

「救急医療を提供していること」とは、救急告示病院又は医療計画上、初期救急

医療機関、第二次救急医療機関若しくは第三次救急医療機関として位置付けられて

いる病院で、あって、初期救急医療を実施しており、適切な指導体制の下に救急医療

に係る十分な症例が確保できるものであることをいうこと。
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オ 臨床研修を行うために必要な症例があること。

「臨床研修を行うために必要な症例があることJとは、 「臨床研修の到達目標J

を達成するために必要な症例が確保されていることをいうものであること。入院患

者の数については、年間 3，000人以上であること。

当該病院における症例としては、内科及び救急部門について、その疾患等に過度

の偏りがないことが望ましいこと。このため、特定の分野の専門的医療を専ら行う

病院が基幹型臨床研修病院となることは望ましくないこと。

各診療科で、の研修に必要な症例については、当該病院と協力型臨床研修病院及び

臨床研修協力施設の症例と合わせて必要な症例があること。例えば、救急部門を研

修する病院にあっては救急患者の取扱件数が年間 5，000件以上、内科、外科、

小児科、産婦人科及び、精神科については、年間入院患者数 100人(外科にあって

は研修医1人あたり 50人以上)、産婦人科を研修する病院の分娩数については年

間350件又は研修医1人あたり 10件以上が望ましいこと。

カ 臨床病理検討会 (Cp C) を適切に開催していること。

キ 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。ただし、共同して

臨床研修を行う臨床研修協力施設が医療機関で、ある場合にあっては、当該病院及び

臨床研修協力施設が、それぞれの担当する臨床研修の実施に関し必要な施設及び設

備を有していること。

「臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること」とは、臨床研修

の実施に関し必要な施設のほか、臨床研修に必要な図書又は雑誌を有しており、ま

た、原則として、インターネットが利用できる環境 (Medline等の文献データベー

ス、教育用コンテンツ等が利用できる環境)が整備されていることをいうものであ

ること。さらに、次に掲げる施設及び設備を備えていることが望ましいこと。

(ア)研修医のための宿舎及び研修医室

(イ)医学教育用シミュレーター(切開及び縫合、直腸診、乳房診、二次救命処置

(Advanced Cardiovascular Life Support: A C L S)、心音又は呼吸音の聴診等

の訓練用機材)、医学教育用ビデオ等の機材

ク 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。

「患者の病歴に関する情報を適切に管理していることJとは、病歴管理者が選任

されており、診療に関する諸記録(診療録、病院日誌、各科診療日誌、処方せん、
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手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係

る入院期間中の診療経過の要約等)の管理が適正になされていることをいうもので

あること。

ケ 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。

「罷療に関する安全管理のための体制を確保していることJとは、医療法施行

規則第 1条の 11第 1項及び第 2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を

満たすことをいうものであること。

(ア)医療に係る安全管理を行う者(以下「安全管理者Jとしづ。)を配置すること。

安全管理者とは、当該病院における医療に係る安全管理を行う部門(以下「安

全管理部門Jとしづ。)の業務に関する企画立案及び評価、当該病院内における

医療安全に関する職員の安全管理に関する意識の向上や指導等の業務を行うもの

であり、次に掲げる基準を満たす必要があること。

① 医師、歯科医師、薬剤師又は看護師のうちのいずれかの資格を有しているこ

と。

② 医療安全に関する必要な知識を有していること。

③ 当該病院の安全管理部門に所属していること。

④ 当該病院の医療に係る安全管理のための委員会(以下「安全管理委員会」と

いう。)の構成員に含まれていること。

(イ)安全管理部門を設置すること。

安全管理部門とは、安全管理者及びその他必要な職員で構成され、安全管理委

員会で決定された方針に基づき、組織横断的に当該病院内の安全管理を担う部門

で、あって、次に掲げる業務を行うものであること。

① 安全管理委員会で用いられる資料及び議事録の作成及び保存、その他安全管

理委員会の庶務に関すること。

② 事故等に関する診療録や看護記録等への記載が正確かっ十分になされている

ことの確認を行うとともに、必要な指導を行うこと。

③ 患者や家族への説明など事故発生時の対応状況について確認を行うとともに、

必要な指導を行うこと。

④ 事故等の原因究明が適切に実施されていることを確認するとともに、必要な

指導を行うこと。
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⑤ 医療安全に係る連絡調整に関すること。

⑥ 医療安全対策の推進に関すること。

(ウ)患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること。

「患者からの相談に適切に応じる体制を確保することJとは、当該病院内に患

者相談窓口を常設し、患者等からの苦情や相談に応じられる体制を確保するもの

であり、次に掲げる基準を満たす必要があること。また、これらの苦情や相談は

当該病院の安全対策等の見直しにも活用されるものであること。

① 患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間等

について、患者等に明示されていること。

② 患者相談窓口の活動に関し、相談に対応する職員、相談後の取扱い、相談情

報の秘密保護、管理者への報告等に関する規約が整備されていること。

③ 患者や家族等が相談を行うことにより不利益を受けないよう、適切な配慮が

なされていること。

コ 研修管理委員会を設置していること。

研修管理委員会は、 6(1)を満たすものであること。

サ プログラム責任者を適切に配置していること。

「フ。ログラム責任者を適切に配置していることJとは、当該病院又は協力型臨床

研修病院のいずれかにおいて、 6(3)を満たしたプログラム責任者が、研修フ。ログラ

ムごとに配置されていることをいうものであること。ただし、 20人以上の研修医

が一つの研修プログラムに基づいて臨床研修を受ける場合には、原則として、プロ

グラム責任者とともに、副プログラム責任者を配置し、プログラム責任者及び副プ

ログラム責任者の受け持つ研修医の数が 1人当たり 20人を超えないようにするこ

と。

シ適切な指導体制を有していること。ただし、臨床研修協力施設と共同して臨床研

修を行う場合にあっては、臨床研修病院群における指導体制が適切なものであるこ

と。

(ア)r適切な指導体制を有していることJとは、後述する 6(4)を満たした指導医が、

原則として、内科、救急部門、外科、麻酔科(部門)、小児科、産婦人科及び精

神科の診療科(部門)並び、に当該研修フ。ログラム独自で必修科目としている診療

科(部門)に配置されており、個々の指導医が、勤務体制上指導時間を十分に確
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保できることをいうものであること。指導にあたっては、研修医5人に対して指

導医が 1人以上配置されていること。また、指導医は研修医に対する指導に関す

る責任者又は管理者の立場にあるものであり、指導医が研修医を直接指導するこ

とだけでなく、指導医の指導監督の下、上級医(研修医よりも臨床経験の長い医

師をいう。以下同じ)が研修医を直接指導すること(いわゆる「屋根瓦方式J) 

も想定していること。その他の研修分野についても、適切な指導力を有している

者が、研修医の指導に当たること。

(イ)休日・夜間の当直における指導体制については、電話等により指導医又は上級

医に相談できる体制が確保されるとともに、研修医 1人で対応できない症例が想

定される場合には、指導医又は上級医が直ちに対応できるような体制(オンコー

ル体制)が確保されていること。また、休日・夜間の当直を 1年次の研修医が行

う場合については、原則として指導医又は上級医とともに、 2人以上で行うこと。

(ウ)精神科の研修を行う臨床研修病院又は臨床研修協力施設においては、精神保健

福祉士、作業療法士その他診療要員を適当数配置していることが望ましいこと。

(エ)研修医手帳を作成し、研修医が当該手11援に研修内容を記入するよう指導するこ

と。また、研修医が担当した患者の病歴や手術の要約を作成するよう指導するこ

と。

ス 研修医の募集定員が、研修医の適正配置の観点から適切であること。

「研修医の募集定員が、研修医の適正配置の観点から適切であることj とは、研

修医の募集定員が以下の(ア)若しくは(イ)の数値を超えないか、又は後述の 22により

都道府県が調整した募集定員であること。

(ア)研修医の募集を行う年度を起点として当該病院の過去 3年間の研修医の受入実

績の最大値(後述の 23により加算された募集定員に係る研修医の受入実績を除

く。)。ただし、当該病院からの医師派遣等の実績を勘案し(ウ)、(エ)に規定する

方法により定める数を加算する。((ア)から求められる数値を IAJ とする。以

下同じ。)

(イ)当該病院が所在する都道府県内にある臨床研修病院及び大学病院の(7)により算

出された募集定員の合計(当該合計数値を IA' Jとする。以下同じ。)が、(オ)

に規定する当該都道府県の募集定員の基礎数(当該基礎数値を IBJとする。以

下同じ。)を超える場合は、以下の計算式により算出した値(小数点以下の端数
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を生じた場合は四捨五入した値)とする。ただし、病院が希望する募集定員(当

該希望数値を rCJとする。以下同じ)が、それを下回る場合はCの値とする。

B 
A X 

A' ただし、 Cが当該値を下回る場合はC

(ウ)(ア)において加算する数値については、研修医の募集を行う年度の前年度末の時

点において医師派遣等が行われている常勤の医師数が 20人以上の場合を 1と

し、 5人増える毎に 1を加え、 80人以上の場合を 13とする。

(エ)(ウ)にいう「医師派遣等Jとは、①~⑤のすべてを満たす場合とする。

①以下のア)からウ)までに揚げる場合のいずれかに当てはまること。

ア)病院が、当該病院に勤務する医師を、出向などにより、当該病院以外の受

入病院に勤務させる場合

イ)病院が、当該病院に勤務経験のある医師を、当該病院以外の受入病院との

主たる調整役として、当該病院以外の受入病院に勤務させる場合

ウ)病院が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の

整備等に関する法律(昭和 60年法律第 88号)に基づき、地域医療の確

保等のために医師を派遣する場合

②対象となる医師は、医師免許取得後7年以上 15年以下の臨床経験を有し、

受入病院で常勤として勤務すること。

③受入病院で勤務する期間が継続して 1年以上3年以下であること。

④各都道府県に設置されている地域医療対策協議会や関係する地方公共団体な

どの意向を踏まえた医師派遣等であること。

⑤開設者が同一の病院聞において行われている医師派遣等や、受入病院との相

互の交流として行われている医師派遣等ではないこと。

(オ)(イ)にいう「当該都道府県の募集定員の基礎数Jとは、以下の計算式により算出

した数値をいう。

D 十 E + F + G + H 

D:次のDlとD2のうちの多い方の数値の全国に対する割合で全国の研修

医総数の推計値を按分した数値

D 1 :全国の研修医総数の推計値 × 当該都道府県の人口

全国の総人口
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D 2 :全国の研修医総数の推計値 × 
当該都道府県内の大学医学部の入学定員の合計

全国の大学医学部の入学定員の合計

区 :100平方km当たりの医師数が全国の平均値よりも少ない都道府県に

ついてはDにO. 07を乗じた数値とし、 100平方km当たりの医師数

が30未満の都道府県についてはDにO. 1を乗じた数値

離島人口 X6

F:D X 当該都道府県の人口

G:人口に占める高齢者 (65歳以上)人口の割合が全国の平均値よりも多い

都道府県についてはDにO. 06を乗じた数値

H:人口 10万人当たりの医師数が全国の平均値よりも少ない都道府県につ

いてはDにO. 06を乗じた数値

(カ)全国の研修希望者の推計値に 1. 2を乗じた数値と(オ)により算出した数値の合

計との差を都道府県ごとの研修医の直近の受入実績値の割合で按分した数値を

「都道府県調整枠Jとし、(オ)に都道府県調整枠を加えた数値を「当該都道府県の

募集定員の上限Jとする。

(キ)(オ)で用いる数値については以下のとおりとする。

①研修医の数については、研修医の募集を行う年度 1学年分の研修医の数

②人口(高齢者 (65歳以上)の人口を含む。)については、直近の推計人口(総

務省)の値

③大学医学部の入学定員については、研修医の募集を行う年度の数値

④都道府県の面積については、直近の全国市町村要覧(総務省)における数値

⑤医師数については、直近の医師・歯科医師・薬剤師調査による数値

⑥離島人口は、離島振興法(昭和 27年法律第 72号)、小笠原諸島振興開発特

別措置法(昭和 44年法律第 79号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和2

9年法律第 189号)及び沖縄振興特別措置法(平成 14年法律第 14号)に

基づき指定されている離島の直近の人口の値

(ク)新たに基幹型臨床研修病院の指定を受ける場合にあっては、初めて研修医を募集

する年度の研修医の募集定員を 2人とすること。
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セ 受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること。

(ア)臨床研修を行うために適切な研修医の数は、プライマリ・ケアの基本的な診療

能力を修得するのに必要な症例を勘案したものとするが、原則として、病床数を

1 0で除した数又は年間の入院患者数を 100で除した数を超えないものである

こと。この場合において、研修医の数とは、当該病院において受け入れているす

べての研修医の数をいい、 1年次及び2年次の研修医の数を合計したものである

こと。受け入れる研修医の数は、臨床研修病院群を構成する臨床研修病院ごとに

適切な数である必要があること。

(イ)指導医 1人が指導を受け持つ研修医は 5人までとすること。

(ウ)原則として、研修プログラムごとに 2人以上の研修医を毎年継続して受け入れ

ることができる体制であること。

ソ 研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであること。

「研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであるこ

と」とは、原則として、公募による採用が行われることをいうものであること。

タ 研修医に対する適切な処遇を確保していること。ただし、臨床研修協力施設と共

同して臨床研修を行う場合にあっては、当該病院及び臨床研修協力施設のそれぞれ

において、研修医に対する適切な処遇が確保されていること。

チ 協力型臨床研修病院として研修医に対して臨床研修を行った実績があること。

「協力型臨床研修病院として研修医に対して臨床研修を行った実績があること」と

は、協力型臨床研修病院として、研修医に対して 2年間臨床研修を行ったことに相

当する実績があることをいうものであること。当該実績とは、研修医の受入が 2年

以上ないことにより、研修病院の指定を取り消された病院にあっては、指定を取り

消された後、協力型臨床研修病院として、研修医に対して 2年間臨床研修を行った

ことに相当する実績があることをいうものであること。

ツ 協力型臨床研修病院、臨床研修協力施設(病院又は診療所に限る)又は大学病院

と連携して臨床研修を行うこと。

大学病院などの地域の中核病院を中心とした臨床研修病院群の形成を促進し、地

域で連携して医師を育成する観点から、協力型臨床研修病院、臨床研修協力施設(病

院又は診療所に限る)又は大学病院と連携して、臨床研修を行うものであり、病期

や疾病領域等をはじめとした医療機能の観点から、頻度の高い疾病等について様々
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なバリエーションの経験及び能力形成が可能となるものであること。

テ 臨床研修病院群を構成する関係施設相互間で緊密な連携体制を確保していること。

(ア) r緊密な連携体制Jとは、医師の往来、医療機器の共同利用等、診療及び臨床

研修について機能的な連携が具体的に行われている状態をいうものであること。

(イ)地域医療のシステム化を図り、臨床研修病院群における緊密な連携を保つため、

臨床研修病院群を構成する臨床研修病院及び臨床研修協力施設(病院又は診療所

に限る)は、原則、同一の二次医療圏内又は同ーの都道府県内にあることを基本

とし、それらの地域を越える場合は、以下のような正当な理由があること。

①へき地・離島等を含めた医師不足地域における地域医療研修であること。

②生活圏を同じくする県境を越えた隣接する二次医療圏における協力型病院及

び研修協力施設との連携であること。

③その他、基幹型病院と地域医療の上で連携が強く、十分な指導体制のもとで

様々なバリエーションの経験及び能力形成が可能であり、一般的な診療にお

いて頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるような基本的な診療能力

を身に付けることのできる良質な研修が見込まれる場合であること。

(ウ)指定後においても、臨床研修病院群を構成する関係施設、特に協力型臨床研修病

院については、研修医の受入実績を十分に踏まえて臨床研修病院群の見直しを行

っていくよう努めること。

ト 協力型臨床研修病院として共同して臨床研修を行う病院が、 5(2)の協力型臨床研

修病院の指定の基準に適合していること。

ナ 第三者による評価を受け、その結果を公表するよう努めること。

ニ 医療法第 30条の 12に基づき地域医療の確保のための協議や施策の実施に参加

するよう都道府県から求めがあった場合には、これに協力するよう努めること。

(2)協力型臨床研修病院の指定の基準

厚生労働大臣は、協力型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者から指

定の申請があった場合において、当該病院が次に掲げる事項に適合していると認める

ときでなければ、協力型臨床研修病院の指定をしてはならないこと。

なお、アからケまでの各項目については、以下に特に定めるもののほか、 (1)の各項

目において示した内容に準じること。

ア 臨床研修省令第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修フ。ログラム
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を有していること。

イ 医療法施行規則第 19条第 1項第 1号に規定する員数の医師を有していること。

ウ 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。

エ 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。

オ 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。

カ 適切な指導体制を有していること。

当該施設における臨床研修の実施を管理する研修実施責任者を配置していること。

キ 受け入れる研修医の数が、臨床研修を行うために適切であること。

ク 研修医の募集及び採用の方法が臨床研修の実施のために適切なものであること。

ケ 研修医に対する適切な処遇を確保していること。

コ 基幹型臨床研修病院として共同して臨床研修を行う病院が、 (1)の基幹型臨床研修

病院の指定の基準に適合していること。

(3)厚生労働大臣は、臨床研修病院の指定の申請があった場合において、当該病院が次

に掲げる事項のいずれかに該当するときは 臨床研修病院の指定をしてはならないこ

と。

ア 後述する 14により臨床研修病院の指定を取り消され、その取消しの日から起算し

て2年を経過していないこと。

イ その開設者又は管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、臨床研修を行

うことが適当でないと認められること。

(4) (1)及び(2)の臨床研修病院の指定の基準については、臨床研修病院において年聞を

通じて常に遵守されていなければならないこと。

6 研修管理委員会等の要件

臨床研修を実施している問、指導医等の研修医の指導に当たる者は、適宜、研修医ご

との研修の進捗状況を把握・評価し、修了基準に不足している部分を補い、あらかじめ

定められた研修期間内に臨床研修を修了することができるよう配慮しなければならない

こと。

(1)研修管理委員会

ア 基幹型臨床研修病院の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければ

ならないこと。

(ア)当該病院の管理者又はこれに準ずる者
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(イ)当該病院の事務部門の責任者又はこれに準ずる者

(ウ)当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任者

(ヱ)臨床研修病院群を構成するすべての関係施設の研修実施責任者

イ 研修管理委員会の構成員には、当該臨床研修病院及び臨床研修協力施設以外に所

属する医師、有識者等を含むこと。

ウ 研修管理委員会は、研修フ。ログラムの作成、研修プログラム相互間の調整、研修

医の管理及び研修医の採用・中断・修了の際の評価等臨床研修の実施の統括管理を

行うこと。

エ 研修管理委員会は、必要に応じてプログラム責任者や指導医から研修医ごとの研

修進捗状況について情報提供を受ける等により、研修医ごとの研修進捗状況を把

握・評価し、修了基準に不足している部分についての研修が行えるようプログラム

責任者や指導医に指導・助言する等、有効な研修が行えるよう配慮しなければなら

ないこと。

(2)基幹型臨床研修病院の管理者

基幹型臨床研修病院の管理者(以下この項及び後述する 17から 19までにおいて「管

理者j としヴ。)は、責任をもって、受け入れた研修医についてあらかじめ定められ

た研修期間内に臨床研修が修了できるよう努めなければならないこと。

また、研修医に対して後述する 17( 1)エの臨床研修中断証を交付するような場合に

おいても、管理者は当該研修医に対し、適切な進路指導を行うものであること。

なお、管理者は、研修医が男女を問わずキャリアを継続させて、生涯にわたり自己

研鎖を続ける意欲と態度を有することができるよう、研修医が自らのキャリアパスを

主体的に考える機会が得られるよう努めるとともに、出産育児等の支援体制の強化に

向け、配偶者を含めた休暇取得等に対する研修病院内の理解の向上を図ること。

(3) プログラム責任者

ア プログラム責任者は、臨床研修を行う病院(臨床研修協力施設を除く。)の常勤

の医師で、あって、指導医及び研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力

を有しているものでなければならないこと。

(ア)プログラム責任者は、研修フ。ログラムごとに 1人配置されることが必要である

が、研修実施責任者及び指導医と兼務することは差し支えないこと。

(イ) r指導医及び研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有してい
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るものj とは、原則として 7年以上の臨床経験を有する者で、あって、プライマ

リ・ケアを中心とした指導を行うことのできる経験及び能力を有しているものを

いうものであること。この場合において、臨床経験には臨床研修を行った期間を

含めて差し支えないこと。

(ウ)プログラム責任者は、プライマリ・ケアの指導方法等に関する講習会を受講し

ていること。

(エ)プログラム責任者は、研修プログラムの実施を管理し、適切な指導体制の確保

に資するための講習会を受講していることが望ましいこと。

イ プログラム責任者は、次に掲げる事項等、研修プログラムの企画立案及び実施の

管理並びに研修医に対する助言、指導その他の援助を行うこと。

(ア)研修プログラムの原案を作成すること。

(イ)定期的に、さらに必要に応じて随時研修医ごとに臨床研修の目標の達成状況を

把握・評価し、研修プログラムにあらかじめ定められた研修期間の終了の時まで

に、修了基準に不足している部分についての研修が行えるよう指導医に情報提供

する等、すべての研修医が臨床研修の目標を達成できるよう、全研修期間を通じ

て研修医の指導を行うとともに、研修プログラムの調整を行うこと。

(ウ)研修医の臨床研修の休止に当たり、研修休止の理由の正当性を判定すること。

(エ)研修プログラムにあらかじめ定められた研修期間の終了の際に、研修管理委員

会に対して、研修医ごとに臨床研修の目標の達成状況を報告すること。

(4)指導医等

ア 指導医は、常勤の医師で、あって、研修医に対する指導を行うために必要な経験及

び能力を有しているものでなければならないこと。

(ア) r研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているもの」と

は、原則として、 7年以上の臨床経験を有する者で、あって、プライマリ・ケアを

中心とした指導を行うことのできる経験及び能力を有しているものをいうもので

あること。この場合において、臨床経験には臨床研修を行った期間を含めて差し

支えないこと。

(イ)指導医は、プライマリ・ケアの指導方法等に関する講習会を受講していること。

イ 指導医は、担当する分野における研修期間中、研修医ごとに臨床研修の目標の達

成状況を把握し、研修医に対する指導を行い、担当する分野における研修期間の終
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了後に、研修医の評価をフ。ログラム責任者に報告すること。

(ア)指導医は、研修医の評価に当たっては、当該研修医の指導を行い、又は研修医

と共に業務を行った医師、看護師その他の職員と十分情報を共有し、各職員によ

る評価を把握した上で、責任をもって評価を行わなければならないこと。

(イ)指導医は研修医と十分意思疎通を図り、実際の状況と評価に帯離が生じないよ

うに努めなければならないこと。

(ウ)研修医による指導医の評価についても、指導医の資質の向上に資すると考えら

れることから、実施することが望ましいこと。

ウ 臨床研修協力施設等における研修実施責任者や指導者についても、指導医と同様

の千~割をす旦うものであること。

7 臨床研修病院指定証の交付

厚生労働大臣は、臨床研修病院を指定した場合にあっては、当該指定を受けた病院に

対して臨床研修病院指定証を交付するものとする。

なお、臨床研修病院指定証の交付を受けた臨床研修病院の開設者は、当該指定が取り

消されたときは、臨床研修病院指定証を当該臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚生

局健康福祉部医事課あてに返還すること。

8 臨床研修病院の変更の届出

(1)基幹型臨床研修病院の変更の届出

ア 基幹型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する次に掲げる事項に変更が生じ

たときは、その日から起算して 1月以内に、臨床研修病院変更届出書(様式7) を

もって、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないこと。

(ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(イ)管理者の氏名

(ウ)名称

(エ)診療科名

(オ)プログラム責任者

(カ)指導医及びその担当分野

(キ)研修医の処遇に関する事項

(ク)臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該臨床研修協

力施設に係る次に掲げる事項
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① 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

② 管理者の氏名

③名称

④ 研修医の処遇に関する事項

⑤ 研修医の指導を行う者及びその担当分野

⑥ 臨床研修協力施設が医療機関で、ある場合にあっては診療科名

イ 臨床研修病院変更届出書は、当該基幹型臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚

生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

ウ 共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院から臨床研修病院変更届出書の送付

を受けた基幹型臨床研修病院の開設者は、速やかに当該臨床研修変更届出書を当該

基幹型臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付す

ること。

(2)協力型臨床研修病院の変更の届出

協力型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する次に掲げる事項に変更が生じた

ときは、その日から起算して 1月以内に、臨床研修病院変更届出書(様式 7) をもっ

て、その旨を共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して厚生労

働大臣に届け出なければならないこと。

ア 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

イ 管理者の氏名

ウ名称

エ診療科名

オプログラム責任者

カ 指導医及びその担当分野

キ研修医の処遇に関する事項

9 研修フ。ログラムの変更又は新設の届出

(1)研修フoログラムの変更

研修プログラムの変更とは、研修プログラムのうち、次に掲げる事項を変更するこ

とをいうものであること。

ア 臨床研修の目標

イ 臨床研修を行う分野
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ウ 臨床研修を行う分野ごとの研修期間

エ 臨床研修を行う分野ごとの臨床研修を行う病院

オ研修医の募集定員

(2)基幹型臨床研修病院の研修フ。ログラムの変更又は新設の届出

ア 基幹型臨床研修病院の開設者は、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修

プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとす

る年度の前年度の4月 30日までに、当該研修プログラムに関し、次に掲げる書類

を添えて研修フ。ログラム変更・新設届出書(様式8) を厚生労働大臣に提出しなけ

ればならないこと。

(ア)変更又は新設に係る研修ブ。ログラム(研修プログラムの変更の場合にあっては、

変更前及び変更後の研修フ。ログラム)

(イ)研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類(変更

部分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。)

(ウ)臨床研修病院群を構成する関係施設相互間の連携体制を記載した書類

イ 基幹型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する研修プログラム変更・新設届

出書及び添付書類と、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院に関する研修プ

ログラム変更・新設届出書とを、一括して当該基幹型臨床研修病院の所在地を管轄

する地方厚生局健蔵福祉部医事課あてに送付すること。

(3)協力型臨床研修病院の研修フ。ログラムの変更又は新設の届出

協力型臨床研修病院の開設者は、研修フoログラムを変更する場合又は新たに研修プ

ログラムを設ける場合には、当該研修フ。ログラムに基づく臨床研修を行おうとする年

度の前年度の4月30日までに、当該研修プログラムに関し、研修プログラム変更・

新設届出書(様式8) を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経

由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

(4)現に研修医を受け入れている臨床研修病院は、当該研修医が研修を修了し、又は中

断するまでの問、当該研修医が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしては

ならないこと。

(5) (4)にかかわらず、やむを得ない場合にあっては、研修フ。ログラムの変更を行うこと

も認められること。この場合において、臨床研修病院の開設者は、速やかに、 (2)から

(3)までの届出を行わなければならないこと。
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10 臨床研修病院の行う臨床研修

臨床研修病院は、臨床研修病院の指定申請の際に提出し、又は研修プログラムの変更

若しくは新設の届出を行った研修ブロログラム以外の研修ブoログラムに基づいて臨床研修

を行ってはならないこと。

11 研修医の募集の際の研修プログラム等の公表

臨床研修病院の管理者は、研修医の募集を行おうとするときは、あらかじめ、研修プ

ログラムとともに、次に掲げる事項を公表しなければならないこと。

(1)研修ブ。ログラムの名称及び概要

(2)研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法

(3)研修の開始時期

(4)研修医の処遇に関する事項

(5)臨床研修病院の指定について申請中である場合には、その旨

(6)研修フ。ログラムの変更又は新設の届出を行った場合(当該届出を行おうとしている

場合を含む。)には、その旨

12 臨床研修病院の年次報告

(1)基幹型臨床研修病院の年次報告

ア 基幹型臨床研修病院の開設者は、毎年4月30日までに、当該病院に関する年次

報告書(様式8)を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。また、臨床研修

協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研修協力施設概況表(様

式 9)を添付すること。

イ 基幹型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する年次報告書及び添付書類と、

共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院に関する年次報告書とを、一括して当

該基幹型臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付

すること。

(2)協力型臨床研修病院の年次報告

協力型臨床研修病院の開設者は、毎年4月 30日までに、当該病院に関する年次報

告書(様式8) を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して

厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

13 臨床研修病院に対する厚生労働大臣の報告の徴収及び指示

(1)厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し必要があると認めるときは、臨床研修病院
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の開設者又は管理者に対して報告を求めることができること。

(2)厚生労働大臣は、研修フ。ログラム、研修医の募集定員、指導体制、施設、設備、研

修匿の処遇その他の臨床研修の実施に関する事項について適当で、ないと認めるときは、

臨床研修病院の開設者又は管理者に対して必要な指示をすることができること。

(3)厚生労働大臣は、臨床研修病院群については、基幹型臨床研修病院の開設者又は管

理者に対し、協力型臨床研修病院に関する (1)の報告の聴取又は(2)の必要な指示をす

ることがで、きること。

14 臨床研修病院の指定の取消し

厚生労働大臣は、臨床研修病院が次のいずれかに該当するときは、法第 16条の 2

第2項の規定により臨床研修病院の指定を取り消すことができること。

ア 臨床研修病院の区分ごとに、前述 5(1)及び(2)のそれぞれの臨床研修病院の指定

の基準に適合しなくなったとき (5(1)オの基準にあたっては、 2年以上にわたり基

準に適合しなかったときに限る。)。

イ 前述の 5(3)イに該当するに至ったとき。

ウ 前述の 6及び8から 12までに違反したとき。

エ その開設者又は管理者が 前述の 13(2)の指示に従わないとき。

オ 2年以上研修医の受入がないとき。

カ 協力型臨床研修病院のみに指定されている病院が臨床研修病院群から外れたとき。

15 臨床研修病院の指定の取消しの申請

(1)基幹型臨床研修病院の指定の取消しの申請

ア 基幹型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとする

ときは、あらかじめ指定取消申請書(様式 10) を厚生労働大臣に提出しなければな

らないこと。

イ 基幹型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する指定取消申請書と、共同して

臨床研修を行う協力型臨床研修病院に関する指定取消申請書とを、一括して当該基

幹型臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付する

こと。

(2)協力型臨床研修病院の指定の取消しの申請

協力型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとすると

きは、あらかじめ指定取消申請書(様式 10) を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床
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研修病院の開設者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

(3)厚生労働大臣は、 (1)及び(2)の申請があった場合において、当該臨床研修病院の指

定を取り消すことが相当と認めるときは、その指定を取り消すことができること。

16 臨床研修の評価

(1)研修期間中の評価

研修期間中の評価は、形成的評価により行うことが重要であり、研修医ごとの研修

内容を改善することを主な目的とすること。

研修医及び指導医は、 「臨床研修の目標Jに記載された個々の項目について、研修

医が実際にどの程度履修したか随時記録を行うものであること。

研修の進捗状況の記録については、研修医手帳を利用するほか、インタ}ネットを

用いた評価システムなどの活用も考えられること。

指導医等は、定期的に、さらに必要に応じて随時研修医ごとに研修の進捗状況を把

握・評価し、研修医が修了基準に不足している部分を研修できるよう配慮すると共

に、評価結果を研修医にも知らせ、研修医及び指導スタップ間で評価を共有し、より

効果的な研修へとつなげるものであること。

(2)研修期間終了時の評価

研修期間終了時の評価は、総括的評価により行い、研修医ごとの臨床研修修了の判

断を行うことをその目的とすること。

研修医の研修期間の終了に際し、プログラム責任者は、研修管理委員会に対して研

修医ごとの臨床研修の目標の達成状況を報告し、その報告に基づき、研修管理委員会

は研修の修了認定の可否についての評価を行うこと。

評価は、研修実施期間の評価及び臨床研修の目標の達成度の評価(経験目標等の達

成度の評価及び臨床医としての適性の評価)に分けて行い、両者の基準が満たされた

時に修了と認めるものであるニと。

なお、最終的な認定に当たっては、相対評価ではなく、絶対評価を用いるものであ

ること。

17 臨床研修の中断及び再開

(1)臨床研修の中断

ア基本的な考え方

臨床研修の中断とは、現に臨床研修を受けている研修医について研修プログラム
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にあらかじめ定められた研修期間の途中で臨床研修を長期にわたり休止すること、

又は中止することをいうものであること。

イ 中断の基準

中断には、 「研修医が臨床研修を継続することが困難であると研修管理委員会が

評価、勧告した場合j と「研修医から管理者に申し出た場合Jの2とおりがあるこ

と。

管理者が臨床研修の中断を認めることができるのは、以下のような正当な理由が

ある場合であること。

研修フoログラムを提供している管理者及び研修管理委員会には、あらかじめ定め

られた研修期間内に研修医に臨床研修を修了させる責任があり、正当な理由がない

場合、例えば、臨床研修病院の研修医に対する不満又は研修医の臨床研修病院に対

する単なる不満のように、改善の余地がある場合については中断を認めるものでは

ないこと。

(ア) 研修医が臨床研修を継続することが困難であると研修管理委員会が評価、勧

告した場合

①当該臨床研修病院の廃院、指定の取消しその他の理由により、当該臨床研修

病院における研修ブoログラムの実施が不可能な場合

②研修医が臨床医としての適性を欠き、当該臨床研修病院の指導・教育によっ

ても、なお改善が不可能な場合

③妊娠、出産、育児、傷病等の理由により臨床研修を長期にわたり休止又は中

止する場合

④その他正当な理由がある場合

(イ)研修医から管理者に申し出た場合

①妊娠、出産、育児、傷病等の理由により臨床研修を長期にわたり休止又は中

止する場合

②研究、留学等の多様なキャリア形成のため、臨床研修を長期にわたり休止又

は中止する場合

③その他正当な理由がある場合

ウ 中断の手順

(ア)研修管理委員会は、研修医が臨床研修を継続することが困難であると認める場
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合には、当該研修医がそれまでに受けた臨床研修に係る当該研修匿の評価を行い、

管理者に対し、当該研修医の臨床研修を中断することを勧告することができるこ

と。

(イ)管理者は、(ア)の勧告又は研修医の申出を受けて、当該研修医の臨床研修を中

断することができること。

(ウ)臨床研修の中断の検討を行う際には、管理者及び研修管理委員会は当該研修医

及びプログラム責任者や他の研修指導関係者と十分話し合い、当該研修医の臨床

研修に関する正確な情報を十分に把握するものであること。また、臨床研修を存

関する場所(同一の病院で研修を再開予定か、病院を変更して研修を再開予定か。)

についても併せて検討すること。なお、必要に応じて、それらの経緯や状況等の

記録を残しておくこと。

中断という判断に至る場合には、当該研修医が納得する判断となるよう努めな

ければならないこと。また、必要に応じて事前に管轄する地方厚生局健康福祉部

医事課に相談すること。

エ 中断した場合

管理者は、研修医の臨床研修を中断した場合には、当該研修医の求めに応じて、

速やかに、当該研修医に対して、当該研修医に関する次に掲げる事項を記載した臨

床研修中断証(様式 11)を交付しなければならないこと。このとき、管理者は、研

修医の求めに応じて、臨床研修の再開のための支援を行うことを含め、適切な進路

指導を行わなければならないこと。さらに、管理者は、速やかに、臨床研修中断報

告書(様式 12)及び当該中断証の写しを管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あて

に送付すること。

(ア)氏名、医籍の登録番号及び生年月日

(イ)中断した臨床研修に係る研修ブ。ログラムの名称

(ウ)臨床研修を行った臨床研修病院(臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行っ

た場合にあっては、臨床研修病院及び臨床研修協力施設)の名称

(エ)臨床研修を開始し、及び中断した年月日

(オ)臨床研修を中断した理由

(カ)臨床研修を中断した時までの臨床研修の内容及び研修医の評価

(2)臨床研修の再開
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臨床研修を中断した者は、自己の希望する臨床研修病院に、臨床研修中断証を添え

て、臨床研修の再開を申し込むことができること。この場合において、臨床研修中断

証の提出を受けた臨床研修病院が臨床研修を行うときは、当該臨床研修中断証の内容

を考慮した臨床研修を行わなければならないこと。

なお、当該管理者は、研修再開の日から起算して 1月以内に、臨床研修の修了基準

を満たすための履修計画表(様式 13)を、管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あて

に送付すること。

18 臨床研修の修了

(1) 臨床研修の修了基準

ア研修実施期間の評価

管理者は、研修医が研修期間の聞に、以下に定める休止期間の上限を減じた日数

以上の研修を実施しなければ修了と認めてはならないこと。

(ア)休止の理由

研修休止の理由として認めるものは、傷病、妊娠、出産、育児その他正当な理

由(研修.フ。ログラムで定められた年次休暇を含む)であること。

(イ)必要履修期間等についての基準

研修期間を通じた休止期間の上限は 90日(研修機関(施設)において定める

休日は含めない。)とすること。

各研修分野に求められている必要履修期間を満たしていない場合は、休日・夜

間の当直又は選択科目の期間の利用等により、あらかじめ定められた研修期間内

に各研修分野の必要履修期間を満たすよう努めなければならないこと。

(ウ)休止期間の上限を超える場合の取扱い

研修期間終了時に当該研修医の研修休止期間が 90日を超える場合には、未修

了とするものであること。この場合、原則として引き続き同一の研修フ。ログラム

で研修を行い、 90日を超えた日数分以上の日数の研修を行うこと。

また、必修科目で必要履修期間を満たしていない場合や選択必修科目のうち 2

つ以上の診療科を研修していない場合で、あっても未修了として取扱い、原則とし

て引き続き同一の研修フ。ログラムで当該研修医の研修を行い、不足する期間以上

の期間の研修や必要な診療科における研修を行うこと。

(エ)プログラム責任者の役割
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プログラム責任者は、研修休止の理由の正当性を判定し、履修期間の把握を行

わなければならないこと。研修医が修了基準を満たさなくなる恐れがある場合に

は、事前に研修管理委員会に報告・相談するなどして対策を講じ、当該研修医が

あらかじめ定められた研修期間内に研修を修了できるように努めなければならな

し、こと。

イ 臨床研修の目標(臨床医としての適性を除く。)の達成度の評価

管理者は、研修医があらかじめ定められた研修期間を通じ、各目標について達成

したか否かの評価を行い、少なくともすべての必修項目について目標を達成しなけ

れば、修了と認めてはならないこと。

個々の目標については、研修医が医療の安全を確保し、かっ、患者に不安を与え

ずに行うことができる場合に当該項目を達成したと考えるものであること。

ウ 臨床医としての適性の評価

管理者は、研修医が以下に定める各項目に該当する場合は修了と認めてはならな

し、こと。

臨床医としての適性の評価は非常に困難であり、十分慎重に検討を行う必要があ

ること。なお、原則として、当該研修医が最初に臨床研修を行った臨床研修病院に

おいては、その程度が著しい場合を除き臨床医としての適性の判断を行うべきでは

なく、少なくとも複数の臨床研修病院における臨床研修を経た後に評価を行うこと

が望ましいこと。

(ア)安心、安全な医療の提供ができない場合

医療安全の確保が危ぶまれ、又は患者との意思疎通に欠け不安感を与える場合

等には、まず、指導医が中心となって、当該研修医が患者に被害を及ぼさないよ

う十分注意しながら、指導・教育するものであること。十分な指導にもかかわら

ず、改善がみられず、患者に被害を及ぼす恐れがある場合には、未修了や中断の

判断もやむを得ないこと。

一般常識を逸脱する、就業規則を遵守できない、チーム医療を乱す等の問題に

関しては、まず当該臨床研修病院において、十分指導・教育を行うこと。原則と

して、あらかじめ定められた研修期間を通じて指導・教育し、それでもなお医療

の適切な遂行に支障を来す場合には、未修了や中断の判断もやむを得ないこと。

また、重大な傷病によって適切な診療行為が行えず医療安全の確保が危ぶまれ、
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又は患者に不安感を与える等の場合にも、未修了や中断の判断もやむを得ないこ

と。なお、傷病又はそれに起因する障害等により当該臨床研修病院では研修不可

能であるが、それを補完・支援する環境が整っている他の臨床研修病院では研修

可能な場合には、管理者は、当該研修医が中断をして病院を移ることを可能とす

ること。

(イ)法令・規則が遵守できない者

医道審議会の処分対象となる者の場合には、法第7条の 2第 1項の規定に基づ

く再教育研修を行うことになること。再教育にも関わらず改善せず、患者に被害

を及ぼす恐れがある場合には、未修了、中断の判断もやむを得ないものとするこ

と。

(2) 臨床研修の修了認定

ア 研修管理委員会は、研修医の研修期間の終了に際し、臨床研修に関する当該研修

医の評価を行い、管理者に対し、当該研修医の評価を報告しなければならないこと。

この場合において、研修管理委員会は、臨床研修中断証を提出し臨床研修を再開し

た研修医については、当該臨床研修中断証に記載された当該研修医の評価を考慮す

るものとすること。

イ 管理者は、アの評価に基づき、研修医が臨床研修を修了したと認めるときは、速

やかに、当該研修医に対して、当該研修医に関する次に掲げる事項を記載した臨床

研修修了証(様式 14) を交付しなければならないこと。

(ア)氏名、医籍の登録番号及び生年月日

(イ)修了した臨床研修に係る研修フ。ログラムの名称

(ウ)臨床研修を開始し、及び修了Lた年月日

(エ)臨床研修を行った臨床研修病院(臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行っ

た場合にあっては、臨床研修病院及び臨床研修協力施設)の名称

ウ 管理者は、イに基づく臨床研修修了証の交付後 1月以内に、臨床研修修了証を交

付した研修医の氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了者一覧表(様式 15) を管

轄する地方厚生局健廉福祉部医事課に提出すること。

また、修了した研修医に医籍への登録の申請を行うよう励行すること。

(3) 臨床研修の未修了

ア 基本的な考え方
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臨床研修の未修了とは、研修医の研修期間の終了に際する評価において、研修医が

臨床研修の修了基準を満たしていない等の理由により、管理者が当該研修医の臨床研

修を修了したと認めないことをいうものであり、原則として、引き続き同一の研修プ

ログラムで研修を行うことを前提としたものであること。

未修了の検討を行う際には、管理者及び研修管理委員会は当該研修医及び研修指導

関係者と十分話し合い、当該研修医の研修に関する正確な情報を十分に把握するもの

であること。

これらを通じて、最終的に未修了としづ判断に至る場合で、あっても、当該研修医が

納得するよう努めなければならないこと。なお、このような場合においては、経緯や

状況等の記録を残しておく必要があること。また、必要に応じて事前に管轄する地方

厚生局健康福祉部医事課に相談をすること。

イ 未修了の手順

管理者は、 (2)アの評価に基づき、研修医が臨床研修を修了していないと認めるとき

は、速やかに、当該研修医に対して、理由を付して、その旨を文書(様式 16)で通知

しなければならないこと。

ウ 未修了とした場合

当該研修医は原則として引き続き同一の研修プログラムで研修を継続することとな

るが、その場合には、研修プロログラムの定員を超えてしまう事もあり得ることから、

指導医 1人当たりの研修医数や研修医 1人当たりの症例数等について、研修プログラ

ムに支障を来さないよう、十分に配慮しなければならないこと。

なお、未修了とした場合には、管理者は、研修を継続させる前に、当該研修医が

臨床研修の修了基準を満たすための履修計画表(様式 17)を管轄する地方厚生局健

康福祉部医事課あてに送付すること。

19 臨床研修病院の記録の保存

(1) 管理者は、帳簿を備え、臨床研修を受けた研修医に関する次の事項を記載し、当該

研修医が臨床研修を修了し、又は中断した日から 5年間保存しなければならないこと。

ア 氏名、医籍の登録番号及び生年月日

イ 修了し、又は中断した臨床研修に係る研修ブロログラムの名称

ウ 臨床研修を開始し、及び修了し、又は中断した年月日

エ 臨床研修を行った臨床研修病院(臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行った
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場合にあっては、臨床研修病院及び臨床研修協力施設)の名称

オ修了し、又は中断した臨床研修の内容及び研修医の評価

カ 臨床研修を中断した場合にあっては、臨床研修を中断した理由

(2) (1)に定める保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっ

ては認識することができない方法をしヴ。)による記録に係る記録媒体により行うこ

とができること。

20 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例

大学病院と共同して臨床研修を行うことにより、基幹型臨床研修病院又は協力型臨床

研修病院の指定を受けようとする者に対する前述の 5(1)又は(2)の臨床研修病院の指定

の基準の適用については、当該大学病院を基幹型臨床研修病院又は協力型臨床研修病院

の指定を受けようとする者とみなすこと。

21 国の開設する臨床研修病院の特例

国の開設する臨床研修病院の特例については、臨床研修省令の定めによること。

22 地域における研修医の募集定員の調整

(1) 地域における臨床研修病院群の形成を促進し、地域医療を安定的に確保するため、

都道府県は、管轄する地域における各病院の研修医の募集定員について、各病院の研

修医の受入実績、地域の実情等を勘案して必要な調整を行うことができること。ただ

し、以下のア及びイを満たさなければならないこと。

ア 調整した後の管轄地域の病院の募集定員の合計が、前述5の(1)ス(カ)によって算

出された都道府県の募集定員の上限の値を超えない範囲内の調整であること。

イ 募集定員の調整を受ける臨床研修病院及び大学病院の同意が得られていること。

(2) 地域における研修医の募集定員の調整を円滑に行うことができるよう、都道府県は、

前述5の(1)スにより算出された各病院の研修匿の募集定員について、管轄する地方

厚生局から情報提供を受けることができること。

(3)都道府県が研修医の募集定員の調整を行った場合は、管轄する地方厚生局から情報

提供を受けて 1か月以内に、その調整の結果を当該地方厚生局に提出すること。

(4)都道府県が募集定員の調整を行わない場合、各病院の研修医の募集定員は前述5の

(1)ス(ア)又は(イ)の数値を超えないものとすること。

23 研修医の募集定員に関する特例

前述5の(1)ア(カ)により研修プログラムを設けた場合は、前述5の(1)スにより算出し
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た募集定員に、当該研修フ。ログラムの定員分として4人を加算すること。

24 臨床研修に関する地域協議会

(1)地域における研修医の確保、臨床研修の質の向上を図るため、都道府県に、臨床研

修に関して関係者が協議する場(以下「地域協議会Jという。)を設けることが望ま

しし1こと。

(2)地域協議会は、都道府県による設置のほか、臨床研修病院、大学病院、特定非営利

活動法人 (NPO)等による設置が考えられること。

(3)地域協議会は、臨床研修病院、大学病院、医療関係団体、行政担当者等から構成さ

れ、以下の項目について協議、検討することが考えられること。

ア 地域における臨床研修の質の向上に関すること。

イ 地域における研修医の確保に関すること。

ウ 地域における研修医の募集定員の調整に関すること。

エ 地域における指導医の確保、養成に関すること。

オ 地域における臨床研修病院群の形成に関すること。

25 研修医の給与について

研修医に決まって支払われる手当(時間外手当、当直手当等を除く。)が、年額72 

0万円を超える場合は、病院に対して交付する臨床研修費等補助金を一定程度減額する

こと。詳細は、平成27年度の臨床研修費等補助金交付要綱において別に定めること。

26 施行期日等

(1) 臨床研修省令は、公布の日から施行すること。

(2) 臨床研修省令は、改正法附則第1条第 1号に掲げる規定の施行の際現に改正法第4

条の規定による改正前の法第 16条の 2第 1項の規定による指定を受けている病院が、

改正法附則第 1条第 1号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当

該規定の施行前に医師免許の申請を行った者で、あって当該規定の施行後に医師免許を

受けたものに対して臨床研修を行う場合には、適用されないこと。すなわち、次に掲

げる臨床研修を行う場合には、臨床研修省令は適用されないこと。

ア 平成 16年4月 1目前に開始される臨床研修

イ 平成 16年4月 1日以後に開始される臨床研修で、あって、同日前に法第 16条の

2第 1項の指定を受けている病院が、同日前に医師免許を受けている者及び同日前

に医師免許の申請を行った者で、あって同日以後に医師免許を受けたものに対して
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行うもの

(3) (2)ア及びイの臨床研修を行う場合における臨床研修病院の指定の申請手続、指定の

基準等については、 「臨床研修を行う病院の指定に係る申請手続についてJ (平成6

年 7月 15日付け健政発第551号)及び「臨床研修病院の指定基準等についてJ(平

成 5年3月 25日付け健政発第 197号)によるものであること。

(4)平成 16年4月 1日以後に開始される臨床研修で、あって、 (2)イ以外のものを行う場

合には、臨床研修省令が適用されること。この場合においては、臨床研修病院の指定

を受けようとする病院の開設者は、臨床研修省令の規定に従い、臨床研修病院の指定

の申請を行わなければならず、また、同日前に法第 16条の 2第 1項の指定を受けて

いる病院についても、臨床研修省令の規定に従い、臨床研修を行わなければならない

ものであること。

(5)平成 16年4月 1目前に法第 16条の 2第 1項の規定による指定を受けている病院

については、改正法附則第9条(指定病院に係る経過措置)の規定により、改正法に

よる改正後の法第 16条の 2第 1項の規定による指定を受けている病院とみなされる

ものであること。具体的には、同日前に、主病院の指定を受けている病院については

臨床研修省令に基づく基幹型臨床研修病院と、従病院の指定を受けている病院につい

ては臨床研修省令に基づく協力型臨床研修病院とみなされるものであること。また、

医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令

(平成21年4月 28日公布厚生労働省令第 105号)の施行前に単独型又は管理

型臨床研修病院として指定を受けている病院については、臨床研修省令に基づく基幹

型臨床研修病院とみなされるものであること。

第 3 当面の取扱い

1 趣旨

医師臨床研修制度の実施に伴い、医療機関において医師の確保が困難となる可能性な

ど、地域医療に与える影響を懸念する指摘があることから、当分の聞は臨床研修病院の

指定基準について以下の取扱いとするものであること。

2 基幹型臨床研修病院の指定の基準について

(1) 医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省

令(平成 21年4月 28日公布厚生労働省令第 105号)附則の規定により、基幹
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型臨床研修病院とみなされた単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院が、平成2

4年4月1日以降、前述第2の5(1)オの基幹型臨床研修病院の指定基準を満たさな

い場合にあっては、個別の訪問調査等により、適切な指導体制が確保され、かっ、研

修医が基本的な診療能力を修得することができると認められる場合に限り、基幹型臨

床研修病院として指定を継続するものであること。

(2) 新たに基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院が、前述第2の5(1)オの

基幹型臨床研修病院の指定基準を満たさない場合でも、入院患者の数が年間 2，70 

0人以上である場合には、個別の訪問調査等を行い、適切な指導体制が確保され、か

つ、研修医が基本的な診療能力を修得することができることなど、良質な研修につい

ての評価を含め、指定の可否を判断するものであること。このため、これに該当する

病院は、前述第2の4(1)アに定める期日の 10ヶ月以上前に別に定める訪問調査の

申込書を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に提出すること。

3 都道府県の募集定員の上限について

(1) 前述第2の5 (1) ス(カ)に基づいて算出した都道府県の募集定員の上限の値が研

修医の募集を行う年度の前年度の当該都道府県内の研修医の受入実績よりも少ない

場合には、前述第2の5 (1)ス(カ)にかかわらず、都道府県の募集定員の上限の値

を当該都道府県内の研修医の受入実績の数値とすること。ただし、この取扱いについ

ては、平成 27年3月31日までとすること。

(2) 前述第2の5 (1)ス(カ)に定める、 i 1. 2 Jの数値(全国の研修希望者の推計

値に乗じる数値)については、徐々に i1. 1 Jとすることを基本とするが、毎年の

実際の研修医の募集と採用の状況等を適切に勘案したうえで決定するものであるこ

と。なお、前述第2の5 (1)ス(オ)に定めるE、F、G及びH並びに(カ)に定める都

道府県調整枠については、徐々に i1. 1 Jとする中で、両者の関係を踏まえつつ決

定していくものであること。

(3) 前述第2の5( 1 )ス(オ)に定めるD2について、平成 22年度より設定されている、

大学の医学を履修する課程の入学定員の増員に伴う特定の地域医療への従事を条件と

する地域枠のうち、他の都道府県の大学で養成されることとなる地域枠の数の取扱い

については、改めて検討するものであること。

第4 留意事項

今後、地域医療~の貢献等を目的とした涯学部入学定員増等により、いわゆる地域枠の

36 

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/admininfo/



学生等が増加してくるため、基幹型臨床研修病院は、研修医の募集及び採用にあたっては、

その地域医療への従事要件等に十分配慮するよう努めること。

第5 検討規定

本通知の改正後 5年以内に、医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関して所要

の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研彦に関する省令の施行についてJの一部改正に係る新旧対照表

新

医政発第0612004号

平成15年 6月12日

(一部改正平成17年 2月 8日

平成17年 10月21日

平成18年 3月22日

平成19年 3月30臼

平成20年 3月26日

平成21年 5月11日

平成22年 4月 14日

平成23年 3月24日

平成24年 3月29臼

平成26 年3月31日)

各部副明ミ知事殿 | 各都自切取口事殿

!日
医政発第0612004号

平成15年 6月12日

(一部改正平成17年 2月 8日

平成17年 10月21日

平成18年 3月22日

平成19年 3月30日

平成20年 3月26日

平成21年 5月11日

平成22年 4月 14日

平成23年 3月24日

平成24年 3月29日)

厚生労柾施、医政局長 | 厚生労働省医政局長

医師法第16条の2第1項に規定する臨床刷協こ関する省令の施行について | 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について

(略) I (略)

第1(賂)第1 (略)

第2 臨床研@;省令の内容及び具体的な運用基準 |第2 臨床開彦省令の内容及び具体的な巡用基準

1 用語の定義 1 用語の定義

(1)・(2) (賂) W・(2) (略)

(3) r基幹型臨床研修病院J (3) r基幹型臨床房胸弱肉

臨床研働丙院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床朝彦を行う病院であって、当該臨床明言Eの全住白金管理二塁佳主| 臨床明彦病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床明言Eを行う病院て、あって、当該臨床開彦の管理室笠.2ものをいう

査主主iものをいうものであること。 I ものであること。

(4) ~ (15) (賂) (心.~ (15) (賂)

2~3 (賂) 2~3 (略)

4 臨床研働丙院の指定の申請 4 臨床淵劉丙院の指定の申箔

(1) (略) (1) (目副

ω協力型臨床研閣汚院の指定の申請 I (2)協力型臨床研修病院の指定の申請

Z 協力型臨冴<li]fj働市|淀の指定を受けようとする病院の開設者[士、臨床研修を開始しようとする年度¢前年度の 6月30日 まト 協力銀臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の6月30日まで

でに、当務病院に関する指定申請:;!;.(椋t'(1)を、基幹型臨床研働丙践として共同して臨床減修を行うこととなる病院の開設| に、当政府続に関する指定申詩書(様式1)を、基m型臨床研修病院として共同して臨床布階を行うこととなる病院の開設

者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。 I 者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

イ 基幹型臨床研修病院として協同して臨床研修を行うこととなる病院の関設者は協力型臨床研H靭丙院の指定を受けようとす

る病院に関する指定申請す書(綴式1)及び当該指定に係る臨床研傷丙院群を構成することとなる関係施設相互間の連携体制を

吉田宣した書類(様式6)を、当該基幹型臨床研修病!涜の所在地を管轄する地方厚生局他県福祉部!室事課あてに送付すること。

5 臨床澗彦病院の指定の基準 I 5 臨床研務刑廃の指定の基準

(1) 基幹愛臨床研修病院の街定の基準 (1) 基幹型臨床研修剃涜の指定の基準

ア 臨床研修省令Jfi2条に規定する臨床研修の基本患念lこのっとった研修プログラムを有していること。 ア 臨床研修省令第2条に規定する臨床開@;の必本産念lこのっとった研修プログラムを有していること。
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(7) (賂)

(イ)原則として、研修期間全体の8月以とは、基幹型臨床刷協商涜で明彦を行うもにであること。さらに地域医療との関係等lこ配

慮しつつ、金絡め研修期間の半分以上に相当する 1年以とを基家樫臨床淵靭丙院で行うことが望ましし、ことn

(ウ，)~仇) (略)

イ~エ(1lJjl-)

オ臨床研修を行うために必要な症例があること。

「臨床研~を行うために必要な症例があること」とは、「続床研修の到達自傑」を達成するために必要な症例措灘保されて

いることをいうものであること。入院息者の数については、年間3，000人以上であること。

当翻丙院における疫例としては、内科及び救急部門について、その疾鯨等に過度の偏りがないことが望ましいことのこのた

め、特定の分野の専門的医療を専ら行う病院が基幹型臨床研修病院となることは望ましくないこと。

各診療科での研修に必要な症例にっし、ては、当調丙院と協力裂臨床開閉丙院及び臨床研修協力施設の症例と合わせて必要な

症例があること。例えば、救急部門を研修する病院にあっては救急患者の取扱件数が年間5，000件以と、内科、外科、小

児科、産婦人科及び精神科については、年間別院患者数 100人(外科にあっては研修医1人あたり 50人以上)、産婦人科

を朋彦する病院の分娩数については年間350件又は明彦医 1人あたり 10件以上が望ましいこと。

カ~サ(降J

シ適切な指導体制を有していること。ただし、臨床研彦協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研修病院

群における指導体制が適切なものであること。

(η F適切な指導体制を有していること」とは後述する 6(心を満たした指導医が、原則として、内科、整急車田」外科、

麻酔科(部門)、小児科、曲活人科及ひ精神科の診療科部門)及び当該研修プログラム独自で必i瞬間としている診療科

一盟国Lに配置されており、個々の指導医が、勤務体制上指零時間を十分に確保できることをいうものであること。指導に

あたっては、研修医5人に対して指導医が1人以上配置されていること。また、指導医は:明彦医に対する指導に関する資活

者又は管理者の幸場こあるものであり、指導医治部修医を直族指導することだけでなく、指導医の指導監腎の下、上級医冊

修医よりも臨床経験の長い医師をいう。以下向じ)カ明躍を直樹関すること(いわゆる「屋綾瓦方向)も想定してい

ること。その他の研勝士野についても、適切な指導力を有している者が、研修医の指導に当たること。

(イヲ~(.エ) (略J

ス研修医の募集定員が、研修医の適正配置の観点から適切であること。

(絡)

(7) (路)

(の当該病院地主所在する都商守県内にある臨床研修病院及び大判丙院ののにより算出された募集定員の合計(当該合計数値を

f_aι」とする。以下同じ。)が、(オ)に規定する当該部制視の募集定員の基盤整(当該基盤整値を fBJとする。以下同

じ。)を超える場合は、以下の計算式により算出した値 (/J鋭点以下の端数を生じた場合は盟盆茎ムヰfiiDとする。ただし、

病院が希望する券羽詰主主(当該希望数値を fCI とするn 以下両じ)が、それを下回る場企はCの値とする。

B 

A X -一一一 ただし、 Cが当該値を下回る場合はC

A' 

(ウ)のにおいて加算する数値につし、ては、研修医の募集を行う年度の前年度末の時点において医師派遣等油汚?われている常勤

の医師数が20人以上の場合を1とし、 5人土台える毎に1を加え、 80人以との場合を13とする。

(エ)(賂)

(オ) (イ)にいう「当該都崩守県の券議詫員の基盤霊むとは、以下の計算式により算出した数値をいう。

D 十 E + F + G + H 

D:次のD1とD2のうちの多い方の数値の全国に対する割合て令困の研修医総数の推計値を按分した数値

D1 全思の研修医盤整2謹直筆 × 当該都萌守県の人口

全国の総人口

σ，) (略)

(イ)原則として、研修期間全体のB月以上民基幹裂臨床研殴謁院で明彦を行うものであること。

。)~仇) (附

イ~エ(略)

オ臨床研修を行うために必要な症例があること。

「臨床研階を行うために必要な症例があること」とは、「臨床研Itの到達目標」を達成するために必要な症例由主確保されて

いることをいうものであること。入院息者の数については、年間 3，000人以上であること。

主主」各診療科での研修に必要な症例については、当該病院と協力型臨床研樹丙院及び臨床布F修協力施設の症例と合わせ

て必要な症例があること。例えば、執念部門を明言Eする病院にあっては執念患者の取扱件数が年間5，000件以上、内科、

外科、小児科、朗話人科及。精神科については、年間烈院患者数100人外科にあっては明彦医1人あたり 50人以上)、

産婦人科を研修する病院の分娩数については年間350件又は明彦医1人あたり 10件以上が望ましいこと。

カ~サ(賂)

シ適切な指導体制を有していること。ただし、臨床開彦協力施設と共同して臨床研修を行う湯治にあっては、臨床研靭両院

群における指導体制が適切なものであること。

〈ア) 日産切な指導体制を有しているごと」とは、後述する 6(4)を満たした指導医が、原則として、内科、外科、小児科、産

婦人科及叫骨神科の診療科に配置されており、個々の指導医が、勤務体制上指導時間を十づ士に確保できることをいうもの

であること。指導にあたっては、開館5人に対して指導医が1人以上配置されていること。また、指導医は珊掘に対

する指導に関する資任者又は管理者の立場にあるものであり、指導医が研修医を直接指導することだけでなく、指導医の

指導陰暦の下、上級医(明彦医よりも臨床経験の長い医師をいう。以下同じ)浩明修医を直接指導すること(しわゆる「屋

根瓦方向)も想定していること。その他¢研働捕についても、適切な指導力を有している者が、研修医の指導に当たる

こと。

(イ)~(.功(略)

ス研修医の募耳詫員が、研修医の適正配鐙の観的も適切であること。

(略)

立L脚

立よ当調丙院が所在する都道府県内にある臨床明彦病院及び大物詩院益金望土f設楽定員の合計(当該合計数値を「三J

とする。以下院じ。)が、(オ)に規定する当該都道府県の募議提員のよJl!3(当族主墜値を fBJとする。以下同じ。)を

超える場合は、以下の計算式により算出した値 ω鋭点以下の端数を生じた場合伐担旦よ立主個とする。ただし、

病院が希望する募ヨ芯定員が、 Aを上回った場合、 Cを算出する際の当翻丙院の希望する募集定員をAの値とする。

A X 
B 

C 

(ウ)ケ)において加算する数値については、研修医の募集を行う年度の前年度末の時点において医師派遣等方苛子われている

常勤の医師数が20人以上の場合を 1とし、 5人増える毎に1を加え、ム三人以上の場合をユ4とする。

主L冊。

且2.cイ)にいう「当開1道府県の募集定員のよ勘とは、以下の計算式により算出した数値をいう。

D + E + F 

D:次のD1とD2のうちの多い方の数値

D1 全国の研修医2盤整 X 当該都道府県の人口

全国の総人口

2 
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D2 :全国の研修医総数の推計値 × D2:-$:1誕の研修医(12盆重量 x 

当該郡司tæf!Jf\内の大差医笠践の入吉~邑の合註 当E嫡 li草1fI県内の大き医笠郡の入笠定量の含1.1:

全国の大学医学部の入学定員の合計 全国の大学医学部の入学定員の合計

E: 100平方km当たりの医師数が全国の豆盟値よりも少ない宣望翠涯についてはDに旦ι♀ヱを乗じた数値とし、 E: 100平方km当たりの医師数が全国の中央値よりも少ない県についてはDに企ムムを乗じた数値とし、 100

100平方km当たりの医師数が30未満の墾道座塁についてはDIこ♀品よを乗じた数値 平方km当たりの医師数が30宋満の道県についてはDにO. 2を乗じた数値

F:D X 
離島人口 X6 自白話人口 X5

F:D X 
当該都剖視の人口 当捌1簡明の人口

G:人口に占める高齢者 (65歳以と)人口の割合が全国の平均値よりも多い盗翻現についてはDにO. 06を乗じ

た数値

H:人口 10万人当たりの医師数が全国の平均値よりも少ない都溜守県についてはDにO. 06を乗じた数値

(カ)全国の研修希望者の捻吉村直に1. 2を乗じた主主催と(オ)により差出した数値の合計との差を都道府県ごとの研修医の@:ili

の受入実績鑑の割合で船長した数値を「都商税調整枠!とし，___[オ)に益却す県調整枠を加えた整鑑を「当該都跡守尽の募集

定員の上限Jとするれ

(0¥-) (坊で用いる数値については以下のとおりとする。 立よ(かで用いる数値については以下のとおりとする。

①(略) ①(路)

②人口(高齢者 (65歳以上〕の人口を含む。)については、面庄の推計人口(総務省のの値 ②人口については、自庄の推計人口(総務省)の値

③~⑤(賂J ③~⑥(略)

(ク) (賂) 丘L (賂)

セ~タ (略J セ~タ (略)

チ協力型臨床開闘再院として研修医に対して臨床研修を行った実綴があること。 チ協力型臨床布惟病1院として研修医に対して臨床研~を行った実績があること。

「協力型臨床刷協丙院&して明彦医に対して臨床研修を行った実績があること」とは、協力型臨床研彦病院として、研修医に対 「協力型臨床研繍践として研修医に対して臨床研修を行った実績があることJとは、協力型儲床研修病院として、研修医

して2年間臨床朋彦を行ったことに相当する実績があることをいうものであること。当該実績とは、研修医の受入が2年以上 に対して2年間臨床研修を行ったことに相当する実績があることをいうものであること。

ないことによりミ研駒丙匿の指定を取り消された病墜にあっては、指定を取り消され:t;J&協力型臨床研働丙墜として3 研修

匿に対して2笠罰臨床研修を行ったことに相当する実綴があることをいうものであること♀

ツ協力型臨床研修病院、臨床研修協力施設備院又は診療所に限る)又は大物丙院と連枕して臨床研修を行うこと。 ツ 協力型臨床明彦病院、臨床研彦協力施設備院又ば診療所に限る)又は大学病院と連携して臨床開通Eを行うこと。

」遡墜Lk学病院などの地域の中関丙院を中心とした臨床開~病糊靴形成を促進し、地域で連携して医師を育成する観制ミ 医療機関が連携することにより、大物丙院などの地域の中関荷院を中心とした臨床明朗丙闘宇の形成を促進する規制弘

ら、協力型臨床研修病院、臨床事階協力施設備段又は診療所に限る)又は大物丙院と連携して、臨床研修を行うものであ 協力型臨床研修病院、臨床冊目E協力施設 L病院又は診療所に限る)又は大朝丙院と連携して、臨床開.~を行うものであるこ

りョ病iF1ゃ疾病鍾壇等をはじめとした医療機能の嵐長から三頻度のi高い00丙等について様々なバリエーションの経験及び能 と。

力形成が可能となるものであること。

テ 臨床研修病院群を構成する関係説E設相互間で緊密な連携体制を確保していること。 テ 臨床研彦病1;刻字を構成する関係施設相互間で緊密な連携体制を確保していること。

(7) (略) (7) (賂)

(イ)地域医療のシステム化を図り、臨床開鮪闘平における緊位、な連携を保つため、臨床研唱者病闘平を格成する臨床研~病院 (イ)地域医療のシステム化を図り、臨床開彦病問草における緊密なiili携を保つため、臨床研働丙院群を構成する臨床研修病

及。澱床研修協力施設備院又は診療所に限る)は、屋割ι同ーの二次医療圏内又は同一の都道府県内にあること宣基杢主 院及工臓床研~協力施設備院又は診療所に限る)は、同ーの二次医療圏内又は同一の都進府県内にあることが望ましい

し、それらの雄減を越える湯治は、以下のような正当な理由があること。 こと。

のへ室地・離島等を含めた医師不足地域における地域医療研修であること♀

②'E活圏を同じく玄る卯必を越えたpt筏寸る一次医療圏における協力型宿院及。切修協力施設との連携であること2

③その飽ミ基幹裂活墜と地域医療の上で漣携が強くミ十づ示な指主主体制のもとで様々なバリエーションの経験及び能力形

成が可能でありミ一般1的な診療において猟笠に囚わる負仮又は疾病に適切に対症できるような基本的な診療能力を身に

付けることので主る良笠な明朗2見込まれる場合であること2
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(ウ)指定後においても、臨床淵靭南関草を構成する関係施設特に協力型臨床刑繍i境につしては、研修医の受入諸~を十分

に踏まえて臨床研{劇育践群の見直しを行っていくよう努めることn

ト 協力型臨床研修病院として共同して臨床研修を行う病院が、互 (2)の協力裂臨応酬彦病院の指定の基準に適合しているこ| ト 協力型臨床開彦病院として共同して臨床研修を行う病院が、丘 (2)の協力型競床研彦病院の指定の基準に適合している

と。 I こと。

ナ___ifjrj塗L第三者による評価を受け、その結果を公表するよ三笠主歪こと。 I ナ丘去ι第三者による評価を受け、その結果を公表するよ主主旦重土こと。

ニ (略)ニ(略)

(2) ~ (4) (略) 1 (2) ~ (4) 加害J

6 研修管理委員会等の劃牛 I 6 研修管理委員会等の要件

(略) (附

(1) (略) (1) (略J

ω基幹型臨床研働丙院の管理者 (2)基幹型臨床開殴丙践の管理者

基幹型臨床珊多病院日の管理者似下この項及v'後述する 17から 19までにおいて「管理者」という。)は、実任をもって、 ! 基幹型続床研働丙院の管理者(以下この項及v'後述する 17から 19までにおいて「管理者」という。)は、責任をもって、受

受け入れた研修医についてあらかじめ定められた刷協調関内に臨床朝彦が修了できるよう努めなければならないこと。 I け入れた研既についてあらかじめ定められた刷協調関内に臨床河憎が修了できるよう努めなければならないこと。

主主研修医に対して後述する 17(1)エの臨床研修中昨証を交付するような場合においても、管理者は当該研修医に対し、| 主主、研修医に対して後述する 17(1)エの臨床研修中断誌を交付するような場合においても、管理者は当該研修医に対し、

適切な進路指導を行うものであること。 I 適切な進路指導を行うものであること。

なお、管理者1土、研修医が男女を関わずキャリアを継続させて、生涯にわたり自己研硲曹を続ける窯欲と捻度を有することが

できるよう、研修医が自らのキャリアパスを主体的に考える棋住由主手専られるよう努めるとともに、出産育児等の支援体制のE重百七

に向け、毘偶者を含めた榊霞臨写等に対する研働丙院内の理解4の向上を図ること内

(3) プログラム爽往者

ア(略J
(7)~( ゥ) (賂)

は)プログラム責任者l土、研修プログラムの実施を管理し、適切な指導体制の確保に資するための講習会を受講しているこ

とが望ましいことn

イ(略)

(必(略)

7~16 (略)

17 臨床研修の中断及び用司

(1)臨床明言Eの中断

ア基本的な考え方

臨床研修の中断とは、現に臨床研修を受けている研修医について研修プログラムにあらかじめ定められた研修期間の途中で

臨床汚階を長期にわたり休止すること、又は中止することをし、うものであること。

」出墜L

イ 中断の基準

中断には、明修医が臨床刷1彦を縦続することが困難であると研修管理委員会が評価、勧告した揚合Jと「研修医から管

(3)プログラム責任者

ア(略)

(7)~( ゥ) (賂J

イ(略)

(4) (略)

7~16 (路)

17 臨床研修の中断及む辛訪日

(1)臨床研彦の中断

ア基材ヲな考え方

臨床研修の中断とは、現に臨床研修を受けている研修医について研修プログラムにあらかじめ定められた開場規開の途中

で臨床研修を中止することをいうものであり、原則として病院を変更して研修を再開することを前提としたものであること。

研修プログラムを提供している管理者及。噺修管理委員会には、あらかじめ定められた研修期間内に研修医に臨床研彦を

修了させる斎任があり、安易に中断の扱いを行ってはならないことの

やむを得ず臨床開~の中断の検討を行う際には、管理者及明肝修管理委員会は当該研修医及。研修指港関係者と十分話し

合い、当該研修医の臨床刑~に関する1E確な情報を寸分に拒猿するものであることn さらに、初陪医が臨床研修を縦続でき

る方法がないカミ検討し、研修医に対し必要な安援を行うものであること。

これらを通じても、なお中断という判断に至る場合であっても、当該研修医が初呼号するよう努めなけれまならないこと内

なお、このような場合においては、経緯キ状況等の託録を残しておく必凄があるこじまた、必凄に応じて事前に管申書する

地方厚生局健保福主国1医事課に相談をすることの

イ 中断の基準

中断には、「明彦医が臨床研彦を矧続ナることが困難であると研修管理委員会が評価、勧告した場合」と晴修医から管理

4 
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理者に申し出た場合Jの2とおりがあること。 者に申し出た場合」の 2とおりがあること。

管理者が臨床初曜の中断を認、めることができるのは、以下のような疋当な理由がある場合であること。 管淫者が臨床研修の中断乞認、めるには、以下のようなやむを得ない場合に限るもので、あり、例えば、臨床研{劇丙院の研修

研修プログラムを提供している笠患者及て周l修管理委員会には、あらかじめ定められた研修期間内に研修医に臨床開!主を 医に対する不満又は研修|涯の臨床研修病院に対する単なる不満のように、改善の余地があるものは認める主企ではないこ

修了させる責任があり、正当な理由がない場合、例えば、臨床開閉丙院の研修医に対する不満又は研修医の臨床研修病院に と。

対する単なる不満のように、改善の余地がある湯治については皇監査と認めるものではないこと。

(7川階医か晦床研1さを五駁完することが困難であると研修管理室邑会が評価主勧告した場合

ill (略J 立L (目詩)

盛 (賂) 立L (略)

盛姐辰、出産、育児、傷病等の理由により臨床研修を長期にわたり休止又は中止する場恰 _w_官数長、出産、育児、傷病等の理由により臨床研修を長期にわたり休止し、そのため修了に必要な研修実施期間を満たす

ことができない羽合であって三臨床研修宕再開するときに、当該剛彦医の履修する研修プログラムの変更、廃止等によ

り伺Jillの研修プログラムに笛僅することが不可能であると見込まれる場合

盛 (路) 主主 (略)

(イ)研修医から管理者に申し出た場合

(政致辰、出産、育民、傷病等の理由により臨床研修を長期にわたり休止又は中止する湯治

@源究ョ留学等の多様なキャリア形成のためミ臨床開彦を長期にわたり休止又は宝止主る場合

③その他正当な理由がある場冶

ウ中断の手l収 ワ中断の手順

(7)研修管理委員会は、」直1墜L研修医が続床開疹を維綴了することが困難であると認、める場合には、当該研修医がそれまでに (7)研修管理委員会は、臨床医としての適性を欠く場合等研修医が践床研修を継続することが困難であると認める場合には、

受けた臨床開彦に係る当該研彦医のA判痴を行い、管理者に対し、当該開匂去の臨床研修を中断することを勧告することが 当該研修l哀がそれまでに受けた臨床開遅刻こ係る当該司階医の矧簡を行い、管理者に対し、当該奇階医の臨床研i$を中断す

できること。 ることを勧告することができること。

(イ) (賂) (イ) (略)

(ウ)臨床研修の虫断の議討を行う際には、管理者及。切修管理委員会は当該研修医及びプログラム寅i王者や他の研移指塗関係

者と十分話し合い3 当該研修!哀の臨床研修に関する正盗な情報を十分に把握土るものであること♀また当臨床刷@;を再開す

る場j盈(同ーの病陸で明言玲再開予定か、病匿を変更して研修を再調予定九)についても併せて按討すること。なお、必要

に応じて、それらの経緯や状況等の紀録を残しておくことの

中断という判断に至る場合には、当該研修医が世号する判断となるよう努めなければならないことn また、必要に応じて事

前に管麿する地方厚生定縫目指主出医事課に相談することの

エ中断した場合 エ中断した場合

管理者は、研修医の臨床研彦を中断した場合には、当該研修医の求めに応じて、速や制こ、当該研修医に対して、当該研修 管理者は、研修医の臨床研修を中断した場合には、当該研修医の求めに応じて、速やかに、当該研修医に対して、当該研

医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修中断証(様式 11) を交付しなければならないこと。このとき、管理者は、研 働哀に隠する次に掲げる事項を記載した臨床開彦中断証様式 11) を交付しなければならないこと。このとき、管理者は、

修医の求め口芯じて、斗型墜と臨床新i$の再開のための支援を行うことを含め、適切な進路指導を行わなければならないこと。 研修医の求めに応じて、他の臨床研修病院を紹介する等臨床研修の再開のための支援を行うことを含め、適切な進路指導を

さらに、管理者は、速やかに、臨床研i$中断報告書(様式 12)及び当該中断証の写しを管絡する地方厚生局健康福祉部医事 行わなければならないこと。さらに、管理者は、速やかに、臨床研修中断報告書(様式 12)及び当該中断誌の写しを管給す

課あてに送イすすること。 る地方厚生局健康福祉部医朝来あてに送付すること。

σ)~ω) (賂) σ)~(カ) (略)

(2) (略) (2) (賂)

18 臨時訪日彦の{I!f;( 18 臨床研修の修了

(1) (賂) (1) (賂)

(2)臨床研修の修了認定 (2)臨床開@;の修了認定

ア・イ (略) ア・イ (絡)

立 管理者は当イに基づく臨床研樹iD証の割寸iを1月以内に三臨床研劉i$了証を交付した研修医の氏名及ひざ主年月日を記越し

た臨床研儲@;了者一覧表(様式 15) を管堕する地方厚生局健康福干i邸医事課に提出すること。

またミ修了した研修医にE間トの聖子£伊申請を行うよう励行すること2

(3)臨床研修の未修了 (3)臨床研修の宋修了
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ア基材力な考え方

臨床開~の来修了とは、研修医の研修期間の終了に際する認可酒において、研修医が臨床研修め修了基準を満たしていなし、等の

理由により、管理者が当該明彦医の臨床研修を修了したと認めないことをいうもので・あり、原則として、引き続き同ーの研修プ

ログラムで明彦を行うことを前提としたものであること。

」魁盟一

(ì!jrJ~往来修了の櫛サを行う際には、管理者及t用修管理委員会は当該開擁及び研修指導関係者と十分話し合い、当該研修

医の研修に関する正確な情報を十分に把握するものであること。

これらを通じて、最終的に剰彦了という判断に至る場企であっても、当該研修医が術専するよう努めなければならないこと。

なお、このような場合におしては、樹年や侃兄等の副議を残しておく必要があること。また、必要に応じて事前に管腎する地方

厚生ffJ成羽編制部医事課に相談をすること。

イ宋{~了の手J頃

管理者は、 (2)アのJ羽簡に基づき、研修医が臨床研修を修了していないと認めるときは、速やかに、当該布日彦医に対して、理由

を付して、その旨を文香(格試 16)で通知しなければならないこと。

ウ未修了とした場合

当該研修医は原則として引き続き同ーの研修プログラムで明彦を継続することとなるが、その場拾にl士、研修プログラムの定員

を超えてしまう事もあり得ることから、指導医1人当たりの研修医数や研修医1人当たりの症例数等について、研修プログラムに

支障を来さないよう、十分に臨調、しなければならないこと。

なお、来修了とした場合には、管理者は、研修を継続させる前に、当該J明彦医が臨床研I~の修了基準を満たすための履修計画表

(様式 17)を管轄する地方厚生局健康福抱邸医事課あてに制すすること。

19~21 (路)

22 地践における研修涯の募楽定員江調整

(1)地域における臨床研働謁院群町形成主計応隼し、地減医療を安定的む確保オるため、都道府県は、管給する地域における各痢英の研

修医のお楽定員について、各病院の研修医の受久実績よ主蹴の実情等を濁策して必要f必曜を行うことがで寸きること。ただし、以下

のア及びイを満たさなければならないこと。

ア調整した後の管蹴械の病院の聯立国の合叶が、前述5の(1)ス(カ)によって算出された剖道府県の募楽定員の上総乃値」型盟

を超えなし溜圏内の誠盤であること。」也監し

イ( 附

(2)~(4) (略)

23・24 佃苔)

25 研修医叫吉与について

房穆涯に決まって支払われる手当(百部砂ト手当、当直手当等を除く。)が、年額720万円を超える場合は、病涜に対して交付する臨

床研摩費等補助金を一定程度減額すること。 J戦術久平成2ヱ年度の臨床研修費等補助金交付委綱において別に定めること。

26 (略)

第3 当面の取援い

1 趣旨

医師臨床研!蹄j度の訪告に伴い、医療機関において国市の確保が困難となる可制性など、地域医療に与える影響を抵令する指摘

があることから、当分の間は臨床研僻丙院の指定基準について以下の取扱いとするものであること。」出墜し

ア基本的な考え方

臨床研~の未修了とは、研修医の研修期間の終了に際する評価において、研修医が臨床開~の修了基準を満たしていなし、等

の理由により、管理者が当該研修医の臨床研修を修了したと認めないことをいうものであり、原則として、引き続き間ーの研

修プログラムで研修を行うことを前提としたものであること。

研修プログラムを提供している管理者及。噺修管理委員会には、あらかじめ定められた耐調関内に研修医に臨床研修を修

了させる資任があり、安易に来修了の扱いを行ってはならないことn

三主主盆主剰.~了の検討を行う聞こは、管理者及。噺修管理委員会は当該研修医及む切修指導関係者と十分話し合い、当該

研修医の研修に関する正確な情報を十分に抱鐙するものであること。

これらを通じて、最終的に制修了という判断に至る場合であっても、当該研修医が術専するよう努めなければならないこと。

なお、このような場拾においては、倒草や状況等の記録を残しておく必要があること。また、必要に応じて事前に管絡する地

方厚生局健康樹岬医朝呆に相談をすること。

イ宋修了の手頃

管理若は、 (2)アの制面に基づき、研修医が臨床研修を修了していないと認めるときは、速やかに、当該朋彦医に対して、理由

を付して、その旨を文書備試些)で通知しなければならないこと。

ウ未修了とした場合

当該寄f修医は原則として引き続き同ーの研修プログラムセ研修を縦続することとなるが、その場合には、研修プログラムの定

員を超えてしまう事もあり得ることから、指導医1人当たりの研修医数や明彦医1人当たりの症例数等について、研修プログラ

ムに支障を来さないよう、十づ士に配慮しなければならないこと。

なお、来修了とした場合には、管理者は、研修を組読売させる前に、当該研修医が臨床研.~の修了基準を満たすための履修計画

表備試~)を管倍する地方厚生局健康福祖師医事課あてに送付すること。

19サ 1 畑

22 地獄における研倒互の募楽定員に調整

(1) t{!1j戒における臨床研働丙院鮮の形成を俗隼オるため、者道府知立入管轄する地誠における各病院の研修医の募楽定員について、各

病院の研働亙の受入実績、地域の霜↑青等を観自足して必要な調整を行うことができること。ただし以下のア及びイを満たさなはれば

ならないこと。

ア司醸した後の管絡地域の痢涜の募集定員の合計カ湘礎府県の募楽定員の上限の値:(B)を超えなし、組週内の誠撃であること。会

だし、前述5の(!lス(のによって算出されえ臨床研働育院及び夫学病院の嘉議室自の合晋十 (C)古都道府県の現羽詰員の上限 (B)

制直を超えている場合は、当該募集定員の合菅十を超えなし、範囲内のZ腿重であることn

イ 明書J

(の ~(4) 伺

23・24 (絡)

25 研修医の給与について

研修医に決まって支払jつれる手当(日寺間外手当、当直手当等を除く。)が、年額720万円を超える場合成病涜に対して交付する

臨床研修費等撤担金を一定程度減額すること。詳細土、平成~年度の臨床研修費等補助金交付要綱においてJ.lIJに定めること。

26 (賂)

第3 当面の取扱い

1 趣旨

医師臨床研i彦制度の実胞に伴い、医療機関において医師の確保が困難となる可能性など、地域医療に与える影響を販合する指

摘があることから、当分の間は臨床研樹丙i涜の指定基準について以下の取扱いとするものであること。主主¥..-， 1&述の3及び4

については、平成26年3月31日までの取扱いとすることn

2 基幹型臨床開場丙院の指定の基準について I 2 基幹型臨床研彦病院の指定の基準について

♀L医師法第16条の2第1項に規定する臨床研{彦に関する省令の一部を改正する省令(平成21年4月28日公布厚生労働省| 医師法第16条の2第1項に規定する臨床朝彦に関する省令の一部を改正する省令(平成21年4月28日公布厚生労働省

令第105号)附買IJの規定により、基幹型臨床開窃丙院とみなされた鞠哩臨床捌彦病院又は管理型臨床開惨病院が、平成21 令第105号)附ll.IJの規定により、基幹型競床開彦病院とみなされた鞠虫型臨床研働丙院又は管理型臨床研働両院が、平成24
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4年4月1日以降、前述第2の5(1)オの基幹型臨床開場丙院の指定基準を満たさない場合にあっては、個別の訪問調査等に 年4月1日以降、前述第2の5(1)オの基幹型臨床開彦痢践の指定基準を満たさない場合にあっては、個別の訪問調査等により、

より、適切な指導体制措鴻保され、カシつ、研修医が基本的な診療能力を修得することができると認められる場合に限り、基幹 適切な指導体制治維保され、かつ、研修医が基本的な診療能力を修得することができると認、められる場合に限り、基鉾型臨床研

裂践床研働主院として指定を継続するものであること。 働丙院として指定を総統するものであること。

(幻新たに基幹型臨床研働丙監の指定を受けよ2とする病監がョ前述第2の5(1)オの基幹型臨床刷協丙院の指定基準を満たさない

湯治でも注入院愚者の数が空間2. 700人以上である場合にはミ鐙別の訪問週査等を行いミ適切な指導体制措鴇保され、かつ、

研修医が去&締官なi診療能力を修得することができることなど3 良質な萄刊彦についての評価を含め3 指定の可否を判断するもので

あること。このため、これに該当する病院は、前述第2の4(1)アに定める期日の 10ヶ月以上前に別に定める訪問調査の申込

苦手を管絡する地方厚生局縫康福祖国l医事課に提出すること。

」出盟ー 3 臨床研彦病院の勢楽定員について

臨床開努荷陸の募集定量については当官官迅謹2の5 (1)スにかかわらず誌前述第2のQ____(_1_}スと面庄の空虚の研修内定章

の実績〔前述第2の23により加筆された基盆定員に依る研修内定者の錯亙を墜く斗のいずれかを超えない数値(前述第2の5

illァ ω) により研修プログラムを設けた場合は当当該:jjJf{~プログラムの定包金として4人を加筆した整値3 とすること2 ただしョ

前述第2の22により盤崩棋が研倒衰の募集定昌を調整した場合には、墾翻棋が調整した募集定塁と主ることs

~都翻棋の募集定員の上限について 4 都制視の募者連良の上限について

斗よ 前述第2の5 (1)ス皇Lに基づいて算出した都由守県の募集定員の上限の値カ珊修医の募集を行う年度の前年度の当該都道 前述第2の5 (1)ス旦に基づいて算出した都道府県の募集定員の上限の値が当該都凱守県内の研修医の受入実続よりもよ

府県内の研修医の受入実績よりも少ない場合には、前述第2の5 (1)ス盟にかカわらず、都商視の募集定員の上限の値を 旦笠込よ少なし場合には、前述第2の5 (1)足並に村わらず、都溜棋の募集定員の上限の値を当該都湖楓内の朝彦医

当該都崩す県内の研修医の受入実綴企数値ー盟墜Lとすること。ただし、この取扱いについては、平成27年3月31日までと の受入実績にO. 9を乗じて得た数値(小数長以下の端数は切り上けヲとすること。

すること。

(2) 前述第2の5 (1)スω)に定める、 i1. 2Jの数値(全国の研修希望者の推由直に乗じる数飽については、徐々に i1.

1J とすることを基本とするが、毎年の実際の研修医の募集と採用の状況等を適切に勘案したうえで決定するものであること♀

なおミ前述第2の5 (1)ス(坊に定めるE、F，G及び日並びに伐)に定める朝道府県調整枠については当徐々に i1. 1 Jと

する中で、両者の関係を踏まえつつ決定していくものであること。

(3) 前述第2の5 (1) ス(オ)fこ定めるD2について三平成~度より設定されている、大学の医学を監修する課程の入学定員

の塑塁に{主2特定の地域医療への従事を条件とする地域枠のうち，JI也の認酎守県の大学で養成されることとなる地域枠の数の取

扱いについては、改めて検討するものであること。

第4 留意事項

合後三地域医療への貢献等を目的とした医学混入笠定邑塑等によりョいわ~る地域枠の学生等が盟加してくるため当基幹型臨床研

修宿陸はミ研修医の菱集及び採用にあたっては、その地域医療への従事要件等に十づ瀬古意するよ2努めること2

第5 検討規定 第..:l検言槻定

本通知の改Z後5年以内に、医師法第 16条の2第 1項に規定する臨床研itに関して所要の検討を加え、その結果に基づいて必要 厚生労働大包は、臨床研修省令の世子後5年以内に、臨床開参省令の規定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずるものと主2。 な措置を群ずるものとしたことの当該捨債を講ずる際には、前週第3の3及び4については廃止すること。

¥ 
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「医師法第 16条の2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正に係る新旧対照表

新 i日

格試1 様式1

臨 床 研 修 病 院 指 定 申請書 臨床研修病院指定申請書

(略) (略)

臨床研修病院指定申請書一 2-
臨床研修病院指定申請書 2-

(略)
(略)

足早

9. (略) (略) q (1Jlji;.) 

耳早

Imz.i 

10.診療科名 標lまう診療科(番号lこOをつけてくださしリ
10.診療科名 標ぼう診療科(番号にOをつけてください。)

--・ F 唱『圃.胃--司ー--ーー四司田---ー』ー--巴世田--巴-----見直・ーーー・也ーーーー--ー園田園ーーーーーーー ーーーーーーーーーー--一ーー-_-----ー』ーーーーーーーーーーーーーーー----ー---ーーーーーーーーーーーーー
(基幹型・協力型記入] 1.内科 2.呼吸器内科 3.循環器内科 4.消化器内科 5.気 (基幹型・協力型記入) 1.内科 2.心療内科 3.精神科 4神経科(神経内科) 5 

当該病院の医療法上の標ぼう診 管食道内科 6.神経内科 7.心療内科 8.性感染症内科 9. 当該病院の医療法上の標ぼう診 呼吸器科 6.消化器科(胃腸科) 7.循環器科 8.アレルギ

療科について該当する番号すべ 外科 10.呼吸器外科 11.心臓血管外科 12.消化器外科 関山こついて該当する番号すベ 一科 9. Yウマチ科 10.小児科

てにOをつけ、該当する標袴科 13.小児外科 14.気管食道外科 15. JlI門外科 16整形外科 てにOをつけ、標ぼう診療科以 11.外科 12.整形外科 13.形成外科 14.美容外科 15.脳

がない場合は i99ーその他」欄に 17 脳神経外科 18.形成外科 19.美容外科 20.精神科 外の診療科を有する場合は i99. 神経外科 16.呼吸器外科 17心臓血管外科 18.小児外科

記入すること。 21.アレルギー科 22.リウ 7 チ科 23. Ij，旦註 24.皐監査 その他」欄に記入すること。 19.皮膚泌尿器科(20.皮j替科 21.泌尿器科) 22.性病科

25.泌尿器科 26.産婦人科 27.産科 28.婦人科 29. i~ 科 23.こう門科 24.産婦人科(25.産科 26.婦人科)

30.耳鼻いんこう科 31ーリハピリテーション科 32.放射線科 27.眼科 28.耳鼻いんこう科 29.気管食道科 30.リハピ

33病理診断科 34.臨床検査科 35.救急科 99.その他((削除)次 リテーション科

に言己入してくださし¥) 31.放射線科 99.その他(漂ぼう診療科以外は、次に記入してください。)
---ーーーーーーー四ー岨-ー一ー曲目ーーーーーーーーーーーー・，-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー'ーーー岬

90L___一一一-------一一一私 __~_9D2_一ー一一 一一一一一盛ー ..9.QL一一一一一一一一一一ー到二__~_9.Q2一一一一一一一一一一定し
qm 定~ : Q04 案L qm jf'_j. '9且韮 定L

1 1 f略1 (略1 1 1 f略1 Imz.i 

12.医療法上の許可病床数(歯 1.寸主:一一一一床、 2.精神・一一一一床、 3.感染症: 床 12.医療法上の許可病床数(歯 1.寸宣: 床、 2.精神: 床、 3.感染症: 床

科の病床数を徐く。) (基幹 4.結核: 床、 5.療養: 床、(削除) 科の病床数を除く。) (基幹 4.結核: 床、 5.療養: 床、 9.その他: 床

型・協力型記入) 型・協力型記入)

1ヨ f臨!i-) f略〕 1" (111拝} 18格1

1 4.病床の種別ごとの平吟!在 1.一舟~: 日、 2.精神: 日、 3.感染症: 日 14.病床の種別ごとの平均生 1.一般- 日、 2.精神: 目、 3.感染症: 日

院回数 ω場探二位四捨五入〕 4.結核: 日、 5.援護. 目、(削除) 院日数 ω唆悌三位四捨五入〉 4.結核. 目、 5.療養: 日、 9.その他: 日

(基幹型・協力型言己入) (基幹型・協力型記入)

1 5~1 8. (賂) (絡) L5=~_8_.__j肱1 [略1

l 
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臨床研修病院指定申請書-3 臨床研修病院指定申請書-3一

(路) (略)

19""22. (略) (賂) 1 9~2 2 (略) (船

23.精神保健福祉士、作業療法士その他診療要 1・2 (路) 23.精神保健福祉士、作業療法士その他診療 1. 2 (略)

員の配置制兄 要員の配置状況
3.臨床心莞註鍛停者: 名(常勤: 名、非常勤: 名) 3.臨床心理技術土・ 名(常勤: 名、非常勤ー 名)

包滋符型・協力型記刃 信津信型・協力霊山WJ
9 (絡J 9 (路). 

務持剰の研修を行う臨応研働古院について尚己入してください。 将紳科の研修をす子う臨床制御詩史については記入してくださし五

24.協力整臨床研働繭涜としての研修実績 * 別紙5に言己入 24.協力型臨床研働丙院としての研修実績 受入相~医数 研修期間 基幹型臨床研働丙院名

(基幹型記入) (基幹型記入〕 )名× )月

)名× )月

)名× )月

)名× )月

合計月数 )月

臨床研修病院指定申請書-4- 臨床研修病院指定申請書-4-

(路) (略)

※ ※ 

25・26(略) (略) 25・26(略) (略)

27.臨床研修指導医(指導医)等の氏 (賂) 27. 臨床研修指導医(指導医)の氏 (略J

名等 名等

(基幹型記入) (基幹蜜記入J

すべての臨床研修指導医笠(協力型臨床研修 すべての臨床研修指導医(協力型臨床開彦病

病院に所属する臨床開彦指導医及。漉床開~ 続及び、臨床研修協力施設に所属する臨床研

協力施設に所属する臨床研~.の指導を行う者 盤重重匡を含む。)について氏名等を記入し

を含む。 Hこついて氏名等を記入してくださ てくださ川

し、。

28.29(略) (略) 28.29(略) (略)

(略) (略)
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別紙1 (略)

7.病院群の構成等

(略)

(削除)

基幹型病院

所

在

霊 次 名

道 医 称

府 産

県 圏

別表

研修プログ

協力型病院 臨床研修協力施設
ラム

重-一-I J.泊巴 重一一一 1旦占
在一 在一

新 迭加 迭加|名|新

規
匡 匡・ I(澗|何)

一道療削称規一道療削 称規

E宣璽除 R1 璽除
県 県

病院鮮を構除する臨床研修病院及び研修協力施設(病院又は診療所に限る)が同」の二次医療圏又は同ーの都道府県を越えている場合11.その理由を以下に記載伺

※(隠J

※ (削除)

別紙1 (略)

7.病院群の構成等 別表

(略)

基盟|騨組病院| 協力型病院 臨床研修協力施設 |研修プログラム

遁堕重

盟道|刷新|猷日 |名称|新|勘日 |名称|九(船 I (船
亙墨 規削除 規削除 規

※(略)

※ 「基幹劉丙院所在羽詰府県」械には、基幹型病院の所在する都翻幌名を記入すること。

※病問草を構成するすべての基幹魁丙除協力型丙院及び臨床研彦協力施設(今回の届出により削除しようとするものを含む。)の宜主車道|※病関持構成するすべての基幹盟筒院協力型病院及て躍床研修協力施設(今回の届出により削除しようとするものを含む。)の名称

府県二次醸圏、名称をそれぞれの「所御獅県J、己次臨図J、「名称」欄に記入(既に病醐設番号を鵬している研働協鎖措|をそれぞれの喝称J欄に寄己入し仕で、それぞれの施翻噺出こ臨鵬協加設となる場合刷新規櫛こ rOJH郎、また盛

時「名称j欄に制しU で、それぞれの搬が新たに臨床開職(協捕劃となる場合は「腕欄に rOJを記入いまた堕 IB翌随坦盤を瑚収は削除する場合にはそれぞれ¢搬が以前倒育問こ曲目されるか以前倒丙期恥削除されるかにより「訓・

床研樹丙涜 f協力施設)を追加又は削除する場合にはそれぞれ¢施設が以前の病涜群にi助目される泊以前の病開戦も削除されるかにより漣|削除1織に「追恥又は明院を記入すること。

加・削除リ欄に「追加又は「削除1封己入すること。

※(略) ※(略)
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別紙 2 1lIJm氏 2

1 3.診療科ごとの入院患者・外来患者の数 13.診療科ごとの入院患者・外来患者の数

(略) (略)

病院で定め その他の研 その他の研修を

た必修科目 修を行う診 行う診療科

内

婦科産人

精
の診渡WI- 療科 内 外 差 産 又は 精

区 分 児 神 恰
掃

又は 区 分 ノ!日い 神

科 科 高 人
_6. 

科 科 科

ロ
科 科 産 鶏 科

産
婦人科

計
人

科 科 言十

科

年間入院 害 者 実 数 年間入院患者実数

o内は救急件数又は分娩
" 

o内は救急件数又

件数 は分娩件数

年間新外来患者数 年間新外来警者数

1日平均外来患者数 / 1日平均外来患者数 J ( )内は年間外来今療日数
【! " " " ↓! " " " " ( )内は年間汐杉陪参

(】

療 日 数

平均 在院日数 平均在院日数 レ
常勤医師数

常勤亙師数

(うち臨床開餅欝尊医(指
(うち臨床研修指導

『】 " 【} " " " " " 
， ， 

導医)動
医(指導医)掛

※ 「年間入段患者実数Jとは申務年度の前々年度の繰越患者数に申3青年度の前年度中における新入続患者数を加えた数とすること。「智占酬来患者数iとl;t.申請
※ 「年間入院患者実数」とI之輔梓度の前々年度の繰越患者数に申!il年度の前年度中における新入院患者数を加えた数とすること。「智品新外来患者数jとi玄

年度の前年度中に来践した外来患者のうち、初診持を算定しT二患者数とすること。 r1日平均十来患者数Jとは管制来患者窓数÷年間外来診療日制こよる数。i激
申続年度の前年度中!こ来院しt~十来患者のうち、初診料を算定しt::!.草者数とすること。 r1 目平均外来章者数』とI忘年間外来患者延数÷年間外来診療B数による

第二伎を四捨五λJとすることロ「病院で定めた必修科目の診番号ヰ」横獲が足りない場合にl志続紙繍式自由)1::aC載し添付すること。「救急件数i及び扮娩件数j
数。i、数第二位を四捨五入)とすること。「その他の研修を行う診綴ヰ」欄が足りない場合には続紙(様式自由)ほE載し添付すること。「救急件数j及び「分娩

とは 11.の救急医療の実績の前年度の件数及び15.の正常分娩件数と異彬f娩件数の合計とすること。
件数jとI志 11 の救急医療の実緩の前年度の件数及び15.のE郁搬件数と異常分娩件数の合計とすること。

'* n開ヰJとl;t.呼吸器開よ消悦詳相、循璃柄科、将程内科等を含めた広義の内科のうち基本棚医科目の内科姐'YO)研修を行う診療科であり、「舛制」とは心
※ 「内科Jとは堅塁塁昼、消4防署科、循環器詩ヰ、持経開学専を含めた広義の内手ヰのうち基本朝関目の開よ拙予の研修を行う診新ヰであり、「外寺山とl;t.心臓

磁血勧将主叩島器舛科、目散槻等を含めた広義の舛ヰヰのうち基本研修科目の外科摺初研修を行う診粛ヰであること。
lfD:殴閥、呼鵬散問、脚槻等を含めtd主義の外科のうち基本研修科目の外制捜初期随行う診療科であること。

※基幹型車事床研修病院指定申鋳においてl主、肉科及び救急部門に係る患者の症例リストを添付すること。(綴式任霊お
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別紙3 別紙3

25.研修フ。ログラムの名称及。噺要 25.研修フoログラムの名称及U慨要

( 嗣(略)

1~Ll (A!E.) J (臨1 ， 1へ:C4____[)Jj拝L_ 1(1脇 1

明書) I I I ~ =-r+=l"1k+..，= ~ "...，. I (略)
5.臨床研修を行う分野 一一一一一一一一「一一一一一一一一 一一一一一一一一一一------.--一一一一_JI I 5.臨床研修を行う分野

血鉛 ; (隣1 1 僻'1 111 1 II!ω : f田Z1 1 f略1

f略 1 鵬1; 鵬11鵬 '1 III I IR溶.) (略1;f眠 :{略1

備考バ猷以僻目・・・ Oつの診療科の中からOつ以上を必明獣 備考:選択必腕斗自・・・ Oつの診療科の中からOつ 以 上 を 必 ず 選 択

基幹型臨床研鮪院での研{錦町・・最低O矧 締低8zpßJ~スム慢であるが、 基 幹 型 臨床研修病院での研修期間・・・最低0か月 ※最低8か月以上必要

蛾医療との関係、等lこ配慮しつつ、 1年以上行うことが望まし凡 臨床研修協力施設での研修期間・・・最大0か月※合計3か月以内であること。た

臨床研彦協力施設での明i郷関・・・最大0か月 ※合計3zpsJ以内であること。ただし、へき地・醐診療所等の だし、へき地・離島診療所等の研修期間が含まれる場合はこの限りでない。

開繍聞が含まれる場合はこの限りでなしも 2年間を通じての救急部門の研修とみなす休日・夜間の当直回数・・・約00回

2年間を通じての抗告、部門の研修とみなす休日・夜間の当直回数・・・約00回

※外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科については痢涜で定めた必修間前駅必修科目の械に必ず設け、記入すること。 ※外科、麻E料、小児科、画奇人科、精神科の欄は病院で定めた必修科目前蓬択必修科目の欄に必ず置け、記入するこ

と。

(略) ~身長4 I (略) ~民沃4
仰o. ) i (No. ) 

27.臨床研修指導医(指導医)等の氏名等 (賂) 27. 臨 床研修指導医(指導医)等の氏名等 (略)

指導医講習 一盟!監L 備考 指導臨著習 皇霊堂墾
担 プロ 担 プロ備考

臨床会等の受講資 円』一一一一 1 プログラム資任者 臨床会等の受講
当 盟E雪 組塗)グラ 2 副プログラム資任 当 資格重量;宝旦グラ 1 プログラム資イ壬者

陥 所属役職経験経験 格 者 陥所属 役職経験繍 : _ I I 2 副プログラム難者

分 ー ム番 3 鵬実施責任者 分 等 j旦ム番 3 研修実施資任者

野 年数有・ 0 等 号 4 臨床研修指導医 野 年数有:0 I I i 号 4 臨床研修指導医(指

無 :X (指導医) 鑑ー X I I : 導医〕

( 鵬(略)
※ 「担当分野j欄には、格試1別紙3の臨床研階を行う分野及明育理 (CPC)を記入すること。

※ (略)※(略)

※ (略)※( 略 )

※(略)※ ( 略J
※ プログラム資任者、副プログラム受任者、研修実施資任者及。灘床研彦指導医(指導J医)については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号 ※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実抱潤壬者及び臨床研彦指導医(指導医)については、「備考」欄にそれぞれに応じた

を記入し、併せてプログラム番号を記入すること(プログラム番号を尉尋していなし場合には研修プログラムの名称を記入すること。)。 番号を記入し、併せてプログラム番号を記入すること(プログラム番号を取得していない場合には明彦プログラムの名称を記入するこ

と。)。
*研修実施資任者・・-協力型臨床研惨病院又は臨床研I~協力施設において、当該鑑設における臨床研彦の実施を管理する者

*臨床明言指導医(指導医)・・・研修国こ対する指導討すう医師であり、 7年 (84月)以上の臨床経験阻脂導医菱商奇習会等の受講経 *研修実施資任者・・・協力型続床研彦病院又は臨床研.g:協力指主において、当該施設における臨床明言Eの戴証を管理オる者

験を有する者 *臨床開瞬時医(:指導医)・・・研修医に対する指導を行う医師であり、 7年以上の臨床経験児用導医養成符習会等の受講経験を有
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※(略)

24協の砲居首部修欄境，I::l;ての研修実績

室盤盤塁盟ι

主盟Q壁

基幹部盤底研修f諸境名

金一_!t

平成.00年度

基幹型臨床研修病涜名

金一一蛍

E盤E

臨床研(靭調境の名称:

査盗塁金監査 i三 |豆 I ~ 1.2 I 豆 l旦 IlQ I旦 Ilf I ユ 1 _g_ 1~1 金

慰霊芸 |亙 l亙 i旦|亙 I1i_ I旦|旦 I1i_ I旦 I亙 i亙|亙 I!士

4 5 6 7 B 9 10 11 12 1 2 3 合

玄笠監 旦 旦 月 月 月 月 月 月 旦 旦 月 月 !t 

する者

※(略)
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'*平成16年度以聞こ、協力型痢壌として研修墜を受入れた数等を年度別Iζ 研修医ごとに記入すること。(受入実緩のない年度については作成不寄

様式2 格試2

(副)プログ、ラム責任者履歴書 (副)プログラム責任者履歴書

(略) (路)

(略) (略J

主な緩歴・教育歴※ (略) 主な履歴・教育歴※ (略)

指導医講習会などの受講涯 指導医講習会などの受講歴

s 

※ ※ 

「プログラム資任者養成講

習会Jの受講歴※
s 

， 

主な臨床経験及。喫讃(臨 (絡) 主な臨床経験及ひ業績(磁 (略)

床における専門分野、手術 床における専門分野、手術

件数、検査件数、経験症例 併設、検査問攻、経験症例

数など)※ 数など)※

('fiJj盛一 (削除) (削除) 学位の有無 財季年月日 ;審査大学名:
坤悼』ーー-ーーー』ーーーーーーーーーーーーー

' ーーーーーーーー司ーーーーーーー『ーーーーー'ーーーーーーー四ー甲骨

:__(盟墜L :主論文の題名:

所属学会名 所属学会名

(略) (略)

様式3 (略) 様式3 (略)
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枝試4 格試4

臨床研修協力施設概況表-1- 臨床研修協力施設概況表-1-

(略) (略)

(賂) (略)

1~7 (略) 1~7 (略)

※ ※ 

8.診療f-f名 標ぼう診療科(番号にOをつけてください。) 8.診療科名 標ぼう診療科(番号にOをつけてください。)

(医療機関のみ) 1.内科 2.呼吸器内科 3.循環器内科 4.消化器内科 (医療機関のみ) 1.内科 2.心療内科 3.畳盟主主 4.神経科(神経内

当該病院の医療法上の標ぼう診 5.気管食道内科 6.神経内科 7.心療内科 8.性感染 当該病院の医療法上の標ぼう診 主2.. 5.呼吸器科 6.消化器科(胃腸科) 7.循環器科

療科について該当する番号すベ 症 内 科 9.外科 10.呼 吸 器 外 科 11.心臓血管外科 療科について該当する番号すベ 8.アレルギー科 9.リウマチ科 10.小児科 11.外科

てにOをつけ、該当する診療科 12.消i七器外科 13.小児外科 14.気管食道外科 15. てにOをつけ、標ぼう診療科以 12.整形外科 13.形成外科 14.美容外科 15.脳神

がない場合は r99.その他」欄に 紅門外科 16.整 形 外科 17.脳神経外科 18.形成外科 外の診療科を有する場合はr99. 韮主主主 16.呼吸器外科 17.心臓血管外科 18.止旦

記入すること。 19.美容外科 20.精神科 21.アレノレギー科 22.リウ その他」欄に記入すること。 金主上 19.皮膚泌尿器科 (20.皮 膚 科 21.泌尿器科)

マ チ 科 23.4、児科 24.皮膚科 25.泌尿器科 26.産 22.生盟主主 23.こう門科 24.産婦人科 (25.産科 26. 

婦人科 27，産科 28.婦人科 29.眼科 30.耳鼻いん 婦人科)27.娘科 28.耳皇いんこう科 29.気管食道科

こう科 31.リハビリテーション科 32.放射線科 33. 30.リハど、リテーション科

病理診断科 34.臨床検査科 35.救急、科 99.その他((削 31.放射線科 99.その他(標ぼう診療科以外は、次に記入してく

監L次に記入してください。) ださし、)

901 科 902 科 901 科 902 科

903 科 904 科 903 科 904 科

905 科 906 科 905 科 906 科

907 科 908 科 907 科 908 科

909 科 910 科 909 科 910 科
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臨床開彦協力施設概況表-2一 臨床研修協力施設概況表-2

(略) (略)

9 (略) (略) 9 (略) (路)

10.医療法上の許可病 1.一般: 床、 2.精神: 床、 3.感染症: 床 10. 医療法上の許可 1.一般: 床、 2.精神: 床、 3.感染症: 床

床数(歯科の病床 4.結核: 床、 5.療養: 床、(削除) 病床数(歯科の 4.結核: 床、 5.療養: 床、 9.その他: 床

数を除く。) 病床数を除く。)

(医療機関のみ) (医療機関のみ)

11.診療科ごとの入院 (略) 11.診療科ごとの入 (路)

患者・外来患者・研修 院患者・外来患者・

医の数 研修径の数

(医療機関のみ) (医療機関のみ)

12.病床の種別ごとの 1.一般: 日、 2.精神: 日、 3.感染症: 目、 12.病床の種別ごと 1.一般: 目、 2.精神: 目、 3.感染症: 目、

平均在院日数(崎悌 4.結核: 目、 5.療養: 目、(削除) の平均在院日数(小 4.結核: 目、 5.療養: 日、 9.その他:

二位四捨五入) 数第二位四捨五入)

(医療機関のみ) (医療機関のみ)

13~16 (略) (四各) 13~16 (略) (00鈴

17.精神保健許罫止士、 精神保健福祉士: 名(常勤: 名、非常勤: 名) 17.精神保倖福祉士、 精神保健福祉士: 名(常勤: 名、非常勤: 名)
四ーー#・ーー--目咽ーーーー』ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー』ーーーー--再----田由邑且ー“ーーーーーーーーーーーーーーーーーー --ーーー』ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー甲骨ー曲』ー--ー』且ーーーーーーーーーー一一一由自由』ーーー喧--ーーーーーーーーーーーーーー

作業療法士その他診 作業療法士: 名(常勤: 名、非常勤: 名) 作業療法士その他診 作業療法士: 名(常勤: 名、非常勤: 名)
ーーーー------一一一ー』ーー-----ー-ーーーーーーーーーーー---ーーーーー--ーー--一一司』一一』・・ーーー一一ー一ーーーーーーーー 一一『ー』ー--ー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一一一ー--一四-ーーーーーーーーー-_----ー一一一』ーーー』ーーー

療要員の配置状況 臨床心理制渚: 名(常勤: 名、非常勤: 名) 療要員の配置状況 臨床心理拡術士司 名(常勤: 名、非常勤: 名)
ー----_悼--・----世田ーーーーーーーーーーーーーーーー---司ー』ー』ー----ー--ー』皿ーー四ーーーーーーーーーーーーーーーーーー一 ーーーーーーーーーーーーーーー悼四百明田司戸田』一目-------ーーーーーー---------ー--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

精神科の研修を行う その他の精神科技術職員: 精神科の研修を行う その他の精神科揃悶哉員:

施設については記入
、、

施設については記入名(常勤: 名、非常勤: 名) 名(常勤: 名、非常勤: 名)

してください。 してください。

(略) (略)
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31)紙 1 別紙 1

11.診療科ごとの入院患者・外来患者の数 11.診療科ごとの入院患者・外来患者の数

(賂) (略)

病院で定めた必 その他の研 そ叫也の研修を行う診療科

修科目の診療科 修を行う診 又は

内 4、
附科産人

精 内 小

産人科婦

精
区 分 1Jr. 神

療科
区 分 児 神産 会姉科 科

又は
科 科 科

科
科

票

年間入院 壱 者 実 数 年間入院患者実数

0内出鋭急件数又は分娩件 " 。内は救急件数又は分

数
" 

娩件数
， ) ， ) {】

年間新外 来 患 者 数 年間新外来患者数

1日平均外来患者数 1日平均外来患者数

( )内は年間外来診療日数 ( )内は年間外来診療日
" " " " " 【 1 " " " " " " " " 

平均在院日数 平均苗完日数

常勤医 師数 常勤医師数

(うち臨床研修指導医(指導 (うち臨床研修指導医

医)耕 " " " " " " 【l

" " {】 " (指導医)動

※ 「智晶入院患者実数Jとはよ申請年度の前4年度の繰越患者劉こ申E青年度の前年度中における新入院患者数を加えた数とすること。「年間新外来患者数Jとi立、申請 ※ 「年間入院患者実数!とl土、申鏑年度の前々年度の繰越患者数に申務年度の前年度中における新入院患者数を加えた数とすること。「年間新外来患者数jとl忠

年度の前年度中に来践した外来患者のうち、校惨料を算定した翠者数とすること。 r1日平均外来章者数jとは智制来患者延数÷年間舛来診療日蹴こよる数。i激 申踊年度の前年度中に来院した外来患者のうち、初診料を算定した患者数とすること。 r1日平均外来患者数Jとは智占外来患者延数÷年間外来診療臼鮒こよる

第二伎を四捨五入Jとすること。明書で定めTコ必隣ヰ自の診療科」横墜が足りない場合には続紙(格式自由)l::ae践し添付すること。「救急件数j及び「分娩件数i 数(小数第二位を四捨五入)とすること。「そのH帥研修を行う診療科J欄が足りない場合にI;t.続紙(椋式自由)に記載し添付すること。「救急{科技J及び「分娩

とは 11.の救急医療の鄭賓の前年度の件数及び15 の正常命娩件数と異紡f録件数の合計とすること。 イ特&Jとは 11.の救急医療の実綴の前年度の件数及び15.の正常倣耕数と異常労捌轍の合計とすること。

※ 「師ヰ」とは堕盤整毘E昔、遡堕髭盟、鍾翠霊室畳、神経内科等を含めた広義の内手羽うち基本研鱗ヰ自の時払哩初研修を行う診療科であり、「外科」とは心 ※ 「時ヰ」と I;t.~盤霊型、 i担当盤、盗塁霊登、神組相等を含めた広義の内科のうち基本研続ヰ自の内科想初潮修を行う彦療科であり、「舛斜」とl忠心臓

臓血管外科、呼醐数千年ヰ、脚将揮を含めた広義の外ヰヰのうち基本研修耳ヰ自の外科分野の研修を行う診療科であること。
血管外科、呼鵬掛帯、脚槻等を含めた広務の外斜のうち基本倒防ヰ自の外帯姫知研修を行う診療科であること。

様式5 (略) 様式5 (略)
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様式6 様式6

臨床 研 修 病院群を構成する関係施設相互間の連携体制(削除) 臨床開彦病院群を構成する関係施設相互間の連携体制-1-

(略) (賂)

医師の往来の有無 1.有 O.無(いサじかにOをつけてください固有にOをつけた場合には 名称 一次医療図の名称

以下に具体的な内容を記入してください。) 基幹型臨床開劇詩克ゎ指定を受けようとする 79ヵーナ

医廟鋸齢共|帯l周 1.有 O.無(，'i"nii斗こOわ肘くださしも有にO制技場合には
1珂詳(fY主新t

協力裂臨床開.It.病院の指定を受けようとす アリーナ

以下に具体的t"fkj容を記入してくださ川)

る痢涜の名称及明丙院施設番号
合同臨床病理検討会の開催 1.査 O.無げれかにOわ附くださ川有にO臼技場合には

-~癌腕旗~番2r_;__ ーーーーーーーーーーーーーーし既に番号を取得している協力型臨床研修病 ーー晶ーーーーーーーーー四四ーー---ーーーーーーーーーーーー司--明白ー

以下に具体的な内容を記入してくださしも) ー_1陸自ーーーーーー守町---ーーーーーー

その他の診療及ひ滋抹研修lこついての連携

院については病院施設番号を記入してくだ
ー_l船ーーーーーーーーーーーーーーーー---曲目---

1.査 O.無(いずれ州こOをつけてくださし叫にOをつl技場合には
ーーーーーー--件目--ーーーーーーーーーーーーーー---由世田園ーーー

主主L ー_l魁ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以下』こ具体的な内容を記入してくださ川) rffi紛

医姉の往来の有無 L 有 O.無(い判功斗こOをつけてくださしも有にOをつけた場合には、以下に具

併旬な内容を記入してくださしい

(削除) 臨床研修病院群を構成する関係施設相互間の連携体制ー2-

(路)

様式7 (略) 様式7 (略)

年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書(削除)
様式8

年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書-1-
様式8

(略) (略)

1.基幹型臨床研修病院 2.協力型臨床研修病院(報告又は届出を行う臨府開鮪院の型の番号にOをつけてくださしい 1.基幹型臨床開@;.病院 2.協力型臨床研彦病院(報告又l掲出を行う臨柵(傷概の型の番号にOをつけてくださしい

-年次報告書、研修プログラム変更・新設届出番-1ーから-5ーまで及VJ3IJ紙1については、臨床朝彦プログラム検索サイトの画面を印刷 -年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書-1ーからー5ーまで及。切紙1については、臨床研修プログラム検索サイトの画面を印

したもの(不足する項目出藍勤嘩すること)等必要な項目がわかるものを伺コりに添付していただいても構いません。 刷したもの(不足する項目出監査方嘩すること)等必要な項目がわかるものを何つりに添付していたたうても構いません。

-項目番号1から 25までについてl丈年次報告において記入してください。 -項目番号1から 24までについては、年次報告において記入してください。

-珊脚ρログラム¢変更・新設の届出の場合怯項目番号26から35までについても記入してくださしも -明彦プログラム¢滋吏・菊殻の届出の場合は項目番号三豆から，nまでについても記入してくださしも

(略) (略)
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年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書 2一 年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書-2-

(路) (略)

※ ※ 

9・10 (船 (略) 9 . 10 (略) (略)

11.医療法上の許可病床数(歯科 1.一般: 床、 2精神: 床、 3感染症: 床 11.医薬守去上の許可病床数(歯科 1.一般: 氏 2.精神: 床、 3.感染症: 床

の病床数を除く。) 4.結核:一一一床、 5.療養:一一一床ミ(削除) の病床数を除く。) 4. 車鞍:一一一一床、 5.療養:一一一床~その他: 床

省議埋・協力型記入j @帯型・協力型詰巴入)

12 (賂) (略J 12 (船 (路)

13.病床の種別ごとの平均在院日 1.一般: 日、 2.精神: 日、 3.感染症: 日 13.病床の種別ごとの平均在段目 1.一般: 日、 2.精神: 日、 3.感染症: 日

数 ω皆様二位四捨五入) 4.結核: 目、 5.療養: 目、(削除) 数(小勢揮二位四捨五入) 4.結核: 日、 5.療養: 目、 9.その他: 日

(基幹型・協力型記入) 答率樫・協力型記入)

14~1 7 (略) (略J 14~1 7 (略) (略)

(略) 略)

年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書-4- 年次報告書、研修フ。ログラム変更・新設届出書-4一

(略) (略)

項目25までに叫、力主報告時己ioす官己入してくださ凡 ※ 項目 24については報告時に必ず記入してくださIr'o ※ 

24.精神保健福祉士、作業劇去士その 1. 2 (路) 24.精神保健樹止士、作業療法士その他診療要 1. 2 (絡)

他診療要員の配置制兄

(基幹型・協力型記入〕 3.臨床心理技術者: 名(常勤: 名、非常勤: 名)
員(J;，配置制兄

3.臨床心理技術士: 名(常勤: 名、非常勤:

(基幹型・協力型記入)精神科の研修を行う臨床研修病院につ
9 (賂) 名)

いては記入してください。 精神科の研修を行う臨床研闘丙院については記

25.第三者評価の受審状況 1.有 (評価実施機関洛: 日)) 
9 (略)

年 月 入してください。

告塁手型記入) o. 1!!Ii 

有を選択した場合には、評価実施機関名及ひ宮近の雲菱自を記入し

てくださしも

※ここからは研修プログラムごとに記入してください。研修プログ、ラムの変更又は芳設の場合は、上記内容と併せて以 ※ここからは明彦プログ、ラムごとに記入してくださしL研修フ。ログ、ラムの変更又は新設の場合は、上記内容と併せて

下の内容についても記入してくださし、 以下の内容についても記入してください。

26.~28. (略) (略)
25.~27. (略) (賂)

(略)
(略)

」ー
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年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書 5- 年次報告書、研修プログラム変更・新設届出書-5-

(路) (略)

主主ι 研修プログラム0連盈塁王持壊 (賂) 28.研修プログラムの概要 (賂)

(WM主記入〉 (五日常皇記入〉

3 O. (賂) (略) 29. (略) (路)

31.臨床研修指導医(指導医〕等の氏名等 (略) 3 O.臨床研修指導医(指導医)の氏名等 (路)

(基幹型記入) (基幹型記入)

すべての臨床研修指導医等(協力型臨床研働丙院 すべての臨床研修指導医(協力型臨床研彦病院

に所属する臨床研修指導医及び臨床研修協力施 及ひ溜床研修協力施設に所属する臨床研修指導

設に所属する臨床研修の指導を行う者を含む。) 亘を含む。)について氏名等を記入してくださ

について氏名等を記入してくださし瓦 し、。

32.~35.(略) (路)
「

3 1. ~34.(略) (賂)

(略) (略)

jj!J紙1
別紙1

(No. (No. 

6.研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数(平成 年度開催回数 回) 6.研修管理委員会(平成 年度開催回数 回)

(略) (略)
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7.病院群の構成等 別表

(略)

盟盟 l 研修プログ

基幹型病院 協力型病院 臨床研修協力施設
ラム

重
重 一一-I J.泊~ I I I ~ 一1巳山

主 在一 在一

畳 生、 名 新 盗加 盗加|名!新

道 称 規
亘 .1 _， 1 ， ~I '-"'-1 ~・ I ( 附 | 側

呈 道一療削称規一道療削 称規

府 療
亙圏除 Jff圏除

県 軍 県 県

病院:1を構成する臨床研修病院及び研諺協力艦設(病院又は診療所に限る)が同ーの二次医療圏又は同ーの都道府県を越えている場合は、その理由を以下に記載n

※(路)

※血盟

別表7.病院群の構成等

(略)

童
青
一

基幹型病院 協力型病院 臨床研修協力施設 研修プログラム

新

規
名称 名称 名称 (略) 1 (略)

※(賂)

※ 「基幹型痢克つ庁在都副守県」欄には、基幹型痢兇の所在する都道府県名を記入すること。

※病院群を構除するすべての基幹裂病院協力型痢涜及。瀦床刑.tt;.協力施設(今回の届出により削除しようとするものを含む。)の直室登道|※病問持構枕するすべての基幹魁向先協力型病院及て離床研修協力施設(今回の届出により削除しようとするものを含む。)の名称

府県、二次医療圏、名称をそれぞれの「所在都商守県j、「二次医療圏J、「名称J欄に記入(既に病問蹴番号を取得している研靭楠輸措|をそれぞれの「名称U欄に記入した上で、それぞれ刀施設が新たに臨床研醐カ施設となる場合は噺劃欄に rOJを記入し、また、箆

号を「名称j禰に記入Jした主で、それぞれの施設が新たに臨床刺繍院 f協力強設)となる場合は噺劃欄に rOJ割以し、また盛|血盟週盤を訓又哨rJ徐する場合にはそれぞれの臓が以前の病院群に湖目されるか以前の病糊草から削除される糾こより「蹴E・

床研働丙瑳(協力施釦をi助E又は削除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加されるか以前倒荷涜群から削除されるかにより「追|削除1欄に「世訪山又は明院を記入すること。

加・削除」欄に「湖町又は「高l院を記入すること。

※(賂) ※(略)
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別紙2
5j1j紙2

1 2.診療科ごとの入院患者・外来患者の数 1 2.診療科ごとの入院患者・外来患者の数

(路) (略)

病院で定めた その他の研修 その他の研修を行う診

必修科目の診 を行う診療科 療科

療科 内

婦科産人

又は 精 -@i 
内

震人
精

区 分 児 神
区 分 児 文は 神 ぷE〉3、

科 科 科 計
科 科 科 産

婦科人
計 科

産
婦科人

科

年間入院患者実数

年間入院患者実数 0内は救急j牛数又は
【】 【】{】

0内は救急併勢況はづっY鉛半数 分樹判汝

年間新外来患者数

年間新外来患者数

/ 1 日平均外来患

( )内は年間タ陳診療1日平均外来患者数
【} {】 【】 {】 {】 ， ) 【} ， ) {】

( )内は年間外来診療日数 【1 " 
【】 " " " " " " 

t】 " 日数

平均郁完日数 V 平均笥j完日数 k三
常勤圏敵

常勤医師数

(うち臨床開彦指導医(指導
" 

， ， (うち臨床研修指導医
" " 【】 " t市

{、
" " " ， ， ， ) {】 (】 {】 (】 【} ， ， {】 ， ) { 】

医)勢。
(指導医)動

※ 「年間入院壱者実勢むとは、当該年度の前々年度の縄滋患者数に当該年度の前年度中における新刀克智者数を加えた数
※ 「年間入院患者実数」とは、当該年度の前々年度の繰越患者数に当該年度の前年度中における新入院害者数を加え

とすること。「年間新外来患者数Jとは、当該年度の前年度中に期実した外来患者のうち、初翻斗を算定した愚者数とす た数とすること。時間新タト来密者数」とは、当該年度の前年度中に痢涜した外来患者のうち、初診料を算定した患者
ること。 f1日平均外来壱者数j とは、年間外来壱者延数÷年間外来診療日数による数 ω皆様二伎を四捨五入)とする

数とすること。 fUI平均外来患者劃とは、年間外来患者延数÷年間外来診療日数による数 ω場帯二位を四捨五入〕
こと。「病院で、定めた必俳!・自の診療科」欄瞳が足りない場合には、続紙(様式自由)に記載し添付すること。「救急併設J とすること。「その他の研修を行う診療科J欄が足りない場合には、続発氏(格試自由)に記載し添付すること。「救急、
及び「分樹半数Jとは、 10.の救急医療の実績の前年度の件数及び14.の正常分樹牛数と異常分蜘牛数の合計とする

件数j及び「分娩併設!とは、旦ι の救舎底療の実績の前年度の件数及。斗立ムーの正常分娩件数と異常分樹牛数の合
こと。 計とすること。

※ 「内科」とは、呼吸器内科、消悦喜内科、循環器内科、神経内科等を含めた広義の内科のうち基本研修科医の内紛哩
※ 「内科j とは、堕盤墨塾、消化喜雲寺ヰ、循援器科、神経内科等を含めた広義の内科のうち基本研修科目の内科分野の

の研修を行う診療科であり、「外科j とは、心臓血管外科、呼吸器外科、脳外科等を含めた広義の外科のうち基本研修科 研修を行う診療科であり、「外科」とは、心臓血管外科、呼吸器外科、 f卸将ヰ等を含めた広義の外科のうち基本研修科

自の外科分野の研修を行う診療科であること。 自の外事拍曹の研修を行う診療科であること。

※基幹型臨床相官病院においては、内科及。湾崎、部門に係る患者の症例リストを添付すること。(様式伝意)
2 

(略) (略)
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主主ムー 研修プログラムの名称及。瀬要 別紙3
28.研修フ。ログフムの名称及。瀬要

Bリキ長3

(略) (略)

ユ，，-，4 (格〕 (略〕 ~~4 (1略) (路)

5. 幡) (賂) 5. 略) (略)
世』時相明静--唱-----ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---曲ー-ーー-ーーー------両軍--骨ーー

鵬~) (略.) : (際)f舷): (略l___ : (1略)

(~) (8臣~) f略1 2 f略1 [路) (略1 : (1略1 「脇1

備 考 :選択必修科目・. .0つの診療科の中からOつ以上を必ず選択。 備考:選札必修科 目 ・ ・ ・ Oつの診療科の中からOつ以上を必ず選択。

基幹型臨床研(彦病院での研修期間・・・最低0か月 ※最低8か月以上必要 基 幹 型 臨床研修病院での研修期間・・・最低0か月 ※最低8か月以上必要

であるが、地域医療との関係等に配慮しつつ、 1年以上行うことが望ましい。 臨床研修協力施設での研修期間・・・最大0か月 ※合計 3か月以内であるこ

臨床研修協力施設での研修期間・・・最大0か月 ※合計3か月以内であること。 と。ただ し、へき地・離島診療所等の研修期聞が含まれる場合はこの限りで

ただし、へき地・離島診療所等の研修期聞が含まれる場合はこの限りでない。 ない。

2年間を通じての救急部門の研修とみなす休日・夜間の当直回数・・・約00回 2年間を通じての救急部門の研修とみなす休日・夜間の当直回数・・・約00回

※タ剛、麻原百件、小J酔ト、産婦人科、精神科については病院で定めた必修科目力活駅必修科目の欄に必ず設け、記入すること。 ※外科、麻酔科、明科、産婦人科、精神科盟旦病院て定めた必修科目前獣必修科目の欄に必ず設け、記入すること。

(略) (略)

的o. 汚IJ紙4 (No. ) 別紙4

立よ よー臨床研修指導医(指導 医 ) 等 の 氏 名 等 (略)
三♀ムー臨床朝彦指導医(指導医)等の氏名等 (略)

指導医講習 (削除)
指導医講習 E塞堂鍾担 ー・幽ーーーーー』ーー】・・ー』悼 プロ 備考

担 ーーーーーー---ー--同 プロ 備考
臨床 会等の受講 (帥鉛(側関

1 プログラム寅任者 臨床 会等の受講 番号 年月
当 資格 グラ 当 資格 グラ

1 プログ、ラム責任者

氏名 所属 役職 経 験 経験 2 副プログラム実任者
氏名 所属 役職 経験 経験 日 2 副プログラム責任者

分 等 ム番 3 研修実施責任者 分 等 ム番 3 研修実施寅任者
年数 有 :0 4 臨床研修指導医(指 年数 有 :0 4 臨床研修指導医(指野 号 導医) 野 号

無 :X 導医)
無 :X

， 
※ 「担当分野J欄には、様式B別紙3の臨床開彦を行う分野及。明理 (CPC)を記入すること。

※ (略)
※ (略)

※ (略J ※ (附
※ (略)

※(臨J
※ プログラム寅任者、直1Jプログラム責任者、研修実施責任者及む温床開彦指導医(指導医〕については、「備考」欄にそれぞれに応じた番号 ※ プログラム寅任者、副プログラム責任者、研修実施責任者及ひ腎抹研修指導医(指導医)については、「備考」欄にそれぞれに応じた
を記入し、併せてプログラム番号を言己入すること(プログラム番号を臨写してし、ない場合には研修プログラムの名称を記入すること。)。 番号を記入し、併せてプログラム番号を記入すること(プログ、ラム番号を取得していなし場合には研修プログラムの名称を記入するこ

と。)。
*研修実施資任者・・-協力型臨尿研修病涜又は臨床研@:協力施設において、当調面設における臨床研修の霜置を管理する者

*臨床明言E指導医(指導医)・・・研{閤医に対する指導を行う医師であり、 7年 (84月)以上の臨床経験及t賄導医養成講習会等の受講経 *研修実施資任者・・・協力型臨床開.~病院又は臨床事階協力施設において、当該施設における臨床研修の実胞を管理する者
験を有する者 *臨床研彦指導医ぽ時国・・・研修医に対する指導を行う医師であり、 7年以上の臨床経験及工瑞導医養成誘習会等の受謝密君主を有

する者
※ (附 ※ (略)

別紙5(賂) jjlj*氏5(略)
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年次報告書・臨床研修協力施設概況表-1一

. (略)

・項目番号1から 15までについてはよ年次報告において記入してくださし、

-研修プログラムの変更・芳設の届出の場合は、項目番号16から 18についても記入してくださしL

1~7 (船 1 1 (路)

8.救急医療の: (略) 1 賂)

提供の実績 j診療時間外の勤務体制| 略J

(医療機関の:指導を行う者の氏名等| ヰミ 臨床研修病院年次報告書の呈監乏に記入

み.) :救急医療を提供してい II (略J
;る診療科

9. (略) (路)

年次報告書・臨床研修協力施設概況表 2-

(略)

1O~12 (略)

13.明括のため: (船

の宿舎及び研修

医室の有無

(医療機関のみ)

14. (略) ; (略)

15.精神保健協止土、作業療法士その他診療

要員の配置状況

精神科の研修を行う施設については記入して

くださし、

(賂)

(略)

精神保健福祉士: 名(常勤:

作業療法士: 名(常勤:

臨床:，r.'l'塁伎術者. 名(常勤:

その他の精神ヂ社主了伺議員:

名、非常勤:

名、非常勤;

名、非常勤:

名(常勤: 名、非常勤. 名)

椅拭9

名)

名)

名)

年次報告書・臨床研修協力施設概況表-1

-備)
・項目番号1から 17までについては、年次報告において記入してください。

・研修プログラムの変更・菊設の届出の場合I丈項目番号18から 19についても記入してくださし、

1~7 (路) 1 ~備)
8.救急医療の: (略) 1 略J

提供の実績 (診療時間外の勤務榊~ I I (略J
(医療機関の「一一一一一一ーー1---4

:指導を行う者の氏名等 1* 臨床研修病院年次報告書の別紙3に記入
み) ト一一一一一一一ート 十

l救急医療を提供して 1 1 (略)

'いる診療科

9. (賂) (略)

年次報告書・臨床研修協力施設概況表-2-

(略)

1O~12 (略)

13.研修医のため: (略)

の宿舎及び研修;

医室の有無 : 

(基幹型・協力型記入l:

14. (賂) : (略)

16.精神保健福祉士、作業療法土そ¢他診療

要買の配置状況

精神科の研修を行う施設については記入して

くださしL

(賂)

(略)

精神保健福祉士: 名(常勤ー

作業療法士: 名(常勤-

臨床心理技術士: 名(常勤-

その他の精神科在術職員:

名(常勤-

名、非常勤:

名、非常勤:

名、非常勤:

名、非常勤:

格試9

名)

名)

名)

名)
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年次報告書・臨床研修協力施設概況表-3 年次報告書・臨床研修協力施設概況表-3一

(略) (略)

項目 16については報告開口必す混入してくださ川 ※ 項目 17に引r、て広報告聞こ必寸混入してください。 ※ 

16.研修プログラムの名称 (路) 17.研修プログラムの名称 (略)

プログラム番号は、既にプログラム番号を取得され プログラム番号は、既にプログラム番号を臨等さ

ている場合に記入してください。 れている場合に記入してください。

研修プログラムの変更又は新設の場合は、上記内容 研修プログラムの変更又は新設の場合l土、上記内容と併せ

と併せて以下の内容についても記入してください。 て以下の内容についても記入してくださ"

17.研修医の指導を行う者の氏名等 * 基幹型臨床研働丙院の年次報告書の別紙4に記入 18.研修涯の指導を行う者の氏名等 * 臨床研働雨発信欠報告書の別紙4に記入

臨床研It協力施設に所属する研修医の指導を行う者 臨床開彦協力施設に所属する研修医の指導を行う

の氏名等l士、基幹型臨床研修病院¢年次報告書の別 者の氏名等は、基幹型臨床研It病院の年次報告書

紙4に記入してください。 のB改正Hに記入してください。

18. (略) (略) 19. (略) (路)

(略) (略)
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別紙 1 別紙 1

9.診療科ごとの入院患者・外来患者の数 9.診療科ごとの入院患者・外来患者の数

(略) (略)

病院で定めた必修 その他の研修 その他の研修を行う診療

科目の診療科 を千子う診場枠十
内

科

内

震科人
精 産 精

区 分 児 又は 神 区 分 児 世人科清 又は 神

科 科 科 科 科 科

産科 婦人科 科産 婦科人

年間入院患者実数 年間入院患者実数
( ) 

0内院院舎、併変又は分娩件数0内は救急得数又は分娩件数 ， ， ， ， ， ， 

、年間新外来患者数 年間新外来患者数

113平均外来患者数 1日平均列協患者数

( )内は年品ザト来診療日数 ( )内は年期外来診療日数

平均在続日数 平均窃院回数

常勤医師数 常勤医師数

(うち臨床研修指導医(指導医) (うち践床研疹指導l医位盲導

数) 【 } (】 ( ) ( ) 【} 【j () 【) () 図書幻 ， ， ， ， ， ， ， ， !】 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 

※ 「年間λ院患者突数jと1<1:..当該年度の前有年度の繰越患者数に当該年度の前年度中における新入院患者数を加えた数とすること。「圭締官制来患者数jとl本当該 ※ 「ま待払院患者実数jとI広当骸年度の前々年度の綴也患者数に当E主主主度の前年度中における新入院患者数を加えた数とすること。「寺詣背桝来患者動と1<1:..

|輔の問中I棚 凶 偶 者 の一概ーすること r1回一一一時一…。i激
当館年度の前年度中に楽院した外来患者のうち、初診料を算定した患者数とすること。 r1日平均外来患者動とは管制来患者涯数÷管制来診療回数による

第二位を盟捨五おとすること。「病壌で定めb創軍司ヰ自の診語研ヰJ繍等が足りない場合に1<1:..続紙徽式自由)1::i2載し添付すること。「救急件動及び「分娩件数j
数 (IJ¥曇筋二位を四拾五入Jとすること。「その他の研修を行う診療科」欄が足りない場合に1<1:..続紙(格式自由1)1::i2載し添付すること。「救急件数i及び「分娩

とは 8.の救急医療の謁賓の前年度の件数及び11.の正筋ま娩件数と呉粥:鴻件数の合計とすること。 件数jとは 8.の救急医療の薬草書の前年度の件数及び11.の正部地件数と異街地件数の合計とすること。

※ 「柑ヰJとは豆盤霊盟主主、 i白壁鐙盟、盆翠盤整、持経博特を含めt::Jt.義の将初うち基本鵬糊の内科分野の研修を行う診新ヰであり、「桝4JとI忠心 ※ 「附ヰ」と1;1λ塁塁塁塁、準盟盟、賃璽重型、持経内科等を含めt::J主義の肉科のうち基本側関自の内科分野の研修を行う診癒科であり、「外相」とは心臓

臓血働問、呼吸器外科、脚1降持事を含めた広惑の外科のうち基本制修科目の舛ヰヰ分野の研修を行う診療科であること。 血管舛帯、呼I!!l;器外科、 I砂押占等を含めt::l.主義の舛載のうち基本研修科巨の外科分野の研修を行う診療科であること。

|様式10. 11 (船
様式10. 11 (略)
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検告た12 格試12

臨 床 研 修 中 断 報 告 書 臨 床 研 修 中 断 報 告 書

f回 q 昭和
a性jJlJ. り .. な

平成
年 月

e り .. 
生 年 月 日

昭和
明彦医の氏名 生 年 月 日 研修医の氏名 平成年月日

男女 男女

医籍登録番号 第 号 登録舟三月日 平成 年 月 日 医籍登録番号 第 号 登録斉三月日 明戎年月日

出身大学 卒 業 年 出身大学 卒業年

中断を認めた理由. 中断までの経緯:

※中断を認めた理由について通知本文の以下の規定のうち該当する()肉の番号をOで閤むこと

通知本文第Zの 17(1)イ (1)(①・②・③・④〕
(イ)(①・②・③〕

中断までの経緯:

中断後の進路頃込のときは、「思.6Jと記入すること): 中断後の進路頃込のときは、「応おと記入すること): 

今回中断したプログラム以前に中断した研修プログラムの名称(あ

れ悶
今回中断したプログラム以前に中断した研修プログラムの名称(あれ間

(略) (略J
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務与¥;13 様式13

臨床研修の再開(の受け入れ)に係る履修計画表 臨床開彦の再開の受け入れに係る履修計画表

ふりがな '性別 昭和 ふりがな 性JjiJ 昭手口

研修医の氏名 生年月日 年 月 日 研修医の氏名
男女

生年月日 年 月 日

男女
平成 平成. 

医籍登録番号 第 でロT 登録年月日 平成 年 月 日 医籍登録番号 第 号 登録年月日 平成 年 月 日

中断した臨床研修を行った病 」査盈L 冊在都溜守県) 中断した臨抹明言Eに係る研 : 中断した臨床研@;を行った病院が所

院の名称及ひ市在する都商守 修プログラムの名称 在する都甜守県
.---ー--司』ー』ー司直ーーーーーーーーーー司宇-- ---

基

中断した臨床研修に係る研修

プログラムの名称

臨床開彦の再開後に履修す7 る 臨床研修の再開を受け入れ

研修プログラムの名称 る研修プログラムの名称

研修再開年月日 平成 年 月 日 研{師彦了予定 平成 年 月 日 研修再開年丹日 平成 年 月 日 研(劉彦了予定 平成 年 月 日

年月日 年月日

研修再開(受け入れ)時までの休止期間(中断した病院に 日 研修下訪日受け入れ持まてぜ淋止期間(中断した病涜における休止 日

おける休止期間を含む)

※凋lJtにおいて定める休日を除いた全ての休止期間を
期間を含む)

記殺すること。 臨床研修を 研修分野ごとの病院又は施設研修分野ごとの研修期間)

臨床研修を 研修分野ごとの病院又は施設(劇部長野ごとの研修期間)
行う分野 ※再目立畳、修了までに必要となる棚紛空知履ず到留を記入してくださしも

ー ー ー ー ー ー ー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

行う分野 ※荷品段、修了までに必要となる明度分野の履修計慣を記入してください。
病院施設番号 l病院又恰施設の名称 研修期間

病関搬番号 i病院又噛設の名称! 研 修 期 間
年月~ 年月(月)

年月~ 年月(月)

a 

(略J (略)

様式14 (略) 様式14 (略)
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椋註た15 

臨床研修修了者一覧表

基幹型臨床研修病院
重監臨詮

(基幹型棺当大学病関
番号

の名称

研修プログアム
研修医の氏名 生年月日 医籍登録番号

番 号

1 

2 

3 

4 

5 

6 
‘ 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

様式16・様式17 (1駒 格試15・格試16 (1略)

22 

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/admininfo/



「医師法第 16 条の2第 1 項に規定する臨床制~Iこ関する省令の施行についてJ の一部改正に係る新!日対照表

新

正室藍盟

A 経験すべき診察法・検査・手技

(1)・(2) (略)

(3)基本的な臨床検査

(略)

1) ~9) (路)

10)笠盤機樹娃

・スパイロメトリー

11) ~20) (路)

(賂)

(4)基本的手技

(賂)

1) (略)

臨床研修の到達目標

(略)

2)人工呼吸を実施できる。(ノミツグ〉ぷと三ニーマスクによる徒手換気を含む。)

3)堕宜圧迫を実施できる。

4)~19) (略)

(路)

(5) ~ (7) (略)

B 経験すべき症状・病態・疾患

(路)

1・2 (賂)

3 経 蜘Z求められる疾患・病態

備)

(1)血液・造血器・リンノ繍司内系疾患、

由①貧血(倣乏盆貧血、二次臨血)

②~④(賂)

(2) ~ (6) (略)

(7)消化器系疾患

①・②(路)

③服装・胆管疾息(胆石症、胆奨炎、胆管炎)

④~⑥(賂J
(8)腎・尿路系(体液・電解質ノくランスを含む。)疾患

①~③ (m!) 

国側尉料開・尿路疾患〈尿蹴石室、尿路戯哩)

(9)~(12) (賂)

(13)精神・神経系疾患

①~③(賂)

侶IJ添 1)

E豆亙E園

A 経験すべき診察法・検査・手技

(1)・(2) (1賂)

(3)基本的な臨床検査

(路)

1) ~9) (賂)

10)週持能検査

-スノtイロメトリー

11) ~20) (路)

(略)

(4)基本約手技

(路)

1) (略)

i日

臨床研修の到達目標

(略)

2)人工呼吸を実施できるo (バッグマスクによる徒手換気を含む。)

3)企三之主二三を実施できる。

4)~19) (路)

(略)

(5)~(7) (略)

B 経験すべき症状・病態・疾患

(賂)

1・2 (賂)

3 経験が求められる疾患・病態

(賂)

(1)血液・造血器・リンノ朝内茅疾患

圃①貧血(駄乏貧血、二次性貧血)

母唱 (略J
(2)~(6) (路)

(7)消仕怒系疾患

①・②(略)

③胆嚢・組管疾患但石、胆嚢炎、胆管炎)

④~⑤(阪J
(8)腎・尿路系(体液・敏幸質ノ《ランスを含む。)疾患

①~③(賂)

国 側 尉 開 閉 ・ 脚 賜 保路師、服感染症)

(9)~(12) (路)

(13)精神・持経系疾患

①~④(略)

明Ij添1)
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囚⑤統合知駆一個;服主一
⑤不安障害(パニック区宝)

⑦(略)

(14) (路)

(15)免疫・アレノレギー疾息

①(路)

函凶~乱闘リウ7チ
③(略)

(l 6) ~ (18) (略)

C 特定の医療現場の経験

(略)

(1)救急医療

(略)

l) ~3) (路)

4)二次救命処置 (ACLS= Advanced Cardiovascular Li fe Support、呼吸・循環管理 を含む。)ができ、一次救命処置 (BLS= Basic 

Life Support)を指導できる。

※ ACLSは、バッグ・パノレブ・マスク等を使う心』材徒主法や院当初動、気管挿管、薬剤投与等の一定のガイドラインに基づく救

命処置を含み、 BLSには、気道孫謀、血宜圧迫、人工呼吸等機器を使用しない処置が含まれる。

5)~7) (1賂)

(略)

(2) ~ (7) (略J

E⑤統合失調症ー盤盟会裂鐙L
⑤不安障害(パニyク塗盤整)

⑦(絡)

(14) (略)

(15)免疫・アレルギー疾患

①(略)

固②陛関節リウマチ

③(賂)

(1 6) ~ (18) (船

C 特定の医療現場の経験

(略)

(1)救急底療

(賂)

l) ~3) (略)

4)二次救命処置 (ACLS= Advanced Cardiovascular Life Support、呼吸・循環管理 を含む。)ができ、一次救命処置 (B凶=Basic 

Life Support) を指導できる。

※ ACLSは、バッグ・バルブ・マスク等を使う心姉蘇生法や除手匝動、気管挿管、薬剤投与等の一定のガイドラインに基づく救命

処置を含み、 BLSには、気道確保、必盤ヱ之玄二三、人工呼吸等搬まを使用しない処置が含まれる。

5)~7) (路)

(賂)

(2) ~ (7) (略)

2 
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各都道府県知事殿

医政発第 0728001号

平成 15年 7月 28日

(一部改正平成 17年 2月 8日

平成 19年 3月 30日

平成 20年3月 26日

平成21年 6月 16日

平成22年4月 14日

平成23年 3月 24日

平成 26年 3月 31日)

厚生労働省医政局長

大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について

「医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令J (平成 14年厚生労働省

令第 158号)の施行については、 「医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関す

る省令の施行についてJ (平成 15年 6月 12日付け医政発第0612004号。以下「施

行通知」という。)により通知したところであるが三大学病院と共同して臨床研修を行う臨

床研修病院の特例については、下記のとおりとするので、貴職におかれては、御了知の上、

貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知に努められたい。

なお、各国公私立医科大学(医学部)附属病院長に対しては、別途「臨床研修を行う大学

病院からの情報提供に関する依頼についてJ (平成 15年 7月 28日付け医政発第 072

8 0 0 2号。以下「依頼通知Jとしづ。)により、当該病院において行われる臨床研修に

関する情報提供をお原品、している。また、本通知については文部科学省高等教育局と協議

済みであることを、念のため申し添える。

1 

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/admininfo/



記

第 1 用語の定義

本通知で用いる用語のうち、次に定めるもの以外については、施行通知によること。

1 r基幹型相当大学病院」

大学病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院で、あって、当該

臨床研修の全体的な管理・責任を有するものをいうものであること。

2 r協力型相当大学病院」

大学病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院で、あって、基幹型相当大学

病院でないものをいうものであること。

第2 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の指定の申請

1 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の指定の申請

(1)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより基幹型臨床研修病院の指

定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の 6

月 30日までに、当該病院に関する指定申請書(施行通知の様式 1)を厚生労働大臣

に提出しなければならないこと。

(2)指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこと。

ア 当該指定に係るすべての研修フ。ログラム

イ プログラム責任者履歴書(施行通知の様式2)

ウ 当該病院の研修医名簿(施行通知の様式3)

エ 当該指定に係る臨床研修病院群を構成することとなる病院及び大学病院相互間の

連携体制を記載した書類(様式 1) 

オ 共同して臨床研修を行うこととなる協力型相当大学病院の大学病院概況表(様式

2)及び大学病院承諾書(様式3)

カ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、臨床研修

協力施設の臨床研修協力施設概況表(施行通知の様式4)及び臨床研修協力施設承

諾書(施行通知の様式5)

(3)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表(様式2)及び大学病院承諾書(様式3) を作成し、基幹型臨床研修病院の開設
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者に送付するようお願いしていること。

(4) 基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、当該病院に関する指

定申請書及び添付書類と、協力型臨床研修病院に関する指定申請書及び添付書類とを

一括して当該病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するこ

と。

2 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の指定の申請

(1) 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより協力型臨床研修病院の指

定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の 6

月 30日までに、当該病院に関する指定申請書(施行通知の様式 1)を、基幹型相当

大学病院の管理者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。ただし、

基幹型相当大学病院の管理者を経由できない場合にあっては、当該基幹型相当大学病

院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に相談すること。

(2)指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこと。

ア 当該指定に係るすべての研修ブ。ログラム

イ プログラム責任者履歴書(施行通知の様式2)

ウ 当該指定に係る!臨床研修病院群を構成することとなる病院及び大学病院相互間の

連携体制を記載した書類(様式 1) 

エ 共同して臨床研修を行うこととなる基幹型相当大学病院の大学病院概況表(様式

2)及び大学病院承諾書(様式3)

オ 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、協力型

相当大学病院の大学病院概況表(様式2)及び大学病院承諾書(様式3)

カ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、臨床研修

協力施設の臨床研修協力施設概況表(施行通知の様式4)及び臨床研修協力施設承

諾書(施行通知の様式5)

(3)基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表(様式2)及び大学病院承諾書(様式3) を作成するようお願いしていること。

(4)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表(様式2)及び大学病院承諾書(様式3) を作成し、基幹型相当大学病院の管理

者に送付するようお願いしていること。

(5)基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、共同して臨床研修を行
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うこととなる協力型臨床研修病院の指定申請書及び添付書類を取りまとめて、一括し

て当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送

付するようお願いしていること。この場合において、複数の協力型臨床研修病院の(2)

アからカまでの添付書類が重複するときは、 1部を残して他を省略しても差し支えな

し、こと。

第3 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の指定の基準

1 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の指定の基準

協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより基幹型臨床研修病院の指定

を受けようとする者に対する施行通知の 5(1)の臨床研修病院の指定の基準の適用につ

いては、当該大学病院を協力型臨床研修病院の指定を受けようとする者と見なすこと。

2 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の指定の基準

基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより協力型臨床研修病院の指定

を受けようとする者に対する施行通知の 5(2)の臨床研修病院の指定の基準の適用につ

いては、当該犬学病院を基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする者と見なすこと。

また、この場合において、併せて協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行おうとす

るときは、当該協力型相当大学病院を協力型臨床研修病院の指定を受けようとする者と

見なすこと。

第4 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の変更の届出

1 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の変更の届出

(1) 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、次

に掲げる事項(クに掲げる事項を除く。)に変更が生じたときは、臨床研修病院変更

届出書(施行通知の様式7)をもって、また、クに掲げる事項に変更が生じたときは、

大学病院変更届出書(様式4) をもって、その日から起算して 1月以内に、その旨を

厚生労働大臣に届け出なければならないこと。

ア 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

イ 管理者の氏名

ウ名称

エ診療科名

オプログラム責任者

カ 指導医及びその担当分野
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キ研修医の処遇に関する事項

ク 協力型相当大学病院に係る次に掲げる事項

(ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(イ)管理者の氏名

(ウ)名称

(ヱ)診療科名

(オ)プログラム責任者

(カ)研修医の処遇に関する事項

ケ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該臨床研修協力

施設に係る次に掲げる事項

(ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(イ)管理者の氏名

(ウ)名称

(エ)研修医の処遇に関する事項

(オ)研修医の指導を行う者及びその担当分野

(カ)臨床研-修協力施設が医療機関で、ある場合にあっては診療科名

(2)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、 (1)クに掲げる事項に変

更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(様式4) を作成し、基幹型臨床研

修病院の開設者に送付するようお願いしていること。

(3)基幹型|臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院変更届出書又は大学病院変更届出書

を当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部匿事課あてに送

付すること。

(4) 共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院から臨床研修病院変更届出書の送付を

受け、又は共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大学病院変更届出書の送

付を受けた基幹型臨床研修病院の開設者は、速やかに当該臨床研修変更届出書又は当

該大学病院変更届出書を当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康

福祉部医事課あてに送付すること。

2 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の変更の届出

(1) 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の開設者は、ア

からキまでに掲げる事項に変更が生じたときは、臨床研修病院変更届出書(施行通知
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の様式7) をもって、また、クからコまでに掲げる事項に変更が生じたときは、大学

病院変更届出書(様式4) をもって、その日から起算して 1月以内に、その旨を共同

して臨床研修を行う基幹型相当大学病院の管理者を経由して厚生労働大臣に届け出な

ければならないこと。ただし、ク又はコに掲げる事項に変更が生じた場合において、

基幹型相当大学病院の管理者が送付した大学病院変更届出書(様式4)が当該基幹型

相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に到達したときは、ま

た、コに掲げる事項に変更が生じた場合において、協力型相当大学病院の管理者が送

付した大学病院変更届出書(様式4)が基幹型相当大学病院の管理者を経由して当該

基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に到達したとき

は、それぞれ協力型臨床研修病院の開設者がその旨を届け出たものとみなすこと。

また、協力型臨床研修病院の開設者は、届出に当たって基幹型相当大学病院の管理

者を経由できない場合にあっては、当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方

厚生局健康福祉部医事課に相談すること。

さらに、協力型臨床研修病院においては、アからキまでに掲げる事項に変更が生じ

ると考えられる場合は、事前に基幹型相当大学病院に相談すること。

ア 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

イ 管理者の氏名

ウ名 称

エ診療科名

オプログラム責任者

カ 指導医及びその担当分野

キ研修医の処遇に関する事項

ク 基幹型相当大学病院に係る次に掲げる事項

(ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(イ)管理者の氏名

(ウ)名称

(エ)診療科名

(オ)プログラム責任者

(カ)研修医の処遇に関する事項

ケ 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該協力型相当
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大学病院に係る次に掲げる事項

(ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(イ)管理者の氏名

(ウ)名称

(エ)診療科名

(オ)プログラム責任者

(カ)研修医の処遇に関する事項

コ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該臨床研修協力

施設に係る次に掲げる事項

(ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(イ)管理者の氏名

(ウ)名称

(エ)研修医の処遇に関する事項

(オ)研修匿の指導を行う者及びその担当分野

(カ)臨床研修協力施設が医療機関である場合にあっては診療科名

(2)基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、(1)ク又はコに掲げる事

項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(様式4) を作成し、当該基

幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するよ

うお願いしていること。

(3)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、 (1)ケに掲げる事項に変

更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(様式4) を作成し、基幹型相当大

学病院の管理者に送付するようお願いしていること。また、依頼通知により、協力型

相当大学病院においては、 (1)ケに掲げる事項に変更が生じると考えられる場合は、事

前に基幹型相当大学病院に相談するようお願いしていること。

(4)共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院から臨床研修病院変更届出書の送付を

受け、又は共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大学病院変更届出書の送

付を受けた基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、速やかに当該

臨床研修病院変更届出書文は大学病読変更届出書を当該基幹型相当大学病院の所在地

を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお原品、していること。

第5 大学帰院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の研修プログラムの変更又は新設の

7 

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/admininfo/



届出

1 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の研修プログラム

の変更又は新設の届出

(1)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、研

修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修

プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月30日までに、当該

研修プログラムに関し、次に掲げる書類を添えて研修プログラム変更・新設届出書(施

行通知の様式8) を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

ア 変更又は新設に係る研修フ。ログラム(研修フ。ログラムの変更の場合にあっては、

変更前及び変更後の研修フ。ログラム)

イ 研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類(変更部

分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。)

ウ 臨床研修病院群を構成する病院及び大学病院相互間の連携体制を記載した書類

(様式 1) 

エ 協力型相当大学病院の大学病院概況表(変更等記載用) (様式5)

オ 協力型相当大学病院の構成に変化がある場合にあっては、新たに基幹型臨床研修

病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の大学病院承諾書(様式3)

(2)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表(変更等記載用) (様式5) を作成し、また、新たに基幹型臨床研修病院と共同

して臨床研修を行う協力型相当大学病院においては当該病院の大学病院概況表(変更

等記載用) (様式5)及び大学病院承諾書(様式3) を作成し、基幹型臨床研修病院

の開設者に送付するようお願いしていること。

(3)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、当

該病院に関する研修プログラム変更・新設届出書及び添付書類と、共同して臨床研修

を行う協力型臨床研修病院に関する研修プログラム変更・新設届出書とを、一括して

当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付

すること。

2 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の研修プログラム

の変更又は新設の届出

(1)基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の開設者は、研
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修プログラムを変更すνる場合又は新たに研修フ。ログラムを設ける場合には、当該研修

プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月 30日までに、当該

研修プログラムに関し、次に掲げる書類を添えて研修プログラム変更・新設届出書(施

行通知の様式8) を、共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院の管理者を経由し

て厚生労働大臣に提出しなければならないこと。ただし、基幹型相当大学病院の管理

者を経由できない場合にあっては、当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方

厚生局健康福祉部医事課に相談すること。

ア 変更又は新設に係る研修フ。ログラム(研修フ。ログラムの変更の場合にあっては、

変更前及び変更後の研修フ。ログラム)

イ 研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する筒所を記載した書類(変更部

分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。)

ウ 臨床研修病院群を構成する病院及び大学病院相互間の連携体制を記載した書類

(様式 1) 

エ 基幹型相当大学病院及び協力型相当大学病院の大学病院概況表(変更等記載用)

(様式 5)

オ協力型相当大学病院の構成に変化がある場合にあっては、新たに基幹型臨床研修

病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の大学病院承諾書(様式3)

(2)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表(変更等記載用) (様式5) を作成し、また、新たに基幹型臨床研修病院と共同

して臨床研修を行う協力型相当大学病院においては当該病院の大学病院概況表(変更

等記載用) (様式5)及び大学病院承諾書(様式3) を作成し、基幹型相当大学病院

の管理者に送付するようお願いしていること。

(3)基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表(変更等記載用) (様式5) を作成し、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修

病院の研修フ。ログラム変更・新設届出書及び添付書類を取りまとめて、一括して当該

基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付する

ようお願いしていること。この場合において、複数の協力型臨床研修病院の添付書類

が重複するときは、 1部を残して他を省略しても差し支えないこと。

3 現に研修医を受け入れている臨床研修病院は、当該研修医が研修を修了し、又は中断

するまでの問、当該研修医が受ける臨床研修に係る研修フoログラムの変更をしてはなら
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ないこと。

4 3にかかわらず、やむを得ない場合にあっては、研修プログラムの変更を行うことも

認められること。この場合において、臨床研修病院の開設者は、速やかに、 1又は2の

届出を行わなければならないこと。また、臨床研修病院と共同して臨床研修を行う大学

病院の管理者に対しては、依頼通知により、速やかに、 1又は2の情報提供を行うよう

お願いしていること。

第6 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の年次報告

1 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の年次報告

(1) 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、毎

年4月 30日までに、当該病院に関する年次報告書(施行通知の様式8) に、協力型

相当大学病院に係る大学病院概況表(変更等記載用) (様式5) を添えて、これを厚

生労働大臣に提出しなければならないこと。また、臨床研修協力施設と共同して臨床

研修を行う場合にあっては、臨床研修協力施設概況表(施行通知の様式9) を添付す

ること。

(2)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表(変更等記載用) (様式5) を作成し、基幹型臨床研修病院の開設者に送付する

ようお願いしていること。

(3)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、当

該病院に関する年次報告書及び添付書類と、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修

病院に関する年次報告書とを、一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する

地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。

2 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の年次報告

(1)基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病続の開設者は、毎

年4月 30日までに、当該病院に関する年次報告書(施行通知の様式8) に、基幹型

相当大学病院及び協力型相当大学病院に係る大学病院概況表(変更等記載用) (様式

5) を添えて、基幹型相当大学病院の管理者を経由して、厚生労働大臣に提出しなけ

ればならないこと。ただし、基幹型相当大学病院の管理者を経由できない場合にあっ

ては、当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に相

談すること。また、臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨

床研修協力施設概況表(施行通知の様式9) を添付すること。
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(2)基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表(変更等記載用) (様式5) を作成するようお願し1していること。

(3)協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表(変更等記載用) (様式5) を作成し、基幹型相当大学病院の管理者に送付する

ようお願いしていること。

(4)基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、共同して臨床研修を行

う協力型臨床研修病院の年次報告書及び添付書類を取りまとめて、一括して当該基幹

型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するよう

お願いしていること。この場合において、複数の協力型臨床研修病院の添付書類が重

複するときは、 1部を残して他を省略しても差し支えないこと。

第7 大学病院のみで共同して臨床研修を行う大学病院からの情報提供

大学病院のみで共同して臨床研修を行う大学病院の管理者に対しても、依頼通知により、

当該病院において行われている臨床研修に関して厚生労働省への情報提供を行うようお願

いしていること。

第8 文部科学省との連携

基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院か

らの指定の申請、変更の届出、研修フoログラムの変更若しくは新設の届出若しくは年次報

告又は大学病院からの情報提供がなされた場合には、厚生労働省医政局医事課から文部科

学省高等教育局医学教育課に対して、その旨の情報提供を行うこととしていること。
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「大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について」の一部改正に係る新旧対照表

新 !日

各都道府県知事殿

医政発第 0728001号

平成 15年 7月 28日

(一部改正平成 17年 2月 8日

平成 19年 3月 30日

平成 20年 3月26日

平成 21年 6月 16日

平成 22年 4月 14日

平成23年 3月24日

平成26年 3月31日)

厚生労働省医政局長

大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について

(略)

第 1 用語の定義

本通知で用いる用語のうち、次に定めるもの以外については、施行通知によること。

1 f基幹型相当大学病院」

大学病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨

床研修の全生盟主管理・責任を有するものをいうものであること。

2 (略)

第 2~第 8 (略)

各都道府県知事殿

医政発第 0728001号

平成 15年 7月 28日

(一部改正平成 17年 2月 8日

平成 19年 3月 30日

平成20年 3月 26日

平成 21年 6月 16日

平成 22年 4月 14日

平成23年 3月 24日)

厚生労働省医政局長

大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について

(略)

第 1 用語の定義

本通知で用いる用語のうち、次に定めるもの以外については、施行通知によること。

1 f基幹型相当大学病院」

大学病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院で、あって、当該臨

床研修の管理を行うものをいうものであること。

2 (略)

第 2~第 8 (路)
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「大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について」の一部改正に係る新旧対照表

新 !日

様式1 様式1

臨床研修病院群を構成する病院及び大学病院相互間の連携体制(削除) 臨床研修病院群を構成する病院及び大学病院相互間の連携体制-1-

(賂) (略)

医師の往来の有無 1.有 o.無(いずれかにOをつけてください。有にO 名称 一次医療圏の名称

をつけた場合には、以下に具体的な内容を記入してくださ

い。)
基幹型臨床研修病院の指定を受け 7Wナ

ょうとする病院(基幹霊童相当大学 ーーーーーーーーーーー由守世___由ーーーー'ー__ー』一“ーーーーーー

医療機器の共同利用 1.有 o.無(いずれかにOをつけてください。有にO
病院)の名称

をつけた場合には、以下に具体的な内容を記入してくださ

い。)
協力型臨床研修病院の指定を受け 7Wナ
ょうとする病院(協力型相当大学 ーーーー・・ー#ー由ーーーーーーーーーー__ー』ーーー時ーーーーーーー___ー

合同臨床病理検討会の開催 1.有 o.無(いずれかにOをつけてください。有にO
病院)の名称及び病院施設番号

(病院施設番号:

をつけた場合には、以下に具体的な内容を記入してくださ 』ー一ー』一ーーーーーーーー___由ーーーーーーーーーー-----品ーー -----------ーーーーーー』ーーーーーーーーーーー

い。)
既に番号を取得している協力型臨

__L感j一一一一一一一一--------一一__ 
床研修病院(協力型相当大学病院)

ー_L朕〉ーーーーーーーーーーーーー
その他の診療及び臨床研修についての連携 1.有 o.無(いずれかにOをつけてください。有にO ーーーーーー-_---四ーーーーーーーー国ーーー』ー-ーーー

をつけた場合には、以下に具体的な内容を記入してくださ
については病院施設番号を記入し __L眼)一一一一一一一一一一一一ー一一一

い。)
てください。 ー_L験〕ーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーー司ーー』由ーーーーー

__ 011乱ーーー

「略1

*記入しないこと
医師の往来の有無 1.有 o.無(いずれかにOをつけてください。有にOをつけた場合には、

以下に具体的な内容を記入してください。)

(削除) 臨床研修病院群を構成する関係施設相互間の連携体制-2-

(賂)

様式2 様式2

大学病院概況表-1- 大学病院概況表-1-

(略) (路)

大学病院概況表-2- 大学病院概況表-2

(略) (略)

※ ※ 

9. (賂) (略) 9. (略) (略)

10.診療科名 標ぼう診療科(番号にOをつけてください。) 10.診療科名 標ぼう診療科(番号にOをつけてください。)

一 一一一一 ーー-ー_.・------ー一一
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(基幹型・協力型記入)

当該大学病院の医療法上の標ぼ

う診療科について該当する番号

すべてにOをつけ、産主土豆量

療科がない場合は 199.その他」

1.内科 2.呼 吸器内科 3.循環器内科 4. m 1ι星

丘主 5.気管食道内科 6.畳韮宜主 7.主査宜主

8.性感染症内科 9.企丑 10.呼吸器外科 11. ~主盤

且笠主主ι12.消化器外科 13.土旦企笠 14.霊堂

金道企旦 15.且盟 企 丑 16.霊 童 丑 旦 17.監 査 韮

(基幹型・協力型記入)

当該大学病院の医療法上の

標ぼう診療科について該当

する番号すべてにOをつ

け、標ぼう診療科以外の診

1.内科 2. ~主査且丑 3.量生旦 4.神経科(神経内

韮よ 5. p;f盟是主 6.消化器科(胃腸科) 7.査塁塁笠

8.アレノレギー科 9.リウマチ科 10. .1ュ旦笠 11.金主上

12.霊童生笠 13.藍盛主主L 14.蓋笠企笠 15.盟主

韮企丑 16.呼吸器外科 17.心臓血管外科 18. .1ニ旦

欄に記入すること。 主主L 18.重盛企主L 19.蓋室生主L ~O. 精神科 111 療科を有する場合は 199. そ 生主L 19.皮膚泌尿器科(20.皮膚科 21.泌尿器科)

11.(略)

1 2.医療法上の許可病床数(歯科

の病床数を徐く。)(基幹型・協力型記入)

13. (賂)

14.病床の種別ごとの平均在院日

数(小数第二位四捨五入)(基幹型・協力型記入)

15~18.(略)

(基幹型・協力型記入)

(略)

19~22. (賂)

21.アレルギー科 22. リウマチ科 23. .1こ旦主七

24.皇盟主 25.泌 尿 器 科 26.童 昼 ム 丑 27.童主主

28.盈ム韮 29.盟主七 30.耳 鼻 い ん こ う 科 31. JL 

ハピリテーション科 32.放射線科 33.病理診断科

34.臨床検査科 35.並皇笠 99.その他包盟監L次に記入

してください。)

901 科 J202- 科

903 科;904 科

(略)

1.一般: 床、 2.精神: 床、 3.感染症: 床

4.結核: 床、 5.療養: 床、(削除)

(略)

1.一般: 床、 2.精神: 床、 3.感染症: 床

4.結核: 床、 5.療養: 床、(削除)

(略)

大学病院概況表-3-

(路)

23.精神保健福祉士、作業療法士その他

診療要員の配置状況

1 . 2 (略)

3.臨床心理技術者: 名(常勤: 名、非常勤:

(基幹型・協力型記入)
名)

の他j 欄に記入すること。

1 1. (略)

1 2.医療法上の許可病床数(歯

科の病床数を除く。)(基幹型・協

力型記入)

13. (略)

14.病床の種別ごとの平均在

続日数{崎常二回.""，【酔日カ盟E入

15~18.(略)

(基幹型・協力型記入)

(略)

19~22. (賂)

22.監査主主 23. ::_之旦笠 24.産婦人科(25.産科 26. 

畳ム呈上27.盟主 28.耳鼻いんこう科 29.気管食道科

30.リハビリテーション科

31.盈亙盤笠 99，その他(標ぼう診療科以外は、次に記入してく

ださい。)

901 科:902 科

903 科 ， 904 科

(略)

L一般:一一一一床、 2.精神:一一一床、 3.感染症:一一一一一床

4.結核: 床、 5.療養 床、 9.その他: 床

(略)

1.一般 13，2.精神 13，3.感染症 日

4.結核:一一--一日、 5.療養一一一二一日ム 9.その他: 日

(略)

大学病院概況表 3 

(賂)

23.精神保健福祉士、作業療法士その他

診療要員の配置状況

1・2 (略)

3.臨床心理技術士: 名(常勤: 名、非常勤:

(基幹型・協力型記入)
名)
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精神科の研修を行う臨床研修病院については記入してく 9 (略) 精神科の研修を行う臨床研修病院については記入してく 9 (略). 

ださい。 ださい。

大学病院概況表-4一 大学病院概況表-4一

(略) (略)

※ ※ 

24. 25(略) (略) 24・25 (路) (略)

26.臨床研修指導医(指導医)等 (略)
26.臨床研修指導医(指導医)の (略)

の氏名等
氏名等

(基幹型記入)

すべての臨床研修指導医等(協力型臨床 (基幹型記入)

研修病院(協力型相当大学病院)ζ亙星
すべての臨床研修指導医(協力型臨床

する臨床研修指導医及び臨床研修協力 研修病院(協力型相当大学病院)亙笠

施設に所属する臨床研修の指導を行う
臨床研修協力施設に所属する臨床研修

者を含む。 Hこついて氏名等を記入して 霊童亘を含む。 Hこついて氏名等を記入

ください。
してください。

27・28(略) (略) 27・.28(略) (略)

(略) (略)

JjrJ紙 1 (略) 別紙 1 (略)

7. 病院群の構成等 別表 7. 病院群の構成等 別表

(略) (略)

盤盤] 研修プロ 基盤 基幹型病 研修プログラ

基幹型病院 協力型病院 臨床研修協力施設 型病 院
協力型病院 臨床研修協力施設

グラム ム

所 名 新 毘 追 名 新 所 追 名 新
陸直

f略J (略) 在都 名称
新 追 新 追加・ 新

在 称 規 在 次 力日 称 規 在 次 力日 称 規 名称 名称 (路) (略)

道府
規 加・削 規 削除 規
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都 次 都 医 . 都 震 . 県 除

道 医 道 療 首リ 道 療 削

府 療 府 圏 除 府 盟 除

県 圏 県 L黒

病院群を構肘る蕗床鵬務院及び研修協力施設(病院又は診療所に限る)が同ーの司次医療圏又は同ーの都道府県を越えている場合は、その理由を以下に記載

ー四世帯司"ーーーーーーーーー白書・・ーーーーーーー田園圃』ーーーーーーーー----“ー『ーーーーーー-----世ーーーーーーー日------ーーーーーーー四-----------ーー世間四ーーーーーーー----

(略)

※(略)
※(略)

※ (削除)
※ 「基幹型病院所在都道府県」欄には、基幹型病院の所在する都道府県名を記入すること。

※ 病院群を構成するすべての基幹型病院、協力型病院及び臨床研修協力施設(今回の届出により削徐しようとするものを
※ 病続群を構成するすべての基幹主主病院、協力型病院及び臨床研修協力施設(今回の届出により削除しようとするもの

含む。)の所在都道府県、一次医療圏、名称をそれぞれの「所在都道府県J、「一次医療圏」、「名称J欄に記入した上で、そ
を含む。)の名称をそれぞれの「名称J欄に記入した上で、それぞれの施設が新たに臨床研修協力施設となる場合は「新規」

れぞれの施設が新たに臨床研修協力施設となる場合は「新規」欄に iOJを記入し、また、臨床研修協力施設を追加文は削
繍に iOJを記入し、また、臨床研修協力施設を追加又は削除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加される

除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加されるか以前の病院群から削徐されるかにより「追加・削除J欄に「追
か以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除」欄に「追加j又は「削除Jを記入すること。

力日J文は「削除」を記入すること。

※(略)
※(略)

別紙 2
別紙 2

13.診療科ごとの 入院患者・外来患者の数 13.診療科ごとの入院患者・外来患者の数

(略) (略)

病院で定め その他の研

救 産 精
その他の研修を

内 外
内 産 精 た必修科目 修を行う診

区 分
急 YC， 

持 神 行う診療科
区 分 3宅 婦

神 部
人科人

科 科 門 科 科科 科 科 科
の診療科 療科

又は l口L 

台
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年間入院患者実数

()内は救急件数
( 

又は分娩件数

年間新外来患者数
II 

1日平均外来患者

V 数 ( ( ( ( ( ( ( 

( )内は年間外来
) } ) ) ) 

診療日数

平均在院日数 ン
常勤医師数

， I " I " I【， 1【. 1 " 1 111 

(うち臨床研修指|
( 

導医(指導医)数)

年間入院患者実数

o内は救急件数又は分

娩件数

年間新外来患者数

1日平均外来患者数

( )内は年間外来診療

回数

平均在院日数

常勤医師数

(うち臨床研修指導医

(指導医)数)

※ 「年閤入院患者実数」とは、申請年度の前々年度の繰越患者数に申請年度の前年度中における新入院患

者数を加えた数とすること。「年間新外来患者数」とは、申5青年度の前年度中に来践した外来患者のうち、

初診料を算定した患者数とすること。 r1日平均外来患者数Jとは、年間外来患者延数÷年間外来診療日数

による数(小数第二位を四捨五入)とすること。「病院で定めた必修科目の診療科J欄霊が足りない場合に

は、続紙(様式自由)に記載し添付すること。「救急件数j及び「分娩件数j とは、 11. の救急医療の実

績の前年度の件数及び15. の正常分娩件数と異常分娩件数の合計とすること。

※ 「内科Jとは、堅盟墨自主主、道生量盟主主、重重量由主主、神経内科等を含めた広義の内科のうち基本研修

科目の内科分野の研修を行う診療科であり、「外科Jとは、心臓血管外科、呼吸器外科、脳外科等を含めた広

義の外科のうち基本研修科目の外科分野の研修を行う診療科であること。

産

科
婦
人
科

※ 「年間入院患者実数」とは、申議年度の前々年度の繰越患者数に申議年度の前年度中における新入院

患者数を加えた数とすること。「年間新外来患者数J とは、申請年度の前年度中に来院した外来患者のう

ち、初診料を算定した患者数とすること。 r1日平均外来患者数j とは、年間外来患者延数÷年間外来診

療日数による数(小数第二位を四捨五入)とすること。「その他の研修を行う診療科j欄が足りない場合

には、続紙(様式自由)に記載し添付すること。「救急件数J及び「分娩件数j とは、 11. の救急医療

の実績の前年度の件数及び 15. の正常分娩件数と異常分娩件数の合計とすること。

※ 「内科j とは、豆監華輩、遁生墨盟、軍重量塾、神経内科等を含めた広義の内科のうち基本研修科目

の内科分野の研修を行う診療科であり、「外科j とは、心臓血管外科、呼吸器外科、脳外科等を含めた広義

の外科のうち基本研修科目の外科分野の研修を行う診療科であること。
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24.研修プログラムの名称及び概要

(略)

1~4 (略) I附

I (略)
5.臨床研修を行う分野 i 

別紙3

i 川 町 (m!>1 肱 1

f盟各) 嶋 1 : f臨 1 ' (略1

備考:選択必修科目・・・ 0つの診療科の中からOつ以上を必ず選択

基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低0か月 ※最低8か月以上必要主盈ゑ主ι

地域医療との関係等に配慮しつつ、 1年以上行うことが望ましい。

臨床研修協力施設での研修期間・・・最大0か月 ※合計3か月以内であること。ただし、

へき地・離島診療所等の研修期聞が含まれる場合はこの限りでない。

2年間を通じての救急部門の研修とみなす休日・夜間の当直回数・・・約00回

※外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科ι2ヒエは病院で定めた必修科目か選択必修科目の欄に必ず設

け、記入すること。

(略)

26. 臨床研修指導医(指導医)等の氏名等 (略)

指導医講 (削除)
担| 由ーー..・---ーーーーーーーー

臨床 習会等の 資 盟盟 盟盟

; ;氏名|所属|役職 | 経 験 受講経験 格

有 :0 等
野|

無 x

プ

ロ

ゲ

フ

ム

番
?ロヲ

1 

2 

者

別紙4
(No. ) 

備考

プログラム責任者

部プログラム寅ー任

3 研修実施責任者

4 臨床研修指導医

(指導医)

※ 「担当分野l織には、様式2別紙3の臨床研修を行う分野及び病理 (CPC) を記入すること。

※(略)

※ ( 略 )

※ ( 略 )

※ プログラム資任者、副プログラム受任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医(指導医)については、「備考」欄にそ

れぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入すること(プログラム番号を取得していない場合には研修プ

ログラムの名称を記入すること。)。

*研修実施受任者・・・協力型臨床研修病涜文は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理す

る者

*臨床研修指導医(指導医)・・・研修医に対する指導を行う医師であり、 7年」芝生旦L以上の臨床経験及び指導医養

成講習会等の受講経験を有する者

※( 略 )

様式3・4 (略)

24.研修プログラムの名称及び概要

(略)

1~4(略) I (賂)
I (略)

5.臨床研修を行う分野 i 

別紙3

l f限:1>1 (!It邑1 (耽邑1

|(m年) 1 (臨) : (略) : (脇1

{ff1j~僻…選猷即…択脳必
基幹型臨床研修病院での研修期罪間号. . .最低Oか月 ※最低8カか〉呪月以上必要

臨床研修協力施設での研修期間・・・最大0か月 ※合計3か月以内であること。ただし、

へき地・離島診療所等の研修期間が含まれる場合はこの限りでない。

2年間を通じての救急部門の研修とみなす休日・夜間の当直回数・・・約00回

※外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科旦盟は病院で定めた必修科目か選択必修科目の欄に必ず設け、

記入すること。

(絡)

26. 臨床研修指導室(指導医)等の氏名等

担

当

氏名

分

野

※(略)

※(賂)

※(路)

所属 役職

指導医講

臨床 習会等の

経験 受講経験

等

年数 有 :0

無 x

(賂)

屋蓋堂壁

重量:笠旦

日

プ

別紙4
(No. ) 

備考

プログラム責任

ラ I 2 副プログラム寅ー

ム | 任 者

番 1 3 研修実施受任者

号 1 4 臨床研修指導医

(指導医)

※ プログラム責任者、副プログラム寅任者、研修実施資任者及び臨床研修指導医(指導医)については、「備考」欄にそ

れぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入すること(プログラム番号を取得していない場合には研修

プログラムの名称を記入すること。)。

*研修実施責任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理

する者

*臨床研修指導医(指導医ト・・研修医に対する指導を行う医師であり、 7年以上の臨床経験及び指導医養成講習会

等の受講経験を有する者

※(略)

様式3・4 (略)
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様式5
様式5

大学病院概況表(変更等記載用) -1- 大学病院概況表(変更等記載用) -1-
， 

平成 年 月 日 平成 年 月 日

i.基幹型相当大学病院 2.協力型相当大学病院(大学病院の型の番号にOをつけてください。) 1.基幹型相当大学病院 2.協力型相当大学病院(大学病院の裂の番号にOをつけてください。)

1.研修プログラムの変更、 2.研修プログラムの新設(研修プログラムを変更する場合には1に、研修プログラム 1.研修プログラムの変更、 2.研修プログラムの新設(研修プログラムを変更する場合には1に、研修プログラ

を新設する場合には2にOをつけてください。) ムを新設する場合には2にOをつけてください。)

-大学病院概況表(変更等記載用)-1ーから-5ーまで及び別紙1については、臨床研修プログラム検索サイトの画面を -大学病院概況表(変更等記載用)-1 から 5ーまで及び別紙1については、臨床研修プログラム検索サイトの画面

印刷したもの(不足する項目は適宣加筆すること)等必要な項目がわかるものを代わりに添付していただいても構いませ を印刷したもの(不足する項目は適宜加筆すること)等必要な項目がわかるものを代わりに添付していただいても構い

ん。 ません。

-項目番号1から 25まで‘については、年次情報提供において記入してください。 -項目番号1から 24までについては、年次情報提供において記入してください。

-研修プログラムの変更・新設の届出の場合は、項目番号26から 35までについても記入してください。 -研修プログラムの変更・新設の届出の場合は、項目番号25から 33までについても記入してください。

(略) (略)

大学病院概況表(変更等記載用) -2- 大学病院概況表(変更等記載用) -2-

(略) (略)

※ ※ 

9 . 1 0 (賂) (路) 9・10 (略) (略)

11.医療法上の許可病床数(歯 1.一般: 床、 2.精神: 床、 3.感染症: 床 11.医療法上の許可病床数(歯 1.一般: 床、 2.精神: 床、 3.感染症: 床

科の病床数を除く。) 4.結核: 床、 5.療養: 床、(削除) 科の病床数を除く。) 4.結核: 床、 5.療養: 床、 9.その他: 床

(基幹型・協力型記入) (基幹型・協力型記入)

12 (賂) (略) 12 (略) (略)

13.病床の種別ごとの平均在 L一般: 日、 2.精神: 目、 3.感染症: 13.病床の種別ごとの平均在 1.一般: 目、 2.精神: 日、 3.感染症:

院日数(小数第二位四捨五入) 日 院日数(小数第二位四捨五入) 日

(基幹型・協力型記入) 4.結核: 目、 5.療養: 目、(削除) (基幹型・協力型記入) 4.結核: 日、 5.療養: 日、 9.その他:

日

14~1 7 (略) (略) 1 4~ 17 (略) (略)

(略) (略)
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大学病院概況表(変更等記載用) -4- 大学病院概況表(変更等記載用) -4-

(略) (略)

項目 25 までについては、情報提供時に必す~~G入してくだ ※ 項目 24までについては，情報提供時に必ず記入 ※ 

し、。 してください。

24.精神保健福祉士、作業療法土その他診 1. 2 (略) 24.精神保健福祉士、作業療法土その他 1. 2 (賂)

トー一一
療要員の配置状況

3.臨床心理技術者: 名(常勤: 名、非常勤:
診療要員の配置状況

3.臨床心理技術士: 名(常勤: 名、非常勤-

(基幹型・協力型記入)
名)

(基幹型・協力型記入)
名)

精神科の研修を行う臨床研修病院について 精神科の研修を行う臨床研修病院につい
ト一一一ーーー 一

9 (略) 9 (賂)

は記入してください。 ては記入してください。

25.第コ者評価の受韮状況 1.有 (評価実施機関名 年

(基幹型記入) 月 日)) o.無

有を選択した場合には、評価実施機関名及び直近の受韮

日を記入してください。

※ここからは研修プログラムごとに記入してください。研修プログラムの変更又は新設の場合は、上記内 ※ここからは研修プログラムごとに記入してください。研修プログラムの変更又は新設の場合は、上記

容と併せて以下の内容についても記入してください。 内容と併せて以下の内容についても記入してください。

26.~28. (賂) (略) 25.~27. (略) (略)

え旦ムー臨床研修指導医(指導医)の氏名等 * 別紙3に記入 28.臨床研修指導医(指導医)の氏名等 * 別紙3に記入

(基幹型記入) (基幹型記入)

すべての臨床研修指導医笠(協力型臨床研 すべての臨床研修指導医(協力型臨床研修

修病院(協力型相当大学病院)に所属する 病院(協力型相当大学病院)及び臨床研修

臨床研修指導医及び臨床研修協力施設に所 協力施設に所属する臨床研修指導医を含

属する臨床研修の指導を行う者を含む。) む。)について氏名等を記入してください。

について氏名等を記入してください。

大学病院概況表(変更等記載用) -5- 大学病院概況表(変更等記載用) -5ー

(略) (賂)

|立立~旦 (略) (略) III~.~斗
(略) (略)
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J.lIJ紙 1 矧H演1

(No. (No. 

6.研修管理委員会の構成員の氏名及び開催回数(平成 年度開催回数 回) 6.研修管理委員会(平成 年度開催回数 回)

(略) (略)

7. 病院群の構成等 別表 7.病院群の構成等 別表

(略) (略)

(削除) 研修プロ 基幹 基幹型病
基幹型病院 協力型病院 臨床研修協力施設 協力型病院 臨床研修協力施設 研修プログラム

グラム 霊童 院

所 所
追

所
追

匿宜

在 在 在 主主E 新 追加・ 新 追加・ 新
迭 力日 次 力E 名称 名称 名称 (略) (略)

査 次 名 新 蓋 名 新 蓋 名 新 道府 規 削除 規 削除 規
医 医 (略) (略)

道 匡 称 規 道
療 首リ

称 規 道
遼 自リ

称 規 L県

亙 療 府 府
盟 除 圏 除

県 圏 県 県

病院群を構成する臨床新彦病院及び研修協力施設(病院又は診療所に限る)が同ーのー次医療醤又は同ーの都道府県を越えている場合は、その理由を以下に記載。
ー-----_ーーー----白』岨且ーーーーーーーー-------ーーーーーーーーーー-----------ーーーーーーー-----唱由』司畠---ーーーーーーーーーーー守干---ーーーーーーーーーーーー

※(略) ※(略)

※ (削除) ※ 「基幹型病院所在都道府県」欄には、基幹型病院の所在する都道府県名を記入すること。

※ 病院群を構成するすべての基幹型病院、協力型病院及び臨床研修協力施設(今回の届出により削除しようとするものを ※ 病院群を構成するすべての萎幹型病院、協力型病院及び臨床研修協力施設(今回の届出により削除しようとするもの

含む。)の所在都道府県、一次医療圏、名称をそれぞれの「所在都道府県」、「一次医療臨」、「名称」欄に記入した上で、そ を含む。)の名称をそれぞれの「名称」欄に記入した上で、それぞれの施設が新たに臨床研修協力施設となる場合は「新規」

れぞれの施設が新たに臨床研修協力施設となる場合は「新規」欄に rOJを記入し、また、臨床研修協力施設を追加又は削 禰に rOJを記入し、また、臨床研修協力施設を追加又は削除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加される

除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加されるか以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除」概に「追 か以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除」欄に「迫力OJ又は「削除」を記入すること。
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加」又は「削除」を記入すること。

※(略) ※(略)

JjIJ紙 2
日iJ紙2

12.診療科ごとの入院患者・外来患者の数 12.診療科ごとの入院患者・外来患者の数

(略) (賂)

病院で定め その他の研 その他の研修を行う

た必修科目 修を行う診 診療科

内 4、 産 務
の診療科 療科 内 産 又は 精

メ口合、

児
婦 神 区 分 先

安着
神区 分

科人
科 人科 又は

科
会E才、

科 科 科 計
科 産 婦

計 科 人科

産 婦
人

科 科

年間入院患者実数 年間入院患者実数

o内は救急件数又は分 ()内は救急件数又

| 娩件数 は分娩件数

年間新外来患者数
年間新外来患者数

y / 
1 日平均外来患

1日平均外来患者数 ( )内は年間外来
{ 

{】 {】

( )内は年間外来診療臼 診療日数 3 ， ， " " " 【 l " 
数

ンν 平均在院日数

平均在院日数

常勤医師数 常勤医師数

(うち臨床研修指導医 (うち臨床研修指 { 

" t 】 " " " 

(指導医)数) 導医(指導医)数)

※ 「年間入院患者実数」とは、当該年度の前々年度の繰越患者数に当該年度の前年度中における新入院号、 ※ 「年間入院患者実数」とは、当該年度の前々年度の繰越患者数に当該年度の前年度中における新入院

者数を加えた数とすること。「年間新外来患者数Jとは、当該年度の前年度中に来院した外来患者のうち、 患者数を加えた数とすること。「年間新外来患者数」とは、当該年度の前年度中に来院した外来患者のう

初診料を算定した患者数とすること。 11日平均外来患者数Jとは、年間外来患者延数÷年間外来診療日数 ち、初診料を算定した患者数とすること。 11日平均外来患者数」とは、年間外来患者延数÷年間外来診

による数(小数第二位を四捨五入)とすること。「病院で定めた必修科目の診療科j欄笠が足りない場合に 療日数による数(小数第二位を四捨五入)とすること。「その他の研修を行う診療科J欄が足りない場合

は、続紙(様式自由)に記載し添付すること。「救急件数」及び「分娩件数j とは、よ♀.の救急医療の実 には、続紙(様式自由)に記載し添付すること。「救急件数」及び「分娩件数Jとは、旦ムーの救急医療の

績の前年度の件数及び 14. の正常分娩件数と異常分娩件数の合計とすること。 実績の前年度の件数及び'_u_，_ーの正常分娩件数と異常分娩件数の合計とすること。

※ 「内科」とは、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科等を含めた広義の内科のうち基本研修 ※ F内科Jとは、呼吸器科、消化器科、循濠器科、神経内科等を含めた広義の内科のうち基本研修科目
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科目の内科分野の研修を行う診療科であり、「外科」とは、心臓血管外科、呼吸器外科、脳外科等を含め の内科分野の研修を行う診療科であり、「外科j とは、心臓血管外科、呼吸器外科、脳外科等を含めた広義

た広義の外科のうち基本研修科目の外科分野の研修を行う診療科であること。 の外科のうち基本研修科白の外科分野の研修を行う診療科であること。

※基幹裂相当大学病院においては、内科及び救急部門に係る患者の症例リストを添付すること。(様式任意)

(略)
(略)

別紙3 31U，.s;3 

(No. ) (No. ) 

28.臨床研修指導医(指導医)等の氏名等 (賂)
28. 臨床研修指導医(指導医)等の氏名等 (略)

指導医講 盟盤L プ 指導医講 医籍登録担 ーーーーーーー-，-ーー一ー一 備考 プ
臨床 習会等の 資 堕監2_ :一盛監L ロ 担 ー曲ーーー戸田 4 持 F

備考

当 ゲ 1 プログラム責任者 臨床 習会等の 番号;年 ロ

氏名 所属 役職 経験 受講経験 格 フ 2 副プログラム責任者 当 資格 グ 1 プログラム責任者

分 3 研修実施責任者 氏名 所属 役職 経験 受講経験 :月 フ 2 副プログラム寅任者
ム

分 等 3 研修実施責任者年数 有 :0 等 番 4 臨床研修指導医(指
4 ム

年数 有 :0 :旦野
号 導医) 番 4 臨床研修指導医(指

無 x 野 導医)
無 x

ヲロ7 

s 

※ 「担当分野J欄には、様式5別紙3の臨床研修を行う分野及び病理 (CPC)を記入すること。

※ (略)

※ (略)
※ (略)

※ (略) ※ (略)

※ プログラム賛任者、高IJプログラム資任者、研修実施責任者及び臨床研修指導医(指導医)については、「備考j欄にそ ※ (略)

れぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入すること(プログラム番号を取得していない場合には研修プ
※ プログラム責任者、副プログラム責任者、研修実施資任者及び磁床研修指導医(指導医)については、「備考」概にそ

ログラムの名称を記入すること。)。
れぞれに応じた番号を記入し、併せてプログラム番号を記入すること(プログラム番号を取得していない場合には研修

プログラムの名称を記入すること。)。

*研修実施策任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理す
*研修実施爽任者・・・協力型臨床研修病院又は臨床研修協力施設において、当該施設における臨床研修の実施を管理

る者

*臨床研修指導医(指導医)・・-研修医に対する指導を行う医師であり、 7年 (84月)以上の臨床経験及び指導医養 する者

成講習会等の受講経験を有する者 *臨床研修指導医(指導医)・・-研修医に対する指導を行う医師であり、 7年以上の臨床経験及び指導医養成講習会

等の受講経験を有する者

※ (略)
※ (絡)

29.研修フ。ログラムの名称及び概要
別紙4 29.研修プログラムの名称及び概要 別手氏4

(略)
(略)

1~4 (略) (略)
1~4 (略) (略)

5. 臨床研修を行う分野
(略)

5.臨床研修を行う分野
(略)

向山ーーーーーーー目白血』曲』ーーー-T----由自ー由』量--田昌ーーーーーー喝事ーー『申ーーーー--ー叫邑園田ー岨ーー・ーーー「司平----自由ーー ー白喧喧岬ーーーーーーーー----，ーーー----世ーーーーーーー-----ーーーーーーーーーーー押世田一』由自・自由ーー-，-ーーーーーーーーーー
rr臨、 rn陸引 "世全日 f枇邑1 f阪2ζ1 f闘会ζ1

f略 1 IH降、 1m室副
g 

f限匁 f脳~ì [目Si : (略1 f枇z.is 

備考:選択必修科目・・・ 0つの診療科の中からOつ以上を必ず選択 備考.選択必修科目・・・ 0つの診療科の中からOつ以上を必ず選択

基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低0か月 ※最低8か月以上必要であるが、 基幹型臨床研修病院での研修期間・・・最低0か月 ※最低8か月以上必要

地域医療との関係等に配慮しつつ、 1年以上行うことが望ましい。 臨床研修協力施設での研修期間・・・最大0か月 ※含計3か月以内であること。ただし、

臨床研修協力施設での研修期間・・・最大0か月 ※合計3か月以内であること。ただし、 へき地・離島診療所等の研修期聞が含まれる場合はこの限りでない。

へき地・隣島診療所等の研修期間が含まれる場合はこの限りでない。 2年間を通じての救急部門の研修とみなす休日・夜間の当直回数・・・約00回

2年間を通じての救急部門の研修とみなす休日・夜間の当直回数・・・約00回
※外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科虫週は病院で定めた必修科医か選択必俳卜目の欄に必ず設け、

ー一一一一ー」一
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※外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科与2ヒエは病院で、定めた必修科目か選択必修科目の欄に必ず設|記入すること。

け、記入すること。 I (略)

(略)
別紙5(略)

別紙5(略)
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各国公私立医科大学(医学部)附属病院長殿

医政発第 0728002号

平成 15年 7月 28日

(一部改正平成 17年 2月 8日

平成 20年 3月 26日

平成21年 6月 16日

平成22年4月 14日

平成26年 3月31日)

厚生労働省医政局長

臨床研修を行う大学病院からの情報提供に関する依頼について

「医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令J (平成 14年厚生労働省

令第 158号)の施行については、 「医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関す

る省令の施行についてJ (平成 15年6月 12日付け医政発第0612004号。以下「施

行通知j という。)により、また、大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の指定

の申請手続等については、 「大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例につい

てJ (平成 15年 7月 28日付け医政発第0728001号。以下「特例通知Jとしづ。〉

により、各都道府県知事あてに通知したところである。

大学病院については、医師法(昭和 23年法律第 201号)第 16条の 2第 1項に規定さ

れているとおり、臨床研修の機会を提供するに当たって厚生労働大臣の指定を受けることを

要しないが、大学病院と共同して臨床研修を行うことにより臨床研修病院の指定を受けよう

とする、又は指定を受けた者に関し、その指定の申請を審査し、また変更届出等により指定

基準を満たしていることを確認するに当たっては、共同して臨床研修を行う大学病院におけ
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る臨床研修の実施体制を把握することが必要となる。また、臨床研修病院と共同することな

く大学病院のみで臨床研修を行う場合についても、臨床研修制度の実施状況の把握を行うと

いう観点から、臨床研修に関する情報を提供していただきたいと考えている。

以上の趣旨を踏まえ、臨床研修を行う大学病院においては、下記のとおり、当該病院にお

いて行われる臨床研修に関する情報提供をお願いしたい。

なお、本通知に定める手続に従って大学病院から提供いただいた情報については、各種媒

体を通じて公表することにより、医科大学(医学部)学生、研修医等に情報提供することと

している。また、本通知については文部科学省高等教育局と協議済みであることを、念のた

め申し添える。

ロい
1
4

日

第 1 用語の定義

本通知で用いる用語のうち、次に定めるもの以外については、施行通知によること。

1 r基幹型相当大学病院」

大学病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院で、あって、当該

臨床研修の全体的な管理・責任を有するものをいうものであること。

2 r協力型相当大学病院J

大学病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院で、あって、基幹型相当大学

病院でないものをいうものであること。

第2 臨床研修病院の指定の申請の際の大学病院からの情報提供

1 基幹型臨床研修病院の指定の申請の際の協力型相当大学病院からの情報提供

(1)協力型相当大学病院の管理者においては、共同して臨床研修を行うこととなる基幹

型臨床研修病院の開設者が指定の申請を行う際には、当該病院の大学病院概況表(特

例通知の様式2)及び大学病院承諾書(特例通知の様式3) を作成し、基幹型臨床研

修病院の開設者に送付するようお願いしたいこと。

(2)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより基幹型臨床研修病院の指

定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の 6

月30日までに、当該病院の指定申請書(施行通知の様式 1)及び添付書類(協力型

相当大学病院の大学病院概況表及び大学病院承諾書を含む。)と、共同して臨床研修

2 
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を行うこととなる協力型臨床研修病院の指定申請書(施行通知の様式 1)及び添付書

類とを一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医

事課あてに送付することとしていること。

2 協力型臨床研修病院の指定の申請の際の基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院

からの情報提供

(1)基幹型相当大学病院の管理者においては、共同 Lて臨床研修を行うこととなる協力

型臨床研修病院の開設者が指定の申請を行う際には、当該病院の大学病院概況表(特

例通知の様式2)及び大学病院承諾書(特例通知の様式 3) を作成するようお願いし

たいこと。

(2)協力型相当大学病院の管理者においては、共同して臨床研修を行うこととなる協力

型臨床研修病院(基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行うこととなる協力型臨

床研修病院に限る。)の開設者が指定の申請を行う際には、当該病院の大学病院概況

表(特例通知の様式 2)及び大学病院承諾書(特例通知の様式 3) を作成し、基幹型

相当大学病院の管理者に送付するようお願いしたいこと。

(3)基幹型相当大学病院の管理者においては、|臨床研修を開始しようとする年度の前年

度の 6月 30日までに、共同して臨床研修を行うこととなる協力型臨床研修病院の指

定申請書(施行通知の様式 1)及び添付書類(基幹型相当大学病院又は協力型相当大

学病院の大学病院概況表及び大学病院承諾書を含む。)を取りまとめて、一括して当

該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付す

るようお願いしたいこと。この場合において、複数の協力型臨床研修病院の次に掲げ

る添付書類が重複するときは、 1部を残して他を省略しても差し支えないこと。

ア 当該指定に係るすべての研修ブ。ログラム

イ プログラム責任者履歴書(施行通知の様式2)

ウ 当該指定に係る臨床研修病院群を構成することとなる病院及び大学病院相互間の

連携体制を記載した書類(特例通知の様式 1) 

エ 基幹型相当大学病院の大学病院概況表(特例通知の様式2)及び大学病院承諾書

(特例通知の様式3)

オ協力型相当大学病院の大学病院概況表(特例通知の様式 2)及び大学病院承諾書

(特例通知の様式3)

カ 臨床研修協力施設の臨床研修協力施設概況表(施行通知の様式4)及び臨床研修

3 
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協力施設承諾書(施行通知の様式5)

第3 臨床研修病院の変更の届出の際の大学病院からの情報提供

1 基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院からの変更の情報

提供

(1)基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者におい

ては、次に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(特例通

知の様式4) を作成し、基幹型臨床研修病院の開設者に送付するようお願いしたいこ

と。

ア 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

イ 管理者の氏名

ウ名称

エ診療科名

オプログラム責任者

カ 研修医の処遇に関する事項

(2) 共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大学病院変更届出書の送付を受け

た基幹型臨床研修病院の開設者は、当該変更の生じた日から起算して 1月以内に当該

大学病院変更届出書を当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福

祉部医事課あてに送付することとしていること。

2 協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院又は協力型相当大

学病院からの変更の情報提供

(1) 協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院の管理者におい

ては、次に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(特例通

知の様式4) を作成し、当該変更の生じた日から起算して 1月以内に当該基幹型相当

大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願い

したいこと。

ア 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

イ 管理者の氏名

ウ名称

エ診療科名

オプログラム責任者

4 
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カ 研修医の処遇に関する事項

キ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該臨床研修協力

施設に係る次に掲げる事項

(ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(イ)管理者の氏名

(ウ)名称

(エ)研修医の処遇に関する事項

(オ)研修医の指導を行う者及びその担当分野

(カ)臨床研修協力施設が医療機関で、ある場合にあっては診療科名

(2)協力型臨床研修病院(基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研

修病院に限る。)と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者においては、

次に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(特例通知の様

式4) を作成し、基幹型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしたいこと。ま

た、協力型相当大学病院においては、次に掲げる事項に変更が生じると考えられる場

合は、事前に基幹型相当大学病院に相談するようお願いしたいこと。

ア 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

イ 管理者の氏名

ウ名称

エ診療科名

オプログラム責任者

カ 研修医の処遇に関する事項

(3)共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院から臨床研修病院変更届出書(施行通

知の様式7) の送付を受け、又は共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大

学病院変更届出書の送付を受けた基幹型相当大学病院の管理者においては、当該変更

の生じた日から起算して 1月以内に当該臨床研修病院変更届出書又は大学病院変更届

出書を当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あて

に送付するようお願いしたいこと。なお、協力型臨床研修病院においては、臨床研修

病院変更届出書をもって届け出るべき変更が生じると考えられる場合は、事前に基幹

型相当大学病院に相談することとなっていること。

第4 臨床研修病院の研修フ。ログラムの変更又は新設の届出の際の大学病院からの情報提供

5 
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1 基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院からの研修プログ

ラムの変更又は新設の情報提供

(1)基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者におい

ては、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、

当該病院の大学病院概況表(変更等記載用) (特例通知の様式5) を作成し、また、

新たに基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院においては

当該病院の大学病院概況表(変更等記載用) (特例通知の様式5)及び大学病院承諾

書(特例通知の様式3)を作成し、基幹型臨床研修病院の開設者に送付するようお願

いしたいこと。

(2)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、研

修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修

プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月 30日までに、当該

病院の研修フ。ログラム変更・新設届出書(施行通知の様式8)及び添付書類(協力型

相当大学病院の大学病院概況表又は大学病院承諾書を含む。)と、共同して臨床研修

を行う協力型臨床研修病院の研修フoログラム変更・新設届出書(施行通知の様式8)

とを、一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医

事課あでに送付することとしていること。

2 協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院又は協力型相当大

学病院からの研修フ。ログラムの変更又は新設の情報提供

(1) 協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院の管理者におい

ては、研修フ。ログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、

当該病院の大学病院概況表(変更等記載用) (特例通知の様式5) を作成するようお

願いしたいこと。

(2)協力型臨床研修病院(基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研

修病院に限る。)と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者においては、

研修フ。ログラムを変更する場合又は新たに研修フ。ログラムを設ける場合には、当該病

院の大学病院概況表(変更等記載用) (特例通知の様式5) を作成し、また、新たに

基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院においては当該病

院の大学病院概況表(変更等記載用) (特例通知の様式 5)及び大学病院承諾書(特

例通知の様式3) を作成し、基幹型相当大学病院の管理者に送付するようお願し、した
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し、こと。

(3)基幹型相当大学病院の管理者においては、研修プログラムを変更する場合又は新た

に研修フ。ログラムを設ける場合には、当該研修フoログラムに基づく臨床研修を行おう

とする年度の前年度の4月 30日までに、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病

院の研修プログラム変更・新設届出書(施行通知の様式8)及び添付書類(基幹型相

当大学病院又は協力型相当大学病院の大学病院概況表又は大学病院承諾書を含む。)

を取りまとめて、一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健

康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。この場合において、複数の協

力型臨床研修病院の添付書類が重複するときは、 1部を残して他を省略しても差し支

えないこと。

3 現に研修医を受け入れている臨床研修病院は、当該研修医が研修を修了し、又は中断

するまでの問、当該研修医が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしてはなら

ないこととしていること。

4 3にかかわらず、やむを得ない場合にあっては、研修フoログラムの変更を行うことも

認められることとしていること。この場合において、臨床研修病院と共同して臨床研修

を行う大学病院の管理者においては、速やかに、 1又は2の情報提供を行うようお願い

したいこと。

第 5 臨床研修病院の年次報告の際の大学病院からの情報提供

1 基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院からの年次の情報

提供

(1)基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者におい

ては、毎年4月 30日までに、当該病院の大学病院概況表(変更等記載用) (特例通

知の様式5) を作成し、基幹型臨床研修病院の開設者に送付するようお願し 1したいこ

と。

(2)協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、毎

年4月 30日までに、当該病院の年次報告書(施行通知の様式8)及び添付書類(協

力型相当大学病院の大学病院概況表を含む。)と、共同して臨床研修を行う協力型臨

床研修病院の年次報告書(施行通知の様式8) とを、一括して当該基幹型相当大学病

院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付することとしているこ

。
〉」
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2 協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院又は協力型相当大

学病院からの年次の情報提供

(1)協力型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院の管理者におい

ては、毎年4月30日までに、当該病院の大学病院概況表(変更等記載用) (特例通

知の様式5) を作成するようお願いしたいこと。

(2)協力型臨床研修病院(基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研

修病院に限る。)と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者においては、

毎年4月 30日までに、当該病院の大学病院概況表(変更等記載用) (特例通知の様

式 5) を作成し、基幹型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしたいこと。

(3)基幹型相当大学病院の管理者においては、毎年4月 30日までに、共同して臨床研

修を行う協力型臨床研修病院の年次報告書(施行通知の様式8)及び添付書類(基幹

型相当大学病院又は協力型相当大学病院の大学病院概況表を含む。)を取りまとめて、

一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あ

てに送付するようお願いしたいこと。この場合において、複数の協力型臨床研修病院

の添付書類が重複するときは、 1部を残して他を省略しても差し支えないこと。

第6 大学病院のみで共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院

からの情報提供

1 大学病院のみで共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院

からの臨床研修の開始の情報提供

(1)基幹型相当大学病院(臨床研修病院と共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院

を除く。以下第7において同じ。)の管理者においては、臨床研修を開始しようとす

る場合には、当該病院の大学病院概況表(特例通知の様式2)を作成するようお願い

したいこと。

(2)協力型相当大学病院(臨床研修病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院

を除く。以下第7において同じ。)の管理者においては、臨床研修を開始しようとす

る場合には、当該病院の大学病院概況表(特例通知の様式2) を作成し、基幹型相当

大学病院の管理者に送付するようお願いしたいこと。

(3)基幹型相当大学病院の管理者においては、臨床研修を開始しようとする場合には、

臨床研修を開始しようとする年度の前年度の 6月 30日までに、当該病院の大学病院

概況表及び次に掲げる添付書類と、共同して臨床研修を行うこととなる協力型相当大
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学病院の大学病院概況表とを、一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する

地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

ア すべての研修フ。ログラム

イ プログラム責任者履歴書(施行通知の様式2)

ウ 共同して臨床研修を行うこととなる大学病院相互間の連携体制を記載した書類

(特例通知の様式 1)

エ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、臨床研修

協力施設の臨床研修協力施設概況表(施行通知の様式4)及び臨床研修協力施設承

諾書(施行通知の様式5)

2 大学病院のみで共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院

からの変更の情報提供

(1) 基幹型相当大学病院の管理者においては、次に掲げる事項に変更が生じたときは、

その旨の大学病院変更届出書(特例通知の様式4) を作成し、当該変更の生じた日か

ら起算して 1月以内に、当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康

福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

ア 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

イ 管理者の氏名

ウ名称

エ診療科名

オプログラム責任者

カ 研修医の処遇に関する事項

キ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該臨床研修協力

施設に係る次に掲げる事項

(ア)開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、及び主たる事務所の所在地)

(イ)管理者の氏名

(ウ)名称

(エ)研修医の処遇に関する事項

(オ)研修医の指導を行う者及びその担当分野

(カ)臨床研修協力施設が医療機関で、ある場合にあっては診療科名

(2)協力型相当大学病院の管理者においては、次に掲げる事項に変更が生じたときは、
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その旨の大学病院変更届出書(特例通知の様式4) を作成し、基幹型相当大学病院の

管理者に送付するようお願いしたいこと。また 協力型相当大学病院においては、次

に掲げる事項に変更が生じると考えられる場合は、事前に基幹型相当大学病院に相談

するようお願いしたいこと。

ア 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

イ 管理者の氏名

ウ名称

エ診療科名

オプログラム責任者

カ 研修医の処遇に関する事項

(3)共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大学病院変更届出書の送付を受け

た基幹型相当大学病院の管理者においては、当該変更の生じた日から起算して 1月以

内に当該大学病院変更届出書を当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生

局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

3 大学病院のみで共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院

からの研修フ。ログラムの変更又は新設の情報提供

(1)基幹型相当大学病院の管理者においては、研修プログラムを変更する場合又は新た

に研修フ。ログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに関し、当該病院の大学病

院概況表(変更等記載用) (特例通知の様式5) を作成するようお願いしたいこと。

(2)協力型相当大学病院の管理者においては、研修フ。ログラムを変更する場合又は新た

に研修プログラムを設ける場合には、当該研修フ。ログラムに関し、当該病院の大学病

院概況表(変更等記載用) (特例通知の様式5) を作成し、基幹型相当大学病院の管

理者に送付するようお願いしたいこと。

(3)基幹型相当大学病院の管理者においては、研修フ。ログラムを変更する場合又は新た

に研修プログラムを設ける場合には 当該研修フ。ログラムに基づく臨床研修を行おう

とする年度の前年度の4月 30日までに、当該病院の大学病院概況表及び次に掲げる

添付書類と、共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の大学病院概況表とを、一

括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あて

に送付するようお願いしたいこと。

ア 変更又は新設に係る研修プログラム(研修フ。ログラムの変更の場合にあっては、
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変更前及び、変更後の研修フ。ログラム)

イ 研修フ。ログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類(変更部

分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。)

ウ 共同して臨床研修を行う大学病院相互間の連携体制を記載した書類(特例通知の

様式 1) 

4 大学病院のみで共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院

からの年次の情報提供

(1) 基幹型相当大学病院の管理者においては、毎年4月30日までに、当該病院の大学

病院概況表(変更等記載用) (特例通知の様式 5)を作成するようお願し 1したいこと。

(2)協力型相当大学病院の管理者においては、毎年4月30日までに、当該病院の大学

病院概況表(変更等記載用) (特例通知の様式 5) を作成し、基幹型相当大学病院の

管理者に送付するようお願いしたいこと。

(3)基幹型相当大学病院の管理者においては、毎年4月 30日までに、当該病院の大学

病院概況表及び臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨床研

修協力施設概況表(施行通知の様式9) と、共同して臨床研修を行う協力型相当大学

病院の大学病院概況表とを、一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地

方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

第 7 文部科学省との連携

基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院か

らの指定の申請、変更の届出、研修フ。ログラムの変更若しくは新設の届出若しくは年次報

告又は大学病院からの情報提供がなされた場合には、厚生労働省医政局医事課から文部科

学省高等教育局医学教育課に対して、その旨の情報提供を行うこととしていること。
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各都道府県衛生主管部(局)長 殿

医政医発o3 3 1第1号

平成 26年 3月 31日

厚生労働省医政局医事課長

基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて

「医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の施行についてJ(平

成 15年 6月 12日医政発第 0612004号)第 3の2による訪問調査の取扱いについては、

平成 24年 3月 29日付けで各都道府県衛生主管部(局)長宛に周知したところである

が、今般、その一部を改正し、平成 26年 4月 1日より以下のとおり取り扱うこととし

たので、その旨周知する。

ついては、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知方

原品、たい。

記

訪問調査は、別添「基幹型臨床研修病院の訪問調査実施要綱」に基づき厚生労働省

が 実施する。，

なお、新たに指定しようとするとき、又は指定を継続しようとするときは、あらか

じめ、医道審議会医師分科会医師臨床研修部会の意見を聴くこととする。
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基幹型臨床研修病院の訪問調査実施要綱

'1 目的

この要綱は、「医師法第 16条の 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の施行に

ついてJ(平成 15年 6月 12日医政発第 0612004号。以下「施行通知jという。)

第 3の2による訪問調査を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

2 調査対象

1 ) 医師法第 16条第 2第 1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省

令(平成 21年厚生労働省令第 105号)附則第 2項に規定する基幹型臨床研修病

院のうち、施行通知第 2の5 (1)オの基準に 2年以上にわたり適合せず、かつ、

研修医が在籍している病院

2) 新たに基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院のうち、施行通知第 2の

5 (1)オの基準を満たさないが、入院患者の数が年間 2，700人以上で、あって、

施行通知第3の2 (2) により、別紙 1の様式に基づいて申込みを行った病院

ただし、協力型臨床研修病院として、申込みを行った年度に研修医を受け入れて

いる又は受け入れを予定している病院に限ることとし、また、過去に当該訪問調査

により指定を取り消された病院については、その後、協力型臨床研修病院として、

研修医に対して 2年間臨床研修を行ったことに相当する実績がある場合に限る。

3) 上記 1)及び 2) により訪問調査を実施した結果、指定を継続又は新たに指定さ

れた病院

3 調査の実施主体

厚生労働省

4 調査期間

1) f2調査対象j の 1)の病院

施行通知第 2の5 (1)オの基準を満たさなくなった年度の翌年度以降速やか

に実施

2) f2調査対象j の2) の病院

施行通知第 3の2 (2) の申込書の提出後、適宜実施

3) f2調査対象j の3) の病院

本調査により新たに基幹型臨床研修病院に指定された場合は、原則として指定

後 2年以内に実施し、指定を継続している病院は前回の調査から原則として 2年

以内に実施
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5 調査の視点

次に掲げる 1)及び 2) を通じて、臨床研修の基本理念に相応しく、研修医及び研修

プログラムについての全体的な管理・責任を有する病院で、あるとし1う基幹型臨床研修病院

として適当であるか否かという視点から調査を実施する。

1 )臨床研修病院の指導・管理体制に関する事項

①研修を行うのに十分な症例や研修にふさわしい環境が整備されているか

②研修医の診療内容や説明について、指導医等から適切な助言・指導が行われてい

るか

③研修が組織的・計画的に行われ、管理体制が適切に確立されているか

2)研修医の基本的診療能力に関する事項

U2調査対象」の 2) の病院にあっては、主に、申込みを行った年度に当該病院

において、協力型臨床研修病院として研修を担当している診療分野について調査を

行う。)

①患者・家族や他の医療従事者と十分なコミュニケーションをとり、良好な関係を

築いているか

②患者の問題を把握し、検査や治療の計画の全体像を把握して診療にあたり、臨床

上の疑問を解決するための自己学習の習慣が身についているか

6 調査方法

1 )外形基準

施行通知第 2の5 (1)に規定する基幹型臨床研修病院の指定の基準に適合する

ことを証する書類等により確認

2)研修医の診療経験

研修医に対して次の項目のアンケートを実施(別紙2)

U.2調査対象Jの2)の病院の研修医については、別紙2の3及び4のみの回答と

する。)

①基本的な臨床検査・手技について自ら実施することや結果を解釈することの自己

評価

②経験症例数

③診療科別の研修施設の状況や研修期間

④その他

3)研修医の基本的診療能力

研修医が担当した症例についての主訴、現病歴などの経過概要のプレゼンテー
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ションや研修医へのインタピ、ューにより、次に掲げる項目を確認

(研修医の基本的診療能力を調査するにあたっては、当該研修病院での研修において、

どのような指導によって基本的診療能力が修得されたかを把握する)

①入院の目的の理解

②入院中の診察・診断

③入院中の検査・治療

④退院の判断

⑤説明と同意

⑥その他

7 調査後の措置

訪問調査の結果を踏まえた措置については、医道審議会医師分科会医師臨床研修部

会の意見を聴いた上で、次のとおり取り扱うこととする。

1 )適切な指導体制が確保され、研修医が基本的な診療能力を修得できると認めら

れる場合は、指定を継続又は新たに指定する。ただし、指定後や指定継続後も

訪問調査を行い、適正を確認することとする。

2)適切な指導体制が確保されていない、又は、研修医が基本的な診療能力を修得

できないと認められる場合は、原則として指定取消の対象とする。
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱し1についてJの一部改正に係る新旧対照表

新 |日

医政匿発 0331第 1号

平成 26年 3月 31 日

各都湖守県衛生主管部(局)長 殻

厚生労働省医政局医事課長

基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いlこついて

「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行についてJ(平成15年

6月 12日医政発第0612004号。以下「施行通知」という。)第3の2による訪捕調査の取扱

いについては、平成24年3月29日付で各都溜守県衛生主管部(局)長宛に周知したところ

であるが、今般、その一部を改正し、以下のとおり取り扱うこととしたので、その旨周知す

る。

ついては、貴管内の保健所f設置市、特別区、底療機関、関係団体等に対して周知支願いた

し10

ロレ==ロ

訪問調査は、別添「基幹型臨床研{I彦病院の訪問調査実施要綱」に基づき厚生労働省が

実施する。

なお、新たに指定しようとするとき、又は指定を継続しようとするときは、あらかじめ、

医道審議会医師分科会医師臨床研修部会の意見を聴くこととする。

事 務 連 絡

平成 24年 3月 29 日

各都溜守県衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医政局医事課長

基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いにつし、て

「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行についてJ(平

成 15年6月 12日医政発第0612004号。以下「施行通知」という。)については、平

成24年 3月 29日付で、その一部を改正し、その旨、各都溜守県知事宛に通知した

ところであるが、改正後の施行通知第3の2による訪問調査について、以下のとお

り取り扱うこととしたので、その旨周知する。

ついては、貴管内の保健所融置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知

方願いたし、。

記

訪問調査は、別添「基幹型臨床研修病院の訪問調査実施要綱」に基づき厚生

労イ動省が実施する。

なお、指定を紺続しようとするときは、あらかじめ、医道審議会医師分科会

医師臨床研修部会の意見を聴くこととする。

I 

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/admininfo/



「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱し吋こついてJの一部改正に係る新旧対照表

新 !日

E凶 困
基幹型臨床研修病院の訪問調査実施要綱 基幹型臨床研修病院の訪問調査実施要綱

1 (略) (略)

2 調査対象 2 調査対象

1) (略) 1) (略)

2)新たに基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院のうち、施行通知第

2の 5 (1)オの基準を満たさないが、別院壱、者の数が年間2， 700人以

上で、あって、施行通知第3の2 (2)により、 55!蹄氏1の様式に基づいて申込

みを行った病院

ただし、協力型臨床研修病院として、申込みを行った年度に研修医を受け入

れている又は受け入れを予定している病院に限ることとし、また、過去に当

該訪問調査により指定を取り消された病院については、その後、協力型臨床

研修病院として、研修医に対して2年間臨床開彦を行ったことに相当する実

績がある場合に限る。

3)上記1)及び2)により訪問調査を実施した結果、指定を継続、又は新たに
2)上記 1)により訪問調査を実施した結果、指定を調腕している病院

指定された病院

3 (略) 3 (略)

4 調査期間 4 調査期間

1) (略) 1) (略)

2) r 2調査対象Jの2) の病院

施行通知第3の2 (2)の申込書の提出後、適宜実施

2 
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¥ 

「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱し1について」の一部改正に係る新旧対照表

新 |旧

3) i2調査対象」の 3)の病院 I s i2調査対象」のQ_の病院

本調査により新たに基幹型臨床研修病院に指定された場合は、原則と| 前回の調査から原則として2年以内に実施

して指定後2年以内に実施し、指定を継続している病院は前町調査から原

則として2年以内に実施

5 調査の視点 5 調査の視点

次に掲げる 1)及び2)を通じて、臨床研修の基本理念に相応しく、研修医

及。源修プログラムについての全体的な管理・責任を有する病院であるという

基幹型臨床研修病院として適当であるか否かという視点から調査を実施する。

次に掲げる 1)及び2)を通じて、基幹型臨床研修病院として適当で

あるか否かという視点から調査を実施する。

6 

1) (略)

2)研修医の基本的診療能力に関する事項

(i2調査対象j の2)の病院にあっては、主に、申込みを行った年度に

当該病院において、協力型臨床明彦病院として研修を担当している診療

分野について調査を行う。)

①・② (略)

調査方法

1) (略)

2)研修医の診療経験

研修医に対して次の項目のアンケートを実施(別紙2)

(i2調査対象j の2)の病院の研修医については、別紙2の3及び4のみ

の回答とする。)

①~④(略)

3) (略)

7 調査後の措置

6 

1) (略)

2)研修医の基本的診療能力に関する事項

①・② (略)

調査方法

1) (略)

2)研修医の診療経験

研修医に対して次の項目のアンケートを実施侶リ紙参照)

①~④(略)

3) (略)

7 調査後の措置

3 
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて」の一部改正に係る新旧対照表

新

訪問調査の結果を踏まえた措置については、医道審議会医師分科会医師

臨床研際日会の意見を聴いた上で、次のとおり取り扱うこととする。

1)適切な指導体制が確保され、研修医が基本的な診療能力を修得でき

ると認められる場合は、指定を調機、又は新たに指定する。ただし、

指定後や指定訴断莞後も訪問調査を行い、適正を確認することとする。

2) (略)

|日

訪問調査の結果を踏まえた措置については、医道審議会医師分科会医

師臨床研修部会の意見を聴いた上で、次のとおり取り扱うこととする。

1)適切な指導体制が確保され、研修医が基本的な診療能力を修

得できると認められる場合は、指定を継続する。ただし、継

続後も訪問調査を行い、適正を確認することとする。

2) (略)

4 
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて」の一部改正に係る新旧対無表

新 |日

|完IJ紙1i
基幹型臨床研修病院指定申請に係る訪問調査申込書-1-

病勤箇暗号: 臨酬捌瑳の名称:

記入日:西暦 年月 日

8 

病劫伝銃在号 g ， 
』

t 

俗頗任者の氏名及E組織先 nrt : 毛窃!龍

本申込書の問合せに対して回答できる伶求 豆生笠詮ー :_j主L i ゲ普車

責任者につい台己入してくださし五
由 E喧苦( ) 

eτ:ail : 

G担鮒芯百のメーノレアドレスは不可としま七)

1.1穏叡ヱ名称、 m"ナ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー』ーーー-.ーーーー宇品ーーーーーーーーーーーーーーー---甲田』・ーーーーーーーーーーーーーーー----古田

2.需拡'f!)所在地及。七二次医擬週の名称 〒口口n{l口口口 都・道・府・県日

言語活:( ) FAX: ( ) 

ーーーーーーーーーー--宇-------一回・ーー世』・ーー』ー曲目ーーーーーーーーーーーーーーー田直--且 E ・・ーーーーーーーーーーーーーー田----

二次医痴週

の名称・

3.l?事注目開設者の氏治怯人.iJX包掬 79カeナ

』園陸一ーーーーーーーーーーーーーーー四，甲--申冒』由骨量』ーーーーーーーーーーーーーー，回--白』ーーーーー由】圃ーーーーーーーー--ー司'ー-ーーー

4.病涜の開設者の住所(法ミ人の主たる事務 〒口口円円口口口 都・道・府・駒

fM);丞盟

電話:( ) FAX: ( ) 

5.病児の管理路の氏治 79)(ナ

ーーーーーーーー---曲岨--ーーーーーーーーーーー，匂.-田 4園』品世ーーーーー「ーーーーー---同-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-----

姓 名

6鵬慣韮委員会の構成員の氏名等 * w紙 lの (1)f::;;'C.入

明彦注珪委員会町すペての憎ま民(協力型盟副窃籾司涜:&V嘩誠司修協効回羽属する者を吉む。)にq 、可Z入してくださしL

5 
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、
「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いlこっし 1て」の一部改正に係る新旧対照表

新

[ドい円一*リ吋一一閉鵬蹴即阪胤即1叩の (ω一2
荊院群を針t籾持成するすベての臨床研桂稿混 犬学荊院且び臨床軒惇協力施誼の名祢恥‘新盟指定の有考笹E病毘昨の4権底E成t刀査E等について記入して〈ださ》い、 I

I~ 蜘ホームベ:-:;7 ド以 l 坦叫i半~ I 

基幹型臨床開靭青院指定申請に係る訪問調査申込書-2-

病涜施設番号: 臨床研働丙涜の名称:

※ 

9.医師締修医を含む。)の口数 常勤: 名、非常勤 t常盟強算): 名

計(~位銀換鈎: 名、医療法による医師の標準員数: 名

* 研儲去の氏名等について3j'紙1の (3)に記入

よo.1;盆盟企 榔まう訟療科俸制こOをつけてください。)

当溺高院の医療法上の楳ぼう診療科について該当 1.内科 2.呼吸器 内科 3.循環箆内科 4.消化器内科 5.気管食道内科

する番号寸べてにOをつけ、該当する摂務診ずが3な 6.神経内科 7.心療内科 8.性感染症内科 仏 外 科 10.呼吸器外科 lし

し吻合は切その他l欄こ記入すること。 心臓血管外科 12.消化認外科 13.小 児 外 科 14.気管食道外科 15.虹円

外科 16.盤形外科 17脳神経外科 18.形成外科 19.美容外科 20精

神科 21.アレノレギー科 22.日ウマチ科 23.小 児 科 24.皮膚科 25.泌

尿器科 26.産婦人科 27産科 28.婦人科 29眼 科 30 耳鼻いんこう

科 31.リハビリテーション科 32.放射線科 33.病 理 診 断 科 34.臨床検

査科 35.救急科 9且そ倒也(次lごi記入してくださし五)

901 科:.e02 科
一手匂守.--ー一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー、ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー

903 科 ， 904 科

1 1. tz鍾遼fj2:盤盤整区監 I 告示年月日:西暦 年月 日、審示番号第 号

盤監<7)%1童 :一一一一一一一一一ーr---l一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-------一一一一一
， 医蹄1置土σ粗fI{寸け I _1 初期救急涯凝視駐刻 2.第二次枕2佳樹姻J!I 3.第三次救急医樹繍菊

1----------ーーーーーーーーー」ーー-"'-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

;枕急専用診療欣昼間室の 1.存( ) m' o.無

l J査塞

|日

6 
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¥ 

「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いlこついて」の一部改正に係る新旧対照表

新

lJ盤議室藍逗重量 前F年疫州中数‘ 件(うち，~煎部砂ト: 件)

1日平均将ま. イ牛(うちJ幼時11外: 件)

救急車取扱件数 件(う匂j;jf.明協明・ 件)

i-ふん一一一一I---T函:-EE--ZL五示長一:--J一一一一一

; 指導をす子う者の氏名等 * ~I版1の (4) {こ記入

1 救急怪華麗を缶詰毛している診 内科系(1.有 o.鉛 列同系(1.有 O.!!ID d"A'科(1.有 O.絢

γ療科 その他(

12.医療註止の併可病床数 f歯科の病床殺を除 l.一般. 氏 Z務神: 日正 3.感染症: 床

くの) 生結核 日正 5.療養. 床

13.診療科ごとの1M菰者・外来患者.j;j閥Zの * ~IJ紙1の (5) Iご記入

数

14.病応の種別ごとの事政庖説日数 ω唾燦コ立 l.一咋宜: 日、 Z栴榊: 日、 3.感染症: ー 日

四捨玉川 4結核: Eふム丞義」 日

l5. Ili存度の分娩件数 正常手独創牛数: 件、異常分樹特設: イ牛

ょと監理塗:J!盟謹 自市荷主実績. 巨L今年度応2:，: 回 ※申;z"話涜の圭催により

宣全i三PC) :指導をiTう揮監EのE拍等 I I.:!:百!紙1の (4)同己入 開催は回数を沼市主

2翠盤盆& :--一--一--一--一--一--一--一司---一-ト
: 墾盤 I I 泊(伴伴糊度繍: 件、今年度応臨斗上: 件

;盤盟主盤重

土ム亙盗塁(/)t::.: Ji1j盟主<?2i.酋

生2童全丞笠!'1f;

煙室笠盟 ' 

当演芸揖窃欄の由民瞳 :ム五

: 0. 無 ( ) ブ吟 ( 

選芸

無を選択した場創こはli<織を実施している大学采

-l討丙涜を記入してくだきし三

1.有伸身用: 戸、世論用， 戸)

0.無位完手当: 円)

有をヨ盤択した場合にl土、単身用・世強調jに分けて宿舎の戸数を記入してくださしも

照を溺Rした場合にl立与住完::f.当の金額を記入してくださ¥'"住宅手当の童話宮古溝U場合1;1入 rOJと記

入してくださ¥，

!日

7 
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「基幹型臨床研fep病院の指定の基準の当面の取扱いlこっし、て」の一部改正に係る新旧対照表

新

;笠笠医iJl:

ロ
μ

L 有(笥 O.睡

有を選択した揚自こIj:_暗隠密宣の室数を記入してくださしも

iムE主主監;竪釜笠革主 i一一よm'

424j-一五一一一一一r--T~~~JEE---両手:一一一ー-H

型盟 笠 盃 j伸長一一一一一--r-T長込十一一一五五-長長:一一一一一一一一一

盟理主塾 j綿一一雨漏;---r--r十一二一;--lL言語一一一一ー

: 'fiJffl塁!&

育用機材の整備 J--m一一一一一ーー!一--1

(苅献データA-ース等の 11Medli問等の長調eT-タ.，-.{，__ス(1.有 O.郷、教育用コンテンツ(1.有 O.則、
状況 I 

その他(

車問可惚部自( L五盟主語E

その他(

医学教育用シミュいーター(1.有 O.剣、陸争教育用機仲の整僻肉兄

病描領暗号:

基幹型臨床研働丙開旨定申請に係る訪問調査申込書-3-

臨床研働珂涜の名称:

19.病歴管理基体制l 病歴管淫の資任者の氏

名及ひ潤~

診療に関する諸記録の

管理方法

診療録の備智親問

診療録制某存方法

7功。ナ

豆急(!f:E)

倒議

1. 1:去笠翠

2. 各科管当里

その他倶憎旬に:

)網開時

1. .2;;霊

2. 電子媒体

その他倶細切こ:

2O.医療安全管理体制 安全管理者の配蔭慌兄 名) O.無」室二i

有在世訳した場合同主強調路叩人裁を記入してくださしも
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いiこついてJの一部改正に係る新旧対照表
、

新 !日

安全管理部門の設置状 1韻:専任( )名、兼任( )名

盗 主な活動内容:例脚司こ品明詮し坦解除又I諮設する泊跡あっプ主張醐こ引、て¢情

報四且ね医療事跡域祉のため町掛慨U笠間等

患者からの相談に適切 患軒目談窓口の責任者の氏名等:

に応じる体制の確保状 7Wナ

盗 氏名使白 I.J名)

倒哉

対 府 欄( ~ ) 24時間表記

患者相談窓口に係る規約の有無1.有 o.無

医療に係る安全管理の 1.有 o.無

ための指針な澄僻肉兄
指針の主な内容:

医療に係る安全管理委 年( )回

員会の関倦肉兄 活動の主な内容:

医療に係る安全管理の 年( )回

ための職員事F修の実施 研修の主な内容ー

相兄

医捺機関内における事故報告等叩 医療機関内における事故報告等の整備1.有 o.無

医療に係る安全の阻保を目的とし その他の改善のための方策の主な内容:

た改苦司ための方策

21.研修記録の保存 鑑査盟国 )網開茶存

盆宣雄 1. 文書 2.電子媒体

その他 G主体的に・

22.受入可能定員 許可病床数(歯科の病床 許可病床数( )床710= ( )名

数を除く。)から算出

患者数から算出 年関川英患者数( )人7100=( )名

23.精神保健樹止土、作難詰士その他診療要員の配置 l精神保健観l比・ 名(常勤: 名、非常勤: 名)
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱し、にっし1てJの一部改正に係る新旧対照表

新 ロμ

生涯 2作業療法士 名 f常勤: 名、非常勤. 名)

3.臨床'L足ま矧際音. 名(常勤: 名、非常勤: 名)

9.その他の精神手陀矧問後員ー

名(常勤: 名、非常勤: 名)

時村明¢明修を行う臨訴窃F闘再沼こっル'"<:1詰己入してくださb、

24.協力型臨応研働荷涜としての研修実績 時 l腕氏1の (6)に記入

基幹型臨床研~病院指定申請に係る訪問調査申込書-4-

*ここから除研修プログラムごとに記入してくださしL

病院施設番号: w;床研{劇丙院の名称、:

※ 

25.研修プログラムの名称及ひ唱鹿 研修プログラムの名称:

プログラム番号 E

概要:* Jjl阪 1の (7)に記入

26.プログラム資役者の氏名等 G副プログラム資任者が

EE置されている場合には、その氏名等J

*プログラム責任煮の履歴をJjl紙 1の (8)に記入

(伶戎斧月日西暦

(プログラム資任者)

年月日)

豆急皇霊- l-盗L

所属 役職

は、富lプログラム寅往者の履涯をJjl鼠 1の (8)に記

G副プログラム覇王者)

1 有(名) O.無

*副プログラム責任者古混鐙されている場合にあって

子、

27.臨床司閉鎖昔導医(指導l図の氏名等

すべての臨床研修指導医(協力型臨床研彦病院に所属する

臨床研修指導医及ひ濫床研修協力施設に所属する臨床研修

の指導を行う者を含む。)について氏名等を記入してくださ

* 'Jjl民正1の (4)に記入

しL

28.研慨拙暢明 西暦 年月日
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¥ 

「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱し1について」の一部改正に係る新!日対照表

新
29.研修医の処置 ;常勤・非常勤の別

:明彦手当

1.常勤 2.非常勤

一年次の卦鍛頁矧込み)

基杢盟/，Ei( 

宜主ζ呈i

回

円)

時間外手当 1 有 o.無

休日手当 1.有 o.無

ニ年次の支給額税込みJ

基本手当/月(

茎呈ζ呈i

旦

円)

」ーーーーーーーーーーーーーーーーーー-.---1--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー"ーーーーーーーーーーゆ争時自由ー却時ーーーーーーー

;翠盛豊国 基本的な援務崎明( ) 24時間表記

時閉卜臓の有無:1.有 o.無

: i*I!~ 有制司霞 (1年次: 目、 2年次: 回

EZ静岡霞(1.有 o.鱒

年芳手荷台(1.有 o.鮒

-ーーーーーーーLJ三竺~i*I!~竺竺l<.J f~: ーーーーーーーーーー"ーーーーー一
l当ia

;明曜の宿舎伊鵡

回数駒 回/月)

」主盟主旦i 戸、世帯用: 戸〕

0.無住宅手当: 円)

有を選択した場合には、単身用・世帯用に分けて宿舎の戸数を記入して

三主主L

無を選択した場合には、住宅手当の金額を記入してくださいの住宅手当

~___________________l___l の諸制塑t雪~ネ fOJ と記入してくださしも ー

:明彦医実情羽) I I 1.有( EiI[) o.無

: I I有記竪択した場合には、研修医室の室数を記入してくださ川

社会関設・労働保険 金色室遼盟監i

公的年金側食(

労働帝災害補償保険法の適用(1.有 o.筋、

国家・地方式務員災害祷償法の適用(1.有 o.無

雇用倒倹(1.有 o.鈎

!日
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、
「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いにつし 1て」の一部改正に係る新旧対照表

新

「 [jfff伴図)| の他 G主体的に)

一一一一一一ー
・医師賠償責任保険の扱 I I 1丙涜において加入(1.する O. しなけ

:ど I I i画人み日以(1.強制 O.任意)

口U
H

jZ盟哩監盟 学会、研究会等〈の参加:1.可 O.否

学会、穆移話法争切参加費用卦告の有無:1.有 0 無

掴室堕設番号:

基幹型臨床研働丙院指定申請に係る訪問調査申込書-5-

臨床研臨調突の名称:

3O.研修医の募薬及。採用の:研修プログラムに関す 17Wナ

方法 jゑ盟k企控室 豆全皇霊-- i一盗L

所属 倒哉

電話:( ) FAX・( ) 

e-mail : 

思L民主￥L

幽 霊 盤 住所

〒 口口口一日日日日 都・道・府・県J

主当藍El :皇当室長会

: 7Wt 
，-ー一一ーーーーーーー--ーーーー ~r ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

i 主主 : 金

電話:( ) FAX: ( ) 

e寸 血il:

盟三島匁ミ4

:盤盤 ム三選

2.その他(J'li細切こ:

! f謹謹盟

〔複数活弱ミ可7

1.緩盟議、 2.卒業(見込み)証明書、 3.成緩主四月番、

4.健康診断書幸、 5.その他(具体的に:
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「基幹型臨床研多病院の指定の基準の当面の取扱し ì~こついて」の一部改正に係る新旧対照表

新

31.研修窓事候

32.選勝間

※欄は、記入しないこと。

i選主主塗

:_j盗墾盟盟L

;募集及。港考の時期

1. 爾接

2. 笠置予轍

その他(具嗣告に:

募翻棋: 月 日頃から

選考時期: 月 日頃から
r-ーーーーーーーー---ー---ーー-.ト自白山トーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-------ーーーーーーーーーーーーーーーー-ーーーーー

;マッチング利用の有無 上主 ムj雲

1.有 O.無

* JlI紙 1の (9)に記入

!日
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについてJの一部改正に係る新旧対照表

新 |日

日iJ紙1の (1)

(No. ) 

6.研修管理委員会の構成員の氏名等 病院施設番号: 臨床研働商莞の名称・

氏名 所属 制瞳 盤主

一一一一一一

ト一一

一一一一一

一 一一一一

※ 1ページ目の最上欄に|丈研修ま理委員長の氏名等を記入することの{所属J欄にl丈当該倫成員カ新属する病院又J目論議の名称右記入すること。研修管理委良長、プ

ログラム責任者、研{彦完値責任者汲む寝球新鋭昆顎亙錯幣Eヨについては「俄考J欄にその旨を記入すること。欄bが足りなし場合にはコヒ」により対応しへ「ω2，_)j

者向こページ数を記入すること。
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いlこっし 1て」の一部改正に係る新旧対照表
、

新 !日

7.病問挙の構成等 矧!?兵lの (2)

基幹型病院 協力型病院 臨床朝彦協力施設
研修プログ

ラム

E 所 所

主 一 在 在
二次 二次

都 迭 名 主E都 2色 新 霊 新
医療 匡遼 金主生 名称 塞皇

道 医 主主 翠 道 称 規 道 規
璽 圏一

府 療 府 府

塁 圏 塁 県

病境群査撞放する臨床研修病院及ひ刃陪協力施設晴院又頃釘蓑所に限る)が間ーの二欠医療函又は同ーの都道府県を越

えている場合は、その理由を以下にE苗E。
ー ー ー ー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-- ---ーー回一--ー』ー』ー一一--・ーー.------_ー』ー』ーーーーーー』一ー--植田一一一一一一』ーーーー-曲』由ーーーーーー一ーー--ーー--司

※該当する項目について、上から凋実施設番号頁に詰めて記入すること。

※ 申込師寺点において予定している病涜群を構成するすべての基幹型丙涜協力型荷涜及。鴻床研修協対極の所在部副守県、二次医劇圏、名

称をそれぞれの「所在都宙守県J、「一次医療関」、「名称リ欄に記入(すーてに病院施設震号を酎尋している明観育院等は番号を「名称J欄に記入J

した上で、それぞれの施設が新たに臨床研樹商事主となる場合又は新たに臨床研修協対極主となる場合は「新粧禰に rOJを記入すること。
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて」の一部改正に係る新旧対照表
¥ 

新 !日

研 鯵 医 名 簿 別紙1の (3)

(No. 

|病院施設番号: 臨床研修病院の名称:

記入日:西暦 年 月 日

医籍 研修
基幹型病院 研修プログラム

重 氏 生年 墜鐘霊 量鍾 開始

士主 名 月日 士ロ宣 年月 主旦
盤主

名称 重量 主~ 量萱
臼 日

※ 当謝預壌の研修プログラムで研修を行っているすべての研修復(採用予定を含む。)について剛彦開始年月日順に記入す

ること(顕皇居市は記入しな~¥) 0 r研修開始年月日」欄には当該研修穫が最初に(中断がある場合は中断前iこ)研修を関

始した年月日を~è入すること。『基幹~調環j欄には、当該研修医カ精属する基幹型病院の名称及t潜号を記入すること。「研

修プログラムj欄こl之、当該研修医カ頓修を行っている研修プログラムの名称及び番号を記入すること。「備考J欄には、

当該研修医カ温去に中断している場合に当該病院で剛彦圭際始した年月日を記入すること。欄が足りない場合には、コピー

により対応し、「小10.)j欄にページ数を記入すること。
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて」の一部改正に係る新旧対照表

新 !日
55 1J~Jf; 1の (4)

(No. 

臨床研修指導医(指導医)等の氏名等

病院施設番号: 臨床研修病院の名称:

盤主
指導医

1 プログ

輩萱金 フム資任者

臨床 2 副プロ
呈当金 笠虫垂 研修プログラ グアム童任

氏名 亙墨 役職 韮監 資格等
童野 蓮華壁、 ム

年数 3 研修実施

有 :0 室佳霊
4 臨床研修

無 :X
蓋霊匡

(指導医)

※ 「担当分野J欄山土、様式1531版 3の臨床研修を行う分野及。情浬 (CPC)を記入することg

※ 明属!械には、臨床開弱音導医儲導医)等が所属する病院又は施設の名称を記入することQ

※ 「資格等J欄には、受講した指導底開会名務中、取得した帯軍資格等について記入すること。

※ 「明彦プログ、フムJ欄には、臨床開彦指導医(指導医〉等が担当するすべての研修プログアムの名称を記入

すること。

※ プログ、フム責任者、副プログラム賛辞者、研修実抱資任者及。温床研修指導医(指導医〉については、「備制欄にそれ

ぞれに応じた番号を記入し、併せて研修プログ、フムの名称を記入することQ

*研修実路霊任者・・・協力型臨床研働丙涜又はJi&;床研修協力施設において、当該施設同3ける臨床研itの実施を管理する

重
*臨床研it指導医(指導医)・・・研修医に対する指導を行う医師であり、 7年 (84月)以上の臨床経験及。浦導医養成

講習会等の覧街頭責を有する者

※欄が足りない場合には、コピーにより対応し、「仙. )J欄にページ数を記入すること。
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いlこっし 1て」の一部改正に係る新旧対照表
¥ 

新 !日

別紙1の (5)

13.診療科ごとの入院患者・外来患者の数

既に番号を尉尋している臨床研彦病院については病発施設番号を記入してくださ凡

臨床芳昭協の名称:

痢期主設番号:

病続で定め その他の研

た必修科目 修を行う診

の診療科 療科

区 分
又は

覇

年品ひZ完患者実数
-'-' 

。内応自己急件数又l士会娩件数

年品噺舛来患者数

1日平期協患者数 / ( )内は年間外易診療日数
" " " " " {】 " " 

平均租苦言日数 / 
常勤医lliI激

(うち臨床研修指導医循導医)

書お ムム ムよ - ムユ -'-' よよ よーよ -'-' - - 」巳 4 」己 4 4 よ」

※ 「制品仏院患者実数!とは、申込年度の前々年度の繰越也者数に申込年度の前宅度中における新入院患者数を加えた数とすること。「年間新

外来患者重むとは申込年度の前年度中に痢哀しtd'l協患者のうち、初診料を算定した患者数とすること。 f1日平均外来患者数とは、年間

列時患者延数÷主時を外来診療日数による数(ノj唆梯二位を四捨五入〕とすること。「病涜て定めた必修科目の診療科J欄等が足りなし、場合には、

絞紙(様式自由)I司裁し淵寸すること。「鋭急件数j及び ゆ 捌 牛 動 とは 11.の救急反療の実績の前年度の件数及び15.の正常分娩

件数と異常分側P牛数の合計とすること。

※ 「内科Jとは呼吸器内科、制閣内科、彼潔器内科、持経内科等を含めた広義の内科のうち基本研修科目の内特揮の研修を行う診廟ヰ

であり、「外科」とは、心勝血管外科、呼j及器舟剛、脚榊等を含めた広義砂附のうち基本研修科自の俳句揮の明彦を行う診療科であるこ

よL

※内科及。敬急部門に係る思考の症例リストを添付すること。(様式住宅わ
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱しi(こっし1て」の一部改正に係る新旧対照表
、

新 !日

1 3.診療科ごとの研修医の数

昭二番号を政脅している臨房副靭南関こついてIお荷崩怪信幸号を位入してくださL'o

(平成 年度分) 臨床研修病院の名称:

病院施設番号:

基幹型病院名 担当分野
4 5 6 ア 8 9 10 11 12 1 2 3 
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

※ 申込年度の次々年度分、次々々年度分を別葉で作成する」と。

※ 「基幹型嘱院名J欄には、当該病院が申込年度の次々年度又は次々々年度に研修医を受け入

れる基幹型病院の名称及びそのプログラムにおける自病院の担当分野をすべて記入し、基幹型

痛院及び担当分野ごとに各月に受け入れる研修医の延人数(研修期間1月について 1人とする

こと)を記入すること。また、複数の基幹型病院の研修医を受け入れる担当分野がある場合に

は、その担当分野ごとの合計を記入すること。

来- 「担当分野J欄には、内科、救急部門、地域医療、外科、麻酔科、小児科、産婦人科及び精

神科のみを記入すること(選択科については記入しないこと)。

※ 担当分野が選択必修科目文は選択科目の場合は、受け入れる研修医の延人数は、受け入れ予

定の最大数を記入すること。

. 
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱し吋こっし 1て」の一部改正に係る新旧対照表

新 l日

24.協力型臨床研修病院としての研修実績 )311紙1の (6)

臨床研彦病院の名称間在部崩鴨及び一次医療圏)

①申込年度防いて構成する臨床研彦病院群の糊

車酒量販柵師事完 左記研{@;プロ
臨床研{翻商瑚幸 研修プログラム

@詩型相当大物商事司 グラムにおい

て協力型臨床

霊 萱 所在都甜守 所在二次 研修病院とし

金主主 名称 会主主 愛量 定員

号 萱 県 医療濁 て研修を行う

担当分野

※ 申込年度におして構成するすべての病開戦こっし、て、上から群番号!慎にそれぞれ該当する項目を記入すること。

② 研修医の受入実績(見込み)

(1)平成16年表から申込年度の前年度までの受入郷軍

※平成16年度から申込年度の前年度までに、協力割高混として号機遷を受λれた数等を年度~IJl二、 l研修医ごとiヨZ入すること。 没入路査のない年創=ついては

作成不要E

平成:00年度

軍靴飼互の民;:s 4 5 5 7 8 日 10 11 12 1 2 3 金
基幹型臨床研協調涜名

及び年欠 亙 旦 旦 亙 旦 月 互 旦 亙 旦 旦 月 !t 
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いlこついてJの一部改正に係る新旧対照表

新

金一一!t

平成00年度

4 5 6 7 B 9 10 11 12 1 2 3 金
基幹型臨床研闘賞境名

亙豆笠~ 月 E 旦 亙 月 月 月 旦 旦 月 月 旦 tt 

~ !t 

(2)申込年度の受入実績(毘込み)

※申込奔疫において、協力割程境として研修医を受入れた数及び受入見込み等

を研修医ごとに記入すること。

平成00年度

l日
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて」の一部改正に係る新!日対照表

新 ロμ

担

基幹型蕊床研 研修プログラ 4 5 6 

盤重盗 ム名 月 月 亙

21豆|旦|盟|旦 I11 IユIg I ~ I会

旦 I11 I旦 | 旦 | 旦 I11 I 11 I旦!亙 1M"

g 

LJi 

22 

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/admininfo/



「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱し、について」の一部改正に係る新旧対照表

新 !日

25.研修プログラムの名称及。澗要
jj!l紙lの (7)

調実施設番号: 臨床閉鎖荷溌の名称:

臨床研鮪間半名-

1.研修プログラムの名称

2.研修プログラムの特色

3.臨床研修の医標の想寝

4.研修期間 )年 (原則として、 12年」と言臥してくださし¥)

備考 研修後そのまま専門研修に入り 3年以上明彦可能な病院は、その旨を記入し

てください。

5.臨末研修を行う分腎 研修分野ごとの病院又は施設(研修分野ごとの研候期間)

* 同一の研{お士野lこっし、て複数の病院又は施設で研修を行う場合には、適

宜調を分割してすべての病院又は施設の名称。丙院施設番号)を記入し

てください。

牢 研修期間は、研働長野ごとに月単位で記入してください。各研働士野に

おけるプログラムの詳細は備考欄に記入してください。

本 選択必修科目、選択科目については、その診療科を選択した場合の病院

又は施設等を記入してください。
-晶申----1.自由戸』 白----世---由』白白幽ーー-世ー骨ー -r-ーーーーーーーーーー

病J劫笛婚号 病院又は施設の名称 :研修期間

(言己入例) xx科 1234567 : 00病院 0か月
a 

必修 内料 フh日

救魚部F司 -11'日
科目

UJ..f.c伶『丈7、r# カミ貝

病院 フ~>fI

カミ月
で定

s 

ι 

カミ月
めた

7I>日

カミ日

選択 a 角ミ同

必修 カミ月

笠旦 カミ貝

カミ同

選出回 a ず}当日
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱し 1にっし 1てJの一部改正に係る新旧対照表

新 i日
且旦よ i カミ月

備考:選択必修科目・..0つの診療科の中からOつ以上を必ず選択

基幹型臨床研働丙院での研修期間・・-最低0か月※劇g8か月以上必要であるが、

地域医療との関係等に配慮しつつ、 1年以上行うことが望ましu、

臨床研修協力施設での研修期間・・・最大0か月 ※合計3か月以内であること。ただし、

へき地・離島診癖斤等の明朗聞が含まれる場合はこの限りでなし、

2年間を通じての救急部門の研修とみなす休白日・夜間の当直回数・・・約00回

※外科、麻酔科、小児科、透弼致語臥人科、糊申料科につ引し、吋ては病院で定めたA必剖ど引イ修彦科目肘遅択必修科自の欄にA必必ど5、ず

設け、言己入することロ

官L
6.研修スケジュール(一年次・ニ年次:¥サ刷心)

臨係研ι明務校渇称:

病院又ば施設の名称情説:盟笠置;

施設番号.) : * 2 

月一月一月一

他斗i

月: 月i 月:月;月:月 1 月:月:月

臨時倒閣描胡在基摺こ各月の宙開空人盟企記入してくださ川本1

凡例 Ox病院 (oxo;血畳 立;

三♀三L ，・ー明知司o__ーーーーーーーーーーーーーーー寸ー___ーーーーー-r-白ー--，------， 寸ーーー--r-----.--ーーー可ーーーー -1-----t -----，ーーーーー-.-----i-----
MtlA園病院 (A鼠&園 :i盟 j j 立 j

AE)ili  
----ー-------・・・・ーーーーーーーー」ー_________.1._ーーー_C‘ーーー--，-ーーーー」ーーーー_1.__ーーー」ーーー_.)_____..1__相ー_'-_____I_____.J_ーーーームーー司尚司

2 ll;::  

早t;;)__

凡例ロム病院口ムロム:外科

ーーーーーーーーーーー_・ーーーーーーーーー_2._---ーーーーー-，1..-----，-ω ーー-J-----i-ーーー___ーーーー'ーーーー__1__ー旬。-_匂ーーー-L----J， E 司前回， ， 

ーーーーーーーーーーーー_-弛-----ーーーー，ーーーーー-----~-ーーーー，ーー_ -ー吋ーーーーー吟ーーーー-1------1-ーーーー司ーーーーー守ーーーー-1------1-ーーーー司ーーー守ー+ーーーーー

ーー--倫明司ーーーーーーーーーーーーーーー_..!_ーーーーーーーーーし---ーしーーームーーー _1_ーーーー!._----，_-ーーー」ーーーー-1-ーーーートーー---'-ーーーーイーーーーートー---

--------ーーーーーーーーーーーー相句 P 守ーーーーー-----'f"・ーーー-， -ーーー司ーー句切『町一，-----，.-----1--ー白血吋ーーーーー守ーーーー-，ーー句ーー.ー_.白山一寸ーーーーー，ーーーーー
"ーーーーーーーーーーーーーーーーキ苧ーーーー.1.____司令ーーーームーーーーーしーーー--'-ーーーー」ーーーー同1._ _ _ _ _，_ _ _ _ _.J_司ーー __t____ーしーーーーー'ーーーー__1_同__ _.tーーーーー

ー偏----ーーーーーーーーーーーー-----.，ーーーーーー----r-----r---ー吋ーーーーー "T-----r-待相ー-rーーーー『ーーーーー?ーーー--r-----'-ーーーー，--・e ・ーー?ーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-，制時ーーーーーー__L_____L____J_____..1_____Lー守ー--'-ーーー_.J_____J._ーー勾ーしー----，-----.)-ーーー司 L_ーーーー

----ーーーーーーーーーーーー_---_ーー可ーーーーーーーーー-r-----r-ーーー「ーーーーーマーーー_.・r-ーーーー「ーーーー可ーーーーー γーーーー-r-----'-ー命ーー「ーーーーー γーーーーー
ーーーーーー勾ーーーーーーーーーーーーーー__..1_ーーーーーーーー_1.. _ _ _ _ _ L _ _ _ _ -'_ .町一一ー..1._____1，，_ー同ー_L_ーー_..J_____..1_ーー__L一一一ー_I_____.J_ーーーーム一一ーー-

ーーーーーーーーーーーー--.伊ーーーーーーー-，-ーー ーーーーー-r-ーーー-r-----悶，-ーー ー'-----r-ーーーー「ーーーーー、ーーーー-r一一ー-r-----1---ーー，---ーーγーーー_.ー
"ーーーーーーーーーー-----ーーーーーーーー」ー--命ーーーーーームーー『同戸時1..____-1____勾"-ーーー_l.._____I-____..J_ーーー_..1_____1.._ーー__r_ _ _ _ _.J_ーーーームーーーーー

ーー一一ーーー一一一一一一-4一一一ーー --r一句ーートーーーー;ーーー-J一一ートーーートーーー-4一一-J-ーートーーーーー;ーーーー」ーーー トー---
-_ーー-ー-ーーーーーーーーーーーーーー_-.一一ーーー ____-1ドー一一ーー』ーーーー-I_____-i_____l..__ー一一L_ーー-"-ーーーー占ーー司ーーもーーーーー -1-_ _ _ _..j___ _ _.j.._ーーーー

E ・ ・ー---ーーーーーーーーーーーー世ーーーーーーすーーーーーーーーー-r-均---.------.-ーーー嶋守ー--ーー了ーーーー-，-骨ーーー勺ーーーー -7-ーーーー「ーーーーー------1-----..--ーーーー

*1:臨床例創荷涜群における臨床研修で、 1つの研修プログラムの中で明彦医によって明彦を行う研{協揮の腰掛Z鈴注る研修方法〈たすきが
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱し 1について」の一部改正に係る新旧対照表

新
け方式簿)を採用する場合は、当該研修プログラムの研修分野主主びに当該分野の研修を行う病院又は施設の名称及。研修期間を本凋革路こ記

入した上で、研悔揮の順番のパターンごとに朋彦スケジュールを3iJ葉に記入すること。また骨同様の研修プログラムカネ鋤存在する場合

は、すべてのliJF修プログラムを1枚にまとめたものを添付すること。

*2 ・岬{部揮j 榔こは、 r5. 臨保痢~を行う分聖子j 欄に記入した研悔揮を記入すること。
*3・選択必修科目明墾択科目の研修分野の各月の研修人数については病院ごとの研修径の受入予定の中で考えられる最大の受入数を記

込主盃よ主L

置匙
6. 研修スケジュール(一年次・ニ年次:いす守則~O)

臨康研働陣立月を基構こ各月¢暗曲芸人按を記入してくださ凡 *1

臨繭F倣珂1奴ヱ名称:

盟=.2)_

病院又晴設の名称鋼涜:1iJfi監遼; 旦j旦j旦j旦! 旦: 旦i旦iE 旦) 旦j旦j旦

藍藍重量:)_ : 主主 : 

ー」ーーーーーーー一一」ーーーーーよーーーー _L_ーー-_1-ーーー_..(--ーー _L_ーーーー.ーー

-1-----------1- ーーーーすー単値目~-1--ーーー勺ーーーー--;-----1--一一ーー-ーーー--I-----r-ーーーー「ーーー--1-ーーー-r-

ー-4-ー』ー--;-ーーーートーーーー-lFーーー-4-"ーーートーーーーートーーー-4-ーーーートーーー-，--ーーー4-ーーーートー

ーゅーーーーー」ーーーーーーーーイーー--時十----トーーーーイーーーー，ーーーートーーーーー;ーーー--，-ーーーート

ーーーーーーーーーーー-'--ー司叩守伽 ___~_____!____~L_ ーー守よ2守悌勾--停止ーーーー _L ーーーーーーーーー _J_____~_____L____J__ ーー- .'.-ーーーー

*1 :臨床研{鮪開戦こおける臨床研修で、 1つの研修プログPラムの中で明彦医によって研彦を行う研修分野の順番が異なる

研俊方法(たすきがけ方式劃を採用する場合は、当該研修プログラムの研働長野並びに当該分野の研修を行う病瑳又

は施設。ヌ名称及。研修期間を本用紙に記入した上で、研働揖耐震番のパターンごとに研修スケジューノレ部i鹿に記入

することのまた、同様の研修プログラムカ報数存在する場合はすべての研修プログラムを1枚にまとめたものを府寸

主豆主主L

*2:f研修分野l欄には、 f5.臨床研修を行う分野j欄に記入した朝彦分野を記入することn

*上選択必修科目明蛮宍科目の研昔話長野の各月の研修人数については、凋瑳ごとの研修医の受入予定の中で考えられる最大

の受入数を記入すること。

!日
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いlこついて」の一部改正に係る新旧対照表
¥ 

新 |日

別紙1の (8)

(副)プログラム責任者履歴書

(1 .プログラム責任者、 2.冨IJプログラム責任者) 1.文は2. IこOをつけてください。

墨壷

研修プログラムの名

畳

所属

役職及rJ.診療科

医籍登録番号
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーー---ーーーーーー『ーーーーーーー--------ーーーーーーーーーーーーーーーーー晶ーーーーーーーーーーーー---司品目ーーーーー-ーーーー----ーーーー由

登録年月日

臨床経験年数

主な履歴・教育歴※ 年 1 月 s

指導医講習会などの 1 
A 

塁謹壁送
z 
s 

2 

a 

「プログラム責任者

養E信管習会Jの受講 a 

歴

主な臨床経験及び業

績(臨床における専

門分野、手術件数、

検査件数、経験疲伊l

数など)※
' 

所属学会名.

f所属j繍にはプログラム重任者又は副プログラム責任者カ胃属する病践名を記入すること。

※については、適宜続紙(様式自由)に記入して添付すること。
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「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いにつし1て」の一部改正に係る新!日対照表
、

新 !日

別紙1の (9)

臨床研修病院群を構成する関係施設相互間の連携体制

基幹裂臨巴床研修調涜の病関電設番号:

臨床研修病院群名.

医師の往来の有無 1.有 o.無(いずれかIこOをつけてください。有lこOをつけた場合には、以下に具体

的な内容を記入してくださいρ

医療機器の共同利用 1.有 o.無(いずれかにOをつけてください。有にOをつけた場合には、以下に具体

的な内容を記入してください。)

合同臨府丙国会討会の開雀 1.有 o.無(し、ずれかlこOをつけてくださ凡有にOをつけた場合には、以下に具

備守な内容を記入してくださしい

その他の診療及び臨床研修 1.有 o.無(いずれかにOをつけてくださし冶有にOをつけた場合には、以下に具

についての連携 体的な内容を言己入してくださし￥)

同入しないこと
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「基幹型臨床明彦病院の指定の基準の当面の取扱いlこっし、て」の一部改正に係る新旧対照表

新 I日

|別紙JU 厘画
研修匿アンケート 研修医アンケート

(略) (略)

1.基本的な臨床検査・手技について 1.基柏句な臨床検査・手技について

(駒 路)

臨床検査・手技 自己評価 臨床検査・手技 自己評価

‘ 

A仔箆実にできる) B(だいだいできる、た c (あまり自信がなし¥ D (できない) A窃鶴にできる) B(だいだいできる、 c (あまり自信がな D (できない)

，5:Nできる) ひとりでは不安J たンぶんできる) い、ひとりでは不安)

【検査の適応を判断し、結果を解釈すること】 (11項目) 【検査の適応を判断し、結果を解釈すること】 (11項目)

1-5 (略) 1-5 (略)

6 堕盤機能検査 6 s制幾能検査

7-15 (略) 7-15 (路)

1 6 盟萱圧迫 16 心マッサージ

17-23 (路J 17-23 (路)

(船 (略)

2"'4 (略) 2"'4 (略)
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